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早稲田大学社会安全政策研究所・刑事司法福祉フォーラム・オアシス共催 

ＷＩＰＳＳ第７０回定例研究会（拡大） 

公開シンポジウム「再犯防止と更生支援とは～これまで，そして，これから

～」開催記録 

 

本報告は，早稲田大学社会安全政策研究所の共同研究の一つである「司法から福祉へつなぐダ

イヴァージョン研究会」が，一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシスとの共催により，

2019（令和元）年 5 月 18 日（土）に早稲田大学早稲田キャンパス 8 号館B1 階 102 号教室にて

WIPSS 第 70 回定例研究会（拡大）として開催した公開シンポジウム「再犯防止と更生支援とは

～これまで，そして，これから～」の記録である。 

なお，本報告における肩書は，全て当時のものである。 

 

開会 

第一部 

１．基調講演「再犯防止と更生支援について」 

２．説明「再犯防止推進計画と地域再犯防止推進モデル事業について」 

第二部 パネルディスカッション「再犯防止推進計画と地域再犯防止推進モデル事業－地域の課

題に共に取り組む－」 

第一幕 神奈川県再犯防止推進計画の策定に当たって～その経緯と計画の内容 

第二幕 再犯防止推進計画の実施に当たって～その課題と展望 

第三幕 フロアとの質疑応答 

閉会 

 

開  会 

 

司会（千田早苗 WIPSS 招聘研究員（法務省法務総合研究所主任研究調査官））：ただいまから早

稲田大学社会安全政策研究所，一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス共催公開シンポ

ジウム「再犯防止と更生支援とは～これまで，そして，これから～」を開催させていただきます。 

初めに，早稲田大学社会安全政策研究所 棚村政行所長からご挨拶をいただきます。 

棚村政行WIPSS 所長（早稲田大学法学学術院教授）：ただいまご紹介いただきました，今年月 1
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るパネルディスカッションが予定されております。パネルディスカッションは«川[生にコーデ

ィネーターをお願いし，5 名の登壇¼の皆様にお話をいただき，地域の課題に取り組む実情と状

況について明らかにさせていただきたいと考えております。 

また，基調講演をしていただきます林眞琴[生は，[ほども紹介しましたよ�に現在，名古屋

高検の検事長を務めておられますが，矯正局の時代には監獄法の改正，最高検の時代には検察改

革，それから刑事局時代には刑事司法制度改革に取り組まれるとともに，文字どおり司法と福祉

の連携を図る，い-ゆる入口支援を検察において推進してこられた立役¼でご�います。 

本日のシンポジウムは，このよ�な基調講演，再犯防止と地�公共団体についての説明，パネ

ルディスカッションの全体が我が国の社会の安全や国民の安心した暮らしを守り，罪を犯したり

非行をした¼へ，力をあ-せて再犯防止と社会復帰，立ち直りの支援をすることに役立つ貴重な

機会になりますことを祈念しまして，フォーラム・オアシスの皆様とともに共催させていただき

ます。 

最後に，皆様におかれましては今回のシンポジウムが充実したものになりますよ�ご理解とご

協力のほどをお願いしまして，所長になりました私の挨拶にかえさせていただきたいと思います。 

ど�もありがと�ご�いました。 

司会：棚村所長，ありがと�ご�いました。 

それでは次に，一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス横田尤孝代表理事からご挨拶

を頂戴いたします。 

横田尤孝（弁護士，一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス共同代表理事，元最高裁判

所判事）：一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシスの共同代表理事の 1 人であります 横

田でご�います。も�お一�，フォーラム・オアシスの共同代表は小津博司弁護士が務めており

ますけれども，この 2 人でフォーラム・オアシスの代表を務めさせていただいております。 

フォーラム・オアシスは平成 28 年――2016 年 11 月に発足いたしました。刑事司法福祉関係あ

るいは医療関係¼が相互に連携，協力する場をつくろ�とい�のがフォーラム・オアシスの目的

でありまして，発足以来これまで，司法福祉関係¼の情報の交換，連絡，そ�いったことを目的

としたフォーラムを 5 回行いました。い-ゆるオアシスの会員を主としたÔまりであるミニフォ

ーラムを 4 回，それからオアシスの会員以外の�にも広くご参加いただいた公開フォーラムを 1

回行ってまいりました。 

今回，オアシスにとりましては第 2 回目の公開フォーラムになりますが，[ほどもお話がご�

いましたよ�に早稲田大学の«川[生，社会安全政策研究所のt大なご協力を得まして，両¼の
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日に«川[生から�き¹�まして社会安全政策研究所の所長を務めさせていただいております早

稲田大学の棚村と¦します。 

本日は，ごt�にもかか-ら�，本研究所と一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス共

催の公開シンポジウム「再犯防止と更生支援とは」におÔまりいただきまして，Åにありがと�

ご�います。主催¼の一�を代表しまして心よりgªを¦し��たいとS�ます。 

さて，早稲田大学社会安全政策研究所（WIPSS）は，«川正»名Æ教授が4Äされまして，長

�的な¿ÒとN大な展望に立ち，犯罪をÐ正かつ�8に防止する安全な社会�くりを目tす総合

的な政策研究所として研究�9を²けております。 

本研究所はß年ごとにそれ�れの�9の:/りをつけながら，1�，2�と研究実³を 2016 年

10 月から重
ております。現在は，2016 年 10 月から第 3�の|たな研究課題に取り組�でお

ります。2019 年度は 8 つの研究�ー�のもとで，«川[生にはÜGとして加-っていただき，研

究所員 9名，招聘研究員 72名とい�体制で共同研究を行っております。 

こ�した共同研究の一つに「司法から福祉へつなぐダイ�ージョン研究会」とい�ものがご�

いまして，本日のシンポジウムは，その一�として行います。そして，今回初めて，フォーラム・

オアシスと共催の公開シンポジウムを行�Ï�になりました。 

ところで，2012 年に政_は，再犯防止にFけた総合W策を犯罪W策Õ(会Èにおいて�定いた

しました。も�ごS�だと思いますが，-所から 2 年Óに再入所する¼の3合を 2021 年までに

20Þ以��らそ�とい�,体的なz'目�がv�られました。また，2014 年に，国をu�て再犯

防止のための施策に取り組むためにÌ*�の国会È員らによる再犯防止を推進する基本法を制定

しよ�と検Ãが開Qされ，その成�として 2016 年に再犯の防止°の推進に関する法dが制定さ

れ，施行されることになりました。 

この法dに基�き，政_が 2017 年に再犯防止推進計画を策定するとともに，C広域¹�体， 

基©¹�体でもそれ�れの地�再犯防止推進計画の策定が進められております。神奈川県でも検

Ãしていただき，今年 3 月，神奈川県の再犯防止推進計画が策定されることになりました。そこ

で，本シンポジウムではこ�した神奈川県再犯防止推進計画に��を当て，司法，福祉°の関係

機関・団体Óの地域における連携のあり�を検Ãさせていただきたく，このよ�な#画にºりま

した。 

この公開シンポジウムでは，名古屋高検の検事長であられます林眞琴[生の第一部の基調講演，

次いで，D田×�法務大¸官r書課再犯防止推進室長による「再犯防止の取組における地�公

共団体との連携」とい�説明があり，その後に「地域再犯防止推進モデル事業について」と題す
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司会：それでは，第一部の基調講演に移らせていただきます。 

[ほど所長から紹介させていただきました名古屋高°検察庁林眞琴検事長から「再犯防止と更

生支援－刑事司法と福祉の連携－」と題しまして基調講演を頂戴いたします。 

林検事長は昭和 58 年に検事に任官され，これまで法務，検察の要職をご歴任されています。矯

正局時代には監獄法の改正，最高検時代には検察改革，刑事局時代には刑事司法制度改革にそれ

�れ取り組まれ，平成 30 年 1 月の名古屋高検就任時には「しなやかで，強く，そして頼りがい

のある検察」を�榜され，的確・Ð/な検察権の行使とともにt機関連携をベースとした刑事政

策の実現を目tすなどと語られています。 

それでは林検事長，ど��よろしくお願いいたします。 

林 眞琴（名古屋高°検察庁検事長）：ご紹介いただきました林でご�います。 

ご紹介いただきましたよ�に，再犯防止あるいは刑事司法と福祉との連携とい�ことには， こ

れまで，矯正の立場から関-り，その後は検察の立場から関-り，また法務省の刑事局とい�立

場で関-ってきましたが，本日は，私は，現在，名古屋高検の検事長ですので，全く入口支援の

現場からは離れておりますし，まして矯正でもないし法務省でもないので，一&人として今，考

えているところをご披露したいと思います。 

演題としては，当初，私は「刑事司法と福祉との連携」にしよ�と思っていた�ですが，この

シンポジウムの�ー�が再犯防止と更生支援とい�ことですので，そちらを�ー�にしました。

でも，副題で「刑事司法と福祉との連携」を残しているn味は，要するに，再犯防止とい�のは

刑事司法である，更生支援とい�のは福祉である，このよ�に，連携，連携とÂいますけれども

刑事司法と福祉とい�のは理念も目的もかなり違いますので，時にかなり緊張感をsった関係に

なりか
ない部.があります。それがど�やって連携していくのかについて，私が案�ていると

ころをお話ししたいと思います。 

40.しかないので，私がÂいたいことを[に発Â要旨としてまとめています。 

ま�は，刑事司法と福祉との連携は罪を犯した¼も福祉のW象であるといった，今から¾れ�

当たり2かもしれませ�が，そ�いった福祉側のまな�しのO化と，同�時�に刑務所改革であ

るとか検察改革であるとか，あるいは再犯防止とい�波，そ�い�刑事司法側のO化とが相まっ

て可能になったのではないかと思っております。 

しかし，刑事司法と福祉とい�のは理念，目的が異なります。ですから，この両¼の連携には

甚だ困難が伴�と考えております。両¼の連携をより円滑にするために，刑事司法そのものを福

祉化する，そ�なことは恐らくできないです。一�で，福祉側に司法化を求める，これもÐ/で
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共催とい�bでこ�い�立�な，広い会場もご�nいただきましたし，そして私ども，正直望外

ですけれども，こ�なにたくさ�の��におÔまりいただきまして，本当にありがと�ご�いま

した。 

ところで，今日の�ー�は再犯防止についての地�公共団体，地域との連携が大きな目的であ

ります。[ほど棚村所長のお話にもご�いましたけれども，現在，国は再犯防止推進について力

を入れておりまして，地�公共団体もこれについて一定のÊ務，あるいは一定の協力µ務といっ

たものが法dや，あるいはÕÈ�定された計画において定められております。 

私として，全く&人的なn¾ですけれども，�たしてこ�いった地�公共団体が再犯防止に つ

いてどこまで力を入れてくださるのか，正直Âってやや?mがなかった-けではありませ�。し

かしながら，い�実Öに9いて�ますとtくの地�公共団体が大O®�的に，2Fきにこれ に取

り組�でくださっております。実は私も,体的な地�公共団体における再犯防止推進計画 の策

定に関-っている 1 人な�ですけれども，今日も会場には，地�公共団体，地域において 再犯防

止推進計画に携-っておられる�がtzお¾えでご�います。本当にありがたいことだ と思っ

ています。 

こ�して9き-した再犯防止推進計画がさらに広く�いものになっていきますよ�に，本日の

シンポジウムがその一7となれ�大O�れしいことだと思っております。 

今日はそのÀ�から<.なÈÇをしていただきまして，そしてこれをまた私ども，地域の��

もそれをsち帰ってさらに再犯防止が実8あるものになるよ�に，よい計画になっていけ�こ�

なにす�らしいことはないと思っていますし，今日のシンポジウムを開催したnµもそこにある

と思います。 

長�場になるよ�ですけれども，ど��皆さ��っくりÈÇをお·きいただきまして，そして

ご¹.でまたそれ�れお考えをsって再犯防止の�ー�について取り組�でいただけれ�Rいに

思います。 

本日はど�もありがと�ご�いました。よろしくお願いいたします。 

司会：ありがと�ご�いました。 

 

�	� 
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名古屋高°検察庁検事長  林  眞 琴 � 
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いた，こ�いった�れがあります。 

社会福祉士のn�について 1�だけ¦し��ますと，これはもちろ�，!も検察庁が福祉にd

を-す-けではありませ�。検察庁は「福祉につなぐ」ことを最初から目的としておりましたが，

!せ入口支援の�には，[ほどち�っと¦し��た地域生�定�支援�ンターとい�ものがない

-けです
。そ�い�コーディネーター機関がないものですから検察庁は¹.でつながなくては

いけない。もちろ�更生緊\%護を使えるよ�な場合であれ�%護À察所につなぐこともある�

ですが，そ�でない�ースもある。そ�すると，検察庁が¹ら福祉につながなくてはいけない。

とはいえ検察庁に，この非Qに¥.化した福祉部Ôのどこにつな��いいかなどとい��¿はほ

と�どない-けです。 

また，たまたま刑事d²に関�することになった²疑¼，²告人，�に²疑¼ですが，福祉的

なニー
がある人なのか，ない人なのかを，検察庁の職員が，あるいは検察官が¾�めることは

-V�可能でありますので，そこで社会福祉の人に来ていただいて，その�のア��イスをいた

だくこととしたものであります。 

さて，この両¼の連携を可能にしたものは!な�だろ�かと思いますと，1 つは，これは福祉

側からの強い(きかけでQまったとい�ことであります。[ほど¦し��たよ�に，やはり田N

さ�たちが6生1(�学研究を２度に�ってやってくれた，それに基�いて地域生�定�支援�

ンターが6生1(省の予¡によってÄªされた，ここが非Qに大きかったと思います。も�一つ

は，これは私が感�ていることな�ですが，福祉側のまな�しのO化があったなと思います。要

するに，罪を犯した¼も福祉支援のW象であるとい�こと，これは今は当たり2のよ�に思いま

すけれども，私が矯正にいて監獄法の改正などをやっていたころは，罪を犯した人の-所後のW

応は法務省の�事，更生%護の�事であって，社会福祉は¹.たちの�事ではない�だといった

考えがやはりあるのではないかなと，私は当時，感�ていました。 

M本Á司さ�の本の�で，�的×Gの人たちが刑務所に非Qにたくさ�いるとい�ことについ

て，当時，田N¯昭�が我�に!とÂったかとい�と，「¹.は三<z年×Gをsった人たちの福

祉の�事をしていながら，ここまで刑務所やK年院に�的×G，×Gをjえる人がたくさ�いる

ことを一/�らなかった。Îに，矯正の職員の人たちが[~になってその人たちを支えてくれた。

これは本来は福祉の我�が主体でやらなくてはいけなかったことな�だ，本当にお¹�したい。」

こ�Â-れた-けです
。 

私たちは矯正の側にいたときに，そ�いった×Gのある�がたくさ�刑務所にいることはもち

ろ��っていた。�っていたけれども，こ�い�人たちは-所するとなかなか福祉につながらな
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はないと私は思っています。§局，やはりこの両¼の連携とい�のは両¼の異質さ，目的の違い，

理念の違い，こ�いったものを2pとした�で7�が相互理解をしながら，この異質な両¼をど

�やってつなぐのか，このÓをど�やってつなぐのか，要するにインターフ�イスのOBが求め

られているのではないかと思います。 

その�で，現在，この両¼の連携は刑事司法と，�でも地�公共団体との連携が[要となって

おりますけれども，私は，その�でも地�公共団体での地域福祉との連携が重要だろ�と思って

おります。 

そして，ややCÇ的に¥かな話になりますが，現在，社会福祉法に基�いて，例え�P�村に

はP�村地域福祉計画とい�ものを"ることが，0力µ務でありますけれども，0力µ務化され

ている-けであります。この地域福祉計画の�に福祉のニー
，福祉の支援を[要とする犯罪を

した¼，こ�いった¼にWしての社会復帰のあり�とい�ものが�りÊまれることによって，刑

事司法と福祉とのつな�がより円滑なものになる。その�で，この地域福祉計画の内容に非Qに

�Zしているとい�ことであります。 

以�が私が今日，40.Óでお話ししたいことであります。 

そこで，ま�，刑事司法と福祉の連携がどのよ�に可能になったのかとい��です。これはこ

れまでの|�ですので，ごく¢5にmりÌります。 

これはよくÂ-れていることでありますが，ま�は-口支援からQまったとい�ことでありま

す。-口支援ですから，-所¼をW象とした福祉的支援の話になっています。これはもちろ�，

刑事司法側の��ー�ーは矯正と%護とい�ことになります。このG題は，やはりM本Á司�が

G題pÅされた「獄�記」とい�本で，刑務所の�に，刑事司法と福祉の両�から相dにされな

い�Óに±ちÊ�でしまった¤犯×G¼がtzいる，こ�い�ことをこの本の�で明らかにした。

その内容に非Qにq感に福祉の側が8応されて，平成 18 年から田N¯昭さ�らが「罪を犯した

×がい¼の地域支援に関する研究」を6生1(�学研究で行った。その§�が地 域生�定�支援

�ンターとい�，これは福祉側につくられたコーディネー機関でありますが， それが平成 21

年にできて，これが-口支援の本当に大きな役3を�たしている，このよ�な�れだと思います。 

一�で入口支援でありますが，これは田N¯昭さ�らが，最初の6生1(�学研究の 3 年が¦

-って，その次の 3 年Óで今度は「´法・²疑¼となった高ß・×G¼への支援の研究」を行っ

た。これがもとになって，当時，検察の側も検察改革をやっておりまして，例え�最高検に�的

×がいIÔD員会を"った，また，その後，C検察庁に社会復帰支援室とか刑事政策推進室とか

そ�いったものをÄªして，そこに非Q2で社会福祉士の�に来ていただいて入口支援を行って
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今もそ�ですが，その§�，再犯防止推進法ができて，今日のシンポジウムでもその再犯防止 推

進法に基�く再犯防止計画がÈÇされると思いますが，このよ�な|�があったと思います。 

ここからが本題ではありますが，しかし，やはり本来，刑事司法と福祉とい�のは理念，目的

が異なる。この両¼の連携には困難が伴�。そこで，ではど�しよ�かとい�ときに，刑事司法

が福祉化する，福祉のほ�も司法化する，こ�いったことはいかがかとい�いろいろなÇがある

-けですが，私は，なかなかそれは難しいのではないかと。な�なら�，刑事司法そのものが福

祉化することなどできないし，また，福祉の側に司法化を求めることはÐ/ではないと私は考え

るからです。 

その�については，ま�はやはり連携には困難が伴�，な�か。これは理念が異質で目的も違

�からな�だ，連携には困難を伴�のだ，ま�そこを<.kさえる[要があるだろ�と私は思い

ます。 

«川正»[生の本には，このよ�に書いてあります。「刑事司法シス�ムは，究�的には「社会

�Uの¨s実現（全体の福祉）」を目tして展開する。この刑事司法シス�ムの内部において「犯

罪¼の福祉」を実現することは，「vに をoぐ」のÀえのごとく，tくの困難が伴�」，「刑事司

法シス�ムの内部において犯罪¼の福祉を実現することには，刑事司法シス�ムの基本的]質に

Å?するÕ�がある」このよ�に書かれております。 

では，福祉とい�のは!を目的にするか。これはもとよりW象¼のR福，福,のF�，こ�い

った&人の福祉を目的としている-けでありまして，�や刑事司法は社会の安全，�Uの¨s，

全体の福祉を目的としている-けであります。福祉は，W象¼にど�な福祉的ニー
があるかを

調査，¶sし，それに基�いて福祉的支援計画を"って，それに基�いて福祉的支援策を実施す

る，こ�いったア�ロー�でありますが，こ�いったニー
の発¾，そしてそのG題を¾つけて

解�するとい�G題解�d法は，刑事司法の�にはKなくとも内在はされておりませ�。 

Sらニー
が¾つかっても，�に福祉的ニー
があったとしても，これを直ちに社会内での 福

祉的支援に§�つけることがQに可能かといえ�，刑事司法はそ�い�-けにはいきませ�。行

�Ê任が非Qに重いよ�な事�については，当�それはÅµして刑務所での+Ïを9ける， こ�

いったÒhをせ�るを得ない-けであります。 

このよ�な理念の異質さは，<.に考えておく�きだと思います。 

さて，最Ëでありますが，こ�いった刑事司法と福祉の連携にWしてかなりf判のA，あるい

はb念するAがご�います。 

[日，私は名古屋におりますもので，名古屋で，ある福祉の学会のシンポジウムがありました。
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くて，そのまま，また再犯をÅこして!度も!度も，人生の大4を刑務所でÐごすよ�な人がt

いことは，もちろ�矯正の側は�っていた-けです。そ�い�人たちには福祉の)も当たりにく

いことも�っていた-けです。�っていたけれども，矯正の側も当時は!ら9こ�としませ�で

した。我�には�力感がありました。なかなかこ�い�人を福祉は9け入れてくれないと。これ

は思いÊ�な�ですけれども，ファ�に基�くº¿ではない�ですが，そ�だろ�なと思って

�力感があった。 

そ�いったところに田N¯昭さ�たちが「いや，これは私たちの�事な�だ。¦し-けなかっ

た。」こ�い�ア�ロー�の��で(きかけてきてくれたところには，福祉のまな�しのO化とい

�ものがあったと思います。 

ここに�Â°さ�の当時のÇ文のg£をv�ましたが，当時，�Âさ�はこのよ�なことをÂ

って，むしろ福祉の側に，こ�いった罪を犯した人たちをち��と9け入れることを=�かけま

した。!かといいますと，社会福祉法とい�ものがありまして，社会福祉法には「社会福祉事業」

の定µがある�ですが，その定µから更生%護事業がÖ外されている-けです。Ö外されている

ために，更生%護事業は社会福祉事業ではないから社会福祉として行�[要はない�だ，こ�い

�¼解が広まっている。「そ�なことはない�だ，このw文は，更生%護事業が社会福祉法とい�

法dの�では社会福祉事業には当たらないとÂっているだけであって，社会福祉そのものである

ことは;定していない�だから，やはりここは社会福祉として¹.たちの�事であることを強く

º¿する�きだ。」こ�いったÇ文が-た-けです。むしろ¹.たちのほ�がよくできる部.であ

るとÂ-れた-けでありまして，当時このÇ文を½�，nを強くした-けであります。 

そのよ�に福祉側からの強い(きかけを9けて，このころに刑事司法の側にもO化が生�てい

たので，連携が可能になった�だろ�と思います。 

1 つは，当時行-れていた刑務所改革，1 つは検察改革，1 つは再犯防止の波であります。これ

はごくごく¢5にいきますと，1 つは，平成 17 年と 18 年の 2 年をかけて 100 年�りの監獄法の

改正をやりました。これによって刑務所あるいは矯正，行刑とい�もの¹体が改>更生とか社会

復帰を目tす+ÏにÈ換していった時代である。このÉのところで矯正の側も，また%護の側も

福祉側との連携を[要とした-けであります。 

も�一つは，検察が改革をしていて，当時，「検察の理念」とい�ものを|たに"りましたが，

その�にも刑事政策，犯罪防止のための施策，刑事政策へのtFを強くeち-しました。こ�い

った検察の�でのO化。 

最後には，これが刑事司法側では一�大きい-けですが，政_が再犯防止に強く取り組�だ。
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例え�福祉支援をw�として�Åµにしておきまして，その§�を¾て，もし支援がCrすれ

�そのときにはÅµ�予を取り�して再度Åµする，これはw��Åµ�予とÂ�-けですが，

このよ�なÝの�でのÈÇがされることはあっても，このよ�なw��Åµ�予は実Ö行-れて

いない-けでありまして，そ�すると，こ�いった連携にWするb念のAは，よくよく¾れ�そ

れは実Öに行-れている連携とか入口支援にWするf判とb念とい�よりは，今後の事a，�に

入口支援とい�のは制度に基�いてやっている-けではありませ�から，�Çは非Qに様�です

し，�9的であります。�9的であるからこそ，今後，行-れる入口支援であり得る連携のあり

�についてのb念といった側Ûが大きいのかなと。あるいはそ�いった連携を今後，制度化しよ

�とするときの制度化のあり�にWするb念だろ�，このよ�に私は思っております。 

しかしながら，そ�だといたしましても，刑事司法の側は福祉	イ�から発せられるこ�いっ

た考え�あるいはb念にWしては<.に«を'けて，理解しておく[要がある。これは連携 をす

るに当たって[要�可{なことだろ�と思います。な�かと¦しますれ�，このG題，すな-ち

福祉支援とい�のは，実は「支援」とはÂいながら時に権力]をはら�でいる�だとか， W象¼

にWして支Óの可能]が-てきてしま��だとい�ことは，こ�いった刑事司法と福祉 の連携

がQまる以2から福祉の��の�では非Qに大きなG題としてpÅされたり，ÈÇがなされてき

たからであります。 

ですから，このG題はかなりデ��ーなG題であって，そ�い�非Qにデ��ーなG題で

あることは，連携するに当たって刑事司法の側はしっかりと理解してW応する[要があるのでは

ないか，そ�でないと連携はできないのではないか，こ�思っておる-けであります。 

それゆえに，私は本来，刑事司法そのものを福祉化することなどできないし，Îに福祉の側 に

司法化を求めることもÐ/ではないと考える-けであります。むしろ私は，両¼の連携はこの両

¼が異質であることを<.に相互にº¿した�で，では，この異質同士がど�やってつながるの

かを両¼で考えていく。考える部.は，異質な両¼のÓのG題です。ÓのG題だから両�がÓの

ことを考える，そのインターフ�イスのOBが求められる�だろ�と考えております。 

さて，では異質さを2pとした連携をどのよ�に考えるかとい�ことでありますが，私は，ま

�，刑事司法は更生支援をどのよ�に ª�けるのか，あるいは福祉にとって再犯防止とい�も

のをどのよ�に考えるのか。こ�い�ことについて，私は次のよ�に考えている-けです。 

ま�，刑事司法にとっての更生支援の ª�けとい�ものは，私は，これは刑事d²にかか-

った支援ニー
のある¼を福祉につなぐこと，�き¹ぐこと，これによって§�的に再犯防止を

図るとい�ことだろ�と思います。刑事司法が福祉と連携する目的は，もちろ�福祉の目的では

 90 

そのときのシンポジウムの�ー�は「社会福祉の監¿化をG�」でした。「監¿化」とい�のは「監

¿する」に化学の「化」で，監¿化，コンロール化，支Ó化，そ�い�n味ですが，「社会福祉

の監¿化をG�」とい��ー�のシンポジウムが行-れまして，非Qに»味があったので私も·

きに行ってまいりました。 

刑事司法と福祉との連携とい�のは，[ほど¦し��ましたよ�に福祉の側からの強い(きか

けを9けてQまったものでありましたので，-口支援でも入口支援でもこれは非Qによい¸�で

ある，刑事司法が今までやらなかった�ではよい¸�である，こ�いった·$がtかったと私は

思っていました。実Öそ�だっただろ�なと思います。しかし，最Ëになりまして，�に検察が

主体になって行�入口支援にWしては，福祉	イ�あるいは刑事法学¼からのf判あるいはb念

のAが実Öに�がっています。 

ど�なAかといえ�，ま�，再犯防止を目的とする福祉との連携となると，§局，福祉的支 援

を本人に事実�強制して，福祉の司法化あるいは福祉が刑事司法の�¾機関になりか
ない， こ

�いったb念がÂ-れております。 

また，刑事d²のÐ�からQまる支援とい�ものは，§局，強制を伴って開Qされる支援に つ

いては本人の9機�けに;定的なYÜを�える可能]がある，こ�いったことがÂ-れます。 

また，刑事司法によって例え�支援がどのよ�に推移したか，支援が成/したか;かがÍÆされ

る。こ�いった場合には，§局，福祉機関は監¿¼の役3をl-されてしま�，こ�いった可能

]が-てくる�，こ�いったAがあります。 

また，福祉支援を実Ö行っている人たちの�には，¹.たちにも再犯防止の§�Ê任があるの

ではないかと思っている人がかなりいて，c_いのAがある。 

刑事司法と福祉との連携にWして，こ�いったb念のAが実Öに-てきている-けです。 

こ�いった連携にWするb念のAとい�のは，よくよくE¥に検Ãして�ますと，[�しも実

Öに今，行-れている連携あるいは入口支援にWするf判とかb念ではないのではないかと私は

思います。な�なら，例え�入口支援で検察は福祉を¹らの�¾機関などとは�Ý思っていませ

�し，そのよ�な実aも現在S在していませ�。 

また，再犯防止のÐ�で入口支援をやったり-口支援をやったりする以�，福祉の側には再犯

防止のÊ任をÄっていただきたいなどと考えている刑事司法の機関はないは�です。 

また，この 3�目に書いてあります刑事司法によって支援の§�がÍÆされた場合，福祉機関が

監¿¼の役3をl-される可能]が-てくる，こ�いったことにつきましても，実Öに今， 検察

は支援の§�をÍÆなどはしていませ�。できよ�もないし，していませ�。 
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そのときのシンポジウムの�ー�は「社会福祉の監¿化をG�」でした。「監¿化」とい�のは「監
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も�一つは，異質さを2pとした連携とい�ときに，やはり刑事司法と福祉と独立・W°の関

係で連携しないといけないと思います。もちろ�刑事司法の側で時に福祉的支援ニー
を発¾し

たとÂっても，実Öにその人にどのよ�なbでいかなる支援を行�か，これは福祉のほ�の判s

であります。これに刑事司法が介入などは恐らくできない。その能力もないし，やはりそれは福

祉の側の判sにD
るしかないと思います。 

また，コーディネーの機関とい�のは，例え�-口支援とい�のを¾ますと，地域生�定�

支援�ンターが今，やっている-けです
。これはい-�61省が"ってくれた，福祉側が"っ

てくれたコーディネー機関であります。それによって，これは刑事司法から当�独立しており

ます。この�ンターは刑事司法からのt示や監督などを9けていませ�。 

こ�いった�は，刑事司法と福祉は独立・W°関係で連携す�きだとい�考え�，これは今後，

例え�入口支援においてもコーディネー機関を"るのか，"らないのか，"るとしたらど�な

機関を"るのか，今後，構想するÖにおいても重要なÀ�ではないかと私は思います。最後であ

りますが，私は，今後の連携は刑事司法と福祉，�でも刑事司法と地�公共団体との連携が重要

だと思っていますが，その�でも，やはり地域福祉とい�のが重要な連携[ではないかなと思い

ます。地域福祉とい�ことは，今後の課題として地�公共団体との連携とい�ものがあって，�

に再犯防止施策において地�公共団体との連携を図るとい�のが，再犯防止推進法に基�く再犯

防止推進計画であります。このÈÇを今日のシンポジウムではされると思いますので，私はここ

は省略いたしまして，私が今ち�っと注目しているのは，地域福祉との連携とい��におきまし

て，P�村における包括的な支援体制との連携を図るとい��が，今後，重要になってくるので

はないかと思います。 

現在，6生1(省は地域共生社会の実現を目tしておりまして，この地域共生社会の実現に F

けてP�村における包括的な支援体制が構築されつつあります。そのために社会福祉法が改 正

されまして，平成 30 年 4 月 1 日施行，去年の 4 月 1 日にも�施行されていますが，この�で， 

P�村地域福祉計画あるいは都道_県地域福祉支援計画，こ�いったものを策定することがµ務

�けられている，0力µ務とされています。 

そ�すると，今日，ÈÇになる地域再犯防止計画の策定，これは再犯防止推進法の�で都道_

県，P�村の0力µ務とされたものであります。そ�すると，都道_県あるいはP�村は今，2 つ

の計画を"ることが課題になっている-けです。1 つは地域の再犯防止計画，1 つは地域の福祉

計画。そ�しているところ，私のいる名古屋でも，再犯防止計画は名古屋PですとP民経済局と

い�ところがl当しておりますが，当�，地域福祉計画は福祉部Ôが策定をl当するものであり
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ありませ�。あくまでも刑事司法側は再犯防止が目的であります。そして，それでよいと思って

おります。な�なら�，福祉的ニー
を�するW象¼が刑事d²で発¾された場合に，これがど

こにもつながれ�に刑事d²から離®したよ�な場合と，福祉につながれた�で刑事d²から離

れた場合とで，後¼の場合，すな-ち福祉につながれた�で刑事d²をÍえた場合のほ�が当�

再犯が防止される確�は高くなる-けでありますので，そのn味で，刑事司法が刑事d²を¦え

るに当たって，ニー
のあるものについて福祉と連携する-けであります。これが刑事司法にと

っての更生支援の ª�けと思います。 

私は刑事司法の代表ではありませ�ので，これは私&人の考え�でありますが。 

では，福祉にとっての再犯防止とい�ものをど� ª�けるのかとい�ことでありますが， 私

は，福祉にとって再犯防止など�などとい�ものはとÂってはいけませ�が，再犯防止は，い-�

福祉的な支援を行�ことの8J的な8�である，このよ�に ª�けれ�全くいいと思っていま

す。福祉が更生支援を行�本当の目的は，犯罪そのものは生�の支×になる-けですから，その

人がまた再犯をÅこせ�ますますその人にとってはそ�いった生�支×が高まってしま�-けで

すから，それを防ぐ。要するに，本人の社会的なF立であるとか生き�らさを解�させるとい�

支援ニー
にW応することが福祉にとっての更生支援の目的であって，再犯防止はその8J的8

�である，こ�いった考え�である。それでいいと思っています。 

このよ�なÈÇは，明«Pがw例をつくるときに 4 回に-たって非Qに�HなÈÇをされて，

それが�ーム�ージにÇっておりますけれども，それを½�だときにも，やはりそのÈÇの�で

福祉	イ�あるいは弁護士	イ�から「再犯防止は福祉の目的ではない，これは8J的8�であ

る。」このよ�なÈÇがありました。私は，全くそのとおりだろ�と思っております。 

では，福祉が再犯防止，刑事司法と連携するnµは!だろ�とい�ことになれ�，これはやは

り刑事d²のÐ�で�在的な支援W象¼が発¾されて，そ�い�事例がtい-けですから，そ�

いった場合にち��と刑事司法の側からその�き¹�を9けること，それが福祉の側にとっては

刑事司法と連携するnµだろ�，このよ�に考えます。 

実Öに刑事d²の現場で，それまで全く福祉の	ースにつながっていなかった，要するに福

祉側のネッに�っかかっていなかった人が，犯罪を犯したことがA機で，刑事d²に関�した

ことがA機でこのよ�な福祉的ニー
が発¾されるとい�ことは，現場ではかなりtくご�いま

す。こ�いった場合にきち�と刑事司法の側からその情報とともに，また�き¹�を9けるのは，

福祉の側にとっても，そ�いった人たちに�実に福祉支援を行�においては��ッ，nµがあ

る，こ�考えている-けです。 
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司会：²きまして，法務省大¸官r書課#画再犯防止推進室，D田×�室長から，再犯防止推

進計画と地域再犯防止推進モデル事業についてご説明を頂戴いたします。 

D田室長，よろしくお願いいたします。 

D田×�（法務省大¸官r書課#画再犯防止推進室長）：ただいま紹介いただきました法務省の

D田と¦します。 

私がおります#画再犯防止推進室とい�ところは，政_における再犯防止施策についての取り

まとめをしているほか，地域再犯防止推進モデル事業などをÊ�て地�公共団体との連携を進め

ております。 

私からは，この後のÈÇのベースとなる情報をp�するとい�Ã旨をÊめて，「再犯防止の取組

における地�公共団体の連携」とい��ー�でお話しさせていただきます。 

本日のご説明の�れですけれども，ま�，地�公共団体との連携の重要]について，再犯防止

推進計画に´れながらご説明いたします。その�で，法務省がr年度から地�公共団体にD·し

て実施している地域再犯防止推進モデル事業について，その~要と,体的な取り組�例をご紹介

いたします。そして最後に，地�再犯防止推進計画の現状°についてご説明したいと思います。 

それでは，地�公共団体との連携の重要]についてご説明したいと思います。 

我が国の犯罪情+を¾ますと，Ë年，刑法犯º��zは大Oに�Kしておりまして，10 年2の

平成 20 年には£ 183��であったものが，r年，平成 30 年には£ 82��となって，100��

以��Kしてa後最Kとなっております。そこでは検u¼に-める初犯¼も，それから再犯¼も

ともに�K'Fにある-けですけれども，その�で，再犯¼の�り�が初犯¼の�り�よりも¦

やか，�り�っていないとÂ�とち�っとÂいÐ�ですけれども，�り�がKないために， 総体

的に再犯¼zの3合が�がっているとい�現状にありまして，その再犯¼�は直Ëの平成 29 年

には£ 48.7Þ，検u¼zに-める再犯¼のzの3合が£4.になっている現状にあります。こ�

したこともあって，再犯防止W策をさらに推進していく[要があると考えております。 

そこで大きなnµを�するのが，再犯防止推進計画であります。 

犯罪をした¼のtくは¾困，��，5�，×G，さま�まなG題を´合的にjえておりまして，

こ�したさま�まなG題にW応するためには刑事司法関係の機関の取り組�だけではÕ�があり

ます。そのため，か
てから国と地�公共団体と民Ó団体とが一�となって取り組�を進める[

要があるとい�ごtiがご�いました。 

こ�したこともÅまえて，Ì*�のÈ員により再犯防止の取り組�をさらに進めるための法案
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ます。そ�い�策定主体が一¥のところもありますし，違っているところもあります。でも，K

なくとも福祉計画のほ�は当�福祉部Ôがl当すると思います。 

その�で地域福祉計画は，今，6生1(省が�イ�ラインを-してくれまして，地域福祉計画

の�には[�次の事Õを入れなさいと。その�イ�ラインの�には「%$医療，福祉°の支援を

[要とする犯罪をした¼°への社会復帰支援の在り�」これを福祉計画に入れなさい，こ�い�

ことを6生1(省はÂってくれている-けです。§局，福祉としてどのよ�な社会復帰支援を行

�かとい�ときの共Êして取り組む�き事Õの�には，犯罪をした，そ�した福祉支援のニー


をsつ人，これにWして福祉としてどのよ�に取り組むのかとい�ことを入れなさい，こ�い�

��に求められている-けです
。 

ですから，これによって，この地域福祉計画の�に，当�そこには刑事司法と，それが入りま

すと刑事司法からどのよ�にニー
のある人を�き¹ぐのか，そこから�き¹�を9けて福祉と

してど�していくのかとい�ことが，このインターフ�イスの部.が当�入ってきますので，こ

�いったものの�Çが充実していけ�，基本的に刑事司法と福祉との連携が非Qに充実していく

だろ�，それは私は�Zしている-けであります。 

§局，今，主としてここでÈÇする再犯防止推進計画のÈÇ，これは非Qに重要であります。

一�で，P�村は地域福祉計画もつくる-けであります。そして同�く地域福祉計画の�にも罪

を犯した，犯罪をした福祉W象¼のÈÇが当��可{で残っている-けですから，できれ�この

２つの計画は，異質さを2pとした�でそのl合]を図り，それから 2 つの計画が連携していく，

それが非Qに重要だろ�と思います。 

そ�いったn味では，P�村�ベルあるいは都道_県�ベルでこの計画をど�な計画にす�き

か，ま�はP�村で，都道_県でÈÇされる-けですが，そのときには今まで再犯防止あるいは

入口支援，そ�いったものに関-ってきたいろいろな関係¼，また福祉の�も入って，この 2 つ

の計画が�まい,合にl合して§�的に連携が充実する，こ�いったことを考えている次第であ

ります。 

以�で¦-ります。ど�もありがと�ご�いました。 

司会：林検事長，貴重なご講演ありがと�ご�いました。 

皆様からのご感想などについては，アン�ーによりÁります。よろしくお願いいたします。 

 

２．説明「再犯防止推進計画と地域再犯防止推進モデル事業について」 

法務省大¸官r書課#画再犯防止推進室長  D 田 × � � 
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ていく，横展開していくことを目的として開Qしたものでご�います。本日おÔまりの皆様の�

にも，このモデル事業に関-ってくださっている�がいらっし�るのではないかと思います。 

平成 30 年度開Q.は，大きく.けてÜつのパーに.かれます。最初の年は地域の実a調査

や支援策の策定に4年�度かけまして，そこで策定された支援策を平成 30 年度のÉ�から 2 年

Óに-たって行っていく。そして最後の4年Óを使って，その8�検¹や調査§�の取りまとめ，

報告などを行っていくとい��れになっております。 

この平成 30 年度開Q.については，都道_県を�心として 30 の地�公共団体にD·しており

ます。 

さらに，本年度からは，平成 31 年度開Q.として，事業µ�を拡大し，]犯罪をした¼にWす

る支援などを2む|µの取り組�を�心として，こちらは事業�Ó 2 年Óでありますけれども，

モデル事業を開Qすることといたしました。これについては本年 3 月vに計 7 の地�公共団体に

事業D·の�定をしておりまして，今後，Ö次事業を開Qしていく予定としております。 

福祉的な支援ですとか就1支援を�ー�に取り組む団体がtい-けでご�いますけれども， 時

Óの関係もありましてº¥なご紹介は3]させていただきますが，例え�¯=県を¾ますと，更

生%護	ポー�ンターを��した��-所¼°の�H，就1[の調l°の支援を実施されてお

りますし，また，?�県も，Åµ�予¼も2めて福祉	ース°につな�るための支援，こちら

は入口支援となろ�かと思いますけれども，そ�した取り組�をされております。 

また，千°県においては，��-所¼°の�H1�就1[の調l°の支援を実施とい�ことで

ご�いまして，こちらは入口支援も2�でいると·いております。 

また，長Ò県では，こちらも更生%護	ポー�ンターを��するbで，犯罪をした¼とかそ

のDn°からの相¼W応なども実施されていますし，名古屋Pにおいては入口支援を2めてさま

�まな事業を行っていると�っております。 

また，奈¯県では就1支援に関する広報3発のためのシンポジウム°�を開催しておりますし，

Ú取県では入口支援に力を入れて行-れているとい�ことでご�います。 

また，広N県では，K年に�にÓ^して就1[の支援°を行っている。 

また，M口県でも入口支援，-口支援とい�ことで取り組�を進めておられると�っておりま

す。 

平成31年度開Q.では，全部でÞ団体。奈¯県は平成30年度開Q.にも入っておりますので，

そのn味では重なっております。 

�田県，Mb県，C=県といったよ�に，「]犯罪¼」と明示して支援などの取り組�を行って
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の検Ãが行-れて，平成 28 年 12 月に，い-ゆる再犯防止推進法が全会一¬で可�・成立いたし

ました。 

この再犯防止推進法においては，政_が再犯防止推進施策を総合的，計画的に進めるための再

犯防止推進計画を策定することとされています。これを9けて，この検Ã会でÈÇが重
られま

して，平成 29 年 12 月に政_として初めての再犯防止推進計画がÕÈ�定されたところでご�い

ます。 

この計画の�では，ßつの基本�ÐがÄ定されております。その�の 1 つ目として「»一人取

り残さない」社会の実現にFけ，国・地�公共団体・民Óの緊Hな連携協力を確%して再犯防止

施策を総合的に推進するとい�ことがv�られております。 

その�で，計画においてはÞつの重�課題がÄ定されておりまして，その�に地�公共団体と

の連携強化がu�られております。 

[ほど¦し��たよ�に，犯罪をした¼はさま�まなG題をjえておりまして，その再犯を防

止するためには福祉や医療の	ースなどを9けることが�可{である�ースもtくて，それら

を2む�民にÇËな	ースをp�する地�公共団体による支援で�めて重要でご�います。こ

�したことから，再犯防止推進法においては，国だけでなく地�公共団体にも再犯防止施策を実

施するÊ務があるとい�ことが明示されている-けであります。 

もっとも地�公共団体からしますと，犯罪をした¼°にWする支援の�ウ�ウ°�は[�しも

±®がなかったり，あるいは支援を[要とするW象¼についてど�やって情報を得れ�いいかと

いったさま�まな課題があろ�かと思います。そ�したことから，この計画では，国が地�公共

団体による再犯防止の推進にFけた取り組�を支援したり，あるいは地�公共団体と協(して施

策を推進するとい�bで地�公共団体との連携の強化を図っていくこととされております。 

そこで，地�公共団体との連携強化を図るための施策の代表的なものとして，法務省がr年と

から実施しております地域再犯防止推進モデル事業についてご説明いたします。 

ま�，な�これをQめたかとい�ことでありますけれども，再犯防止推進法の制定後，地�公

共団体のl当¼の��とコミ�ニ�ーションをとらせていただく�で，,体的に!をやれ�-か

らないといったAがtくEせられました。��で，法務省としてもこれまで地�公共団体の��

とも連携しながら事業を進めていくとい�経Ùが�しかったこともありまして，どのよ�にして

連携を進めていけ�いいか，正直なところdgりのところがありました。 

そこで開Qしたのがこのモデル事業でありまして，地�公共団体の取り組�を支援するととも

に国と地�の連携のあり�を実Ä的に研究し，そこで生まれた8�的な取り組�を全国にs1し
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とも連携しながら事業を進めていくとい�経Ùが�しかったこともありまして，どのよ�にして

連携を進めていけ�いいか，正直なところdgりのところがありました。 

そこで開Qしたのがこのモデル事業でありまして，地�公共団体の取り組�を支援するととも

に国と地�の連携のあり�を実Ä的に研究し，そこで生まれた8�的な取り組�を全国にs1し



� �8¡Ö��� ��� ～�)��Ù��てÙ�)�'～	�  
 

 

99 

 入口支援の取り組�の�でも]犯罪¼に�化している�，それから¹�体が��からカウン�

ラー，支援¼をÓªしているとい��で�V的なものでご�います。 

 最後に，)Q県の取り組�をご紹介いたします。 

 )Q県も再犯防止に®�的に取り組�できた[進的地域の１つでご�います。このモデル事業

では，ÆUな犯罪によりÅµ�予+.となった¼の�ち×G¼あるいは高ß¼といった�にWし

て，)Q県弁護士会の 頼に基�いて，検察庁や%護À察所°の刑事司法関係機関と連携して，

[要な福祉	ースにつなぐためのコーディネー業務などを行っているものでご�います。入

口支援の取り組�を¹�体が弁護士会と連携して行っているとい��で�V的であろ�かと思い

ます。 

 時Óの関係�，ここではÕられた事例しか紹介できませ�けれども，ほかにもさま�まな取り

組�が進められておりまして，ご»味のある�は��法務省におGい合-せいただけれ�と思い

ます。�に今日ご-Nの地�公共団体の��で「こ�いったことをやって�たい�だけれども，

例があるか」といったことにご関心，ご疑Gをおsちであれ�，��私どもの部屋までご連絡を

いただけれ�と思います。 

 ²きまして，地�再犯防止推進計画の現状°についてご説明いたします。 

 再犯防止推進法の第ßwのw文では，地�公共団体に策定の0力µ務が課されています。 

 本年Ý月１日現在の都道_県における地�再犯防止推進計画の策定状況では，平成 30 年Ý月

にÚ取県において最初に計画が策定されたのを�/りに，現時�では 15 の_県において策定さ

れているとい�ことでご�います。我�としては，日本地図が全て<まるよ�に，さま�まな	

ポーをしていきたいと考えております。 

 なお，奈¯県においては，この計画の策定に[立って再犯防止に関するw例を制定する�く検

Ãを進めています。奈¯県においても®�的に取り組�でいただいていると考えております。 

 ²いて，政令t定都Pとその�のP�村ですけれども，政令t定都Pについては，策定済�の

団体はまだない状況でご�います。その�で，協È会°で検Ã�が 6 団体，庁内で検Ã�が 

7 団体とい�ことで，こちらについても法務省としてできるÕりの	ポーをしていきたいと 

考えております。 

 また，t定都P以外のP�村については，千代田:，½�P，7日PPとい�ことで策定済�

の団体が-てきております。 

 なお，)Q県明«Pにおいては更生支援，再犯防止に関するw例がoに制定されておりまして，

これも非Qに重要な9きであると考えております。 
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おられます。 

また，��Pでは非行K年をW象として，K年院やK年Ñ*所などとも連携して学«支援など

も行っているとい�ことでご�います。 

今，�っくりとしたご説明を¦し��ましたけれども，この�で�にご紹介しよ�とい�こと

で，Sつかの取り組�を&*に取り��させていただきたいと思います。 

ま�，長J県の取り組�でご�います。 

長J県は，これまでも犯罪をした福祉ニー
のある¼への支援に力を入れるなどして再犯防止

に®�的に取り組�でこられた[進地域の 1 つでご�います。このモデル事業では官民連携によ

る支援スキームを構築しまして，K側から×Gのある人についての支援のスキーム，それから高

ß¼，�まいがない人，²� SのG題をjえる¼とい�ことで，それ�れ.Òに応�て，oS

のネッ�ー�も��しながら全体としてO広い，さま�まな.Òでネッ�ー��くりを進め

ているのが�V的だろ�と思います。 

次に，zv県の取り組�ですけれども，zv県においては£ 10 年2から，>行�予判�を9け

た²� S¼をW象として�ロ	ラムなどを実施してきましたけれども，このモデル事業では，

「²�再犯防止	ポー事業」と題して²�W策としての-口支援を実施しております。,体的

には，矯正施Äや%護À察所から，Îk¼あるいは%護À察�Óが¦�する人といった刑事司法

d²が¦�する人についての情報p�を9けながら，連携[のzv県内の大学において�ロ	ラ

ムやG検査を実施しながら，²�支援からの回復支援を行�。あ-せて�H支援，就1支援，生

�福祉支援といった総合的な支援をパッ�ージとして行っております。その�で²� S¼を支

えるDnも	ポーするとい�ことで，Dn会事業も実施しているところでご�います。 

 ²いて，大Ò_の取り組�でご�います。 

oSの取り組�として，-口支援としての]犯罪¼への支援とい�ものがご�いまして，これ

はか
てから行ってこられたものでご�いますけれども，モデル事業としては，入口支援として

の]犯罪¼への支援を行っておられます。このモデル事業では，��とか�jをしてÅµ�予に

なったり，あるいは¨Ïとなったよ�な人について，再犯に1�だり，あるいは犯行を�スカ�

ーさせていくおそれがあることをÅまえて入口支援を実施しているものでご�います。 

 ,体的には，カウン��ン	支援の�れとなりますけれども，W象¼にWして制度があること

を教えて，本人から¦しÊ�を9けて，その¦しÊ�を9理しますと心理カウン��ン	の支援

を行っていく。それが¦-った後には福祉°にもつないでいくといった取り組�を行っているも

のでご�います。 
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         横�地�検察庁社会福祉ア��イ
ー      M� R� 

 

司会：第二部のパネルディスカッションに移らせていただきます。 

 地域再犯防止推進モデル事業や再犯防止推進計画などについて，地域の課題にともに取り組ま

れてきた皆様�にお話を�います。 

 ま�初めに，コーディネーターとパネ�スの皆様�をご紹介いたします。 

 コーディネーターは，早稲田大学社会安全政策研究所ÜG «川正»名Æ教授でご�います。パ

ネ�スの皆様でご�います。 

 神奈川県福祉Eども�らい局福祉部地域福祉課長，田�X様です。 

 横�%護À察所長，三本x¢様でご�います。 

 横�地�検察庁総務部長，�村°E様でご�います。 

 神奈川県社会福祉士会会長，神奈川県地域生�定�支援�ンター長であり横�地検社会福祉ア

��イ
ーでご�いますM�R様でご�います。 

 神奈川県弁護士会，弁護士のW田t様でご�います。ど��よろしくお願いいたします。 

 総合司会は，当研究所6·研究員，刑事司法福祉フォーラム・オアシス所I会員の千田が`¶

会まで務めさせていただきます。ど��よろしくお願いいたします。 

 ま�，«川名Æ教授から，このパネルディスカッションの�ー�についてご解説を頂戴したい

と思います。ど��よろしくお願いいたします。 

«川正»WIPSSÜG（早稲田大学名Æ教授）：oに林検事長，それからD田室長から今日パネル

ディスカッションでÈÇする事yの�|となる�れは話していただきました。 

 それでお-かりのよ�に，今，-口支援からQまって入口支援，さらに地�公共団体を正Û/

ってLきÊ�で，日本の今後の犯罪+理のシス�ムをど�構築していくかといったことが検Ã課

題に�がっていると思います。今，再犯防止推進計画が立てられて，地�公共団体もそれ相応の

(きをす�きであるとい�bになっていて，[ほどのよ�に 30 の地�公共団体でモデル事業が

実施されています。 

 これはÜ年Óの予定で，も�１年経Ðしましたからあと 2 年になりますが，今日はこのシンポ

ジウムで，,体的に神奈川県を取り��ます。神奈川県は政令Pを 3 つjえています。したがっ

て，県と政令Pとの関係がど�なっているかといったことも大きな一つのG題になってきます。

例え�，横×¿Pはい-ゆる�|Pになっていて，(�相¼所との関係でÂ�と�|Pには政令

Pのよ�に[�Äªしなけれ�いけないとい�µ務はないにもかか-ら�，Äªしています。そ
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 地�公共団体との情報共�とい��で®P¦し��たいと思います。 

法務省では，地�公共団体における取り組�の情報をさま�まな¹�体と共�することなどを

目的として会Èを開催しております。1 つがP�村再犯防止°推進会Èでご�いまして，も�一

つが都道_県再犯防止°推進会Èでご�います。 

 P�村のほ�の会Èは，r年 8 月にP�村のØ長にもご参加いただきまして開催いたしました。

本年度は全国P長会のª日である 6 月 13 日に開催する予定でご�います。 

 また，P�村の会Èの.�会として，矯正施Äが所在する¹�体のØ長の会Èも開催しており

ます。こちらは矯正施Äが所在するP�村のØ長の�が発Å人となって立ち��られたものであ

りまして，情報交換の場として��されています。 

 また，都道_県の会Èは本年１月vに開催しておりまして，こちらもさま�まな[進的な取り

組�を発表していただいたりして，情報共�を図っているところでご�います。 

 このほか法務省では，モデル事業のD·団体に私どもの部屋の職員を�Ìして要望事Õをお�

いしたり，また，全ての都道_県，政令t定都Pの再犯防止l当部©の�口をchして日ごろか

ら連絡をとらせていただくといったbでコミ�ニ�ーションをとらせていただいております。 

 今後とも地�公共団体の皆様とさま�まなbで協力しながら政策を進めていきたいと思ってお

りまして，�き²きご支援，ご協力，ご理解をいただけれ�Rいでご�います。 

私からは以�でご�います。（dd） 

司会：D田室長，ありがと�ご�いました。 

 

第二部 

 パネルディスカッション 

  「再犯防止推進計画と地域再犯防止推進モデル事業－地域の課題に共に取り組む－」 

       コーディネーター 

早稲田大学名Æ教授Û早稲田大学社会安全政策研究所ÜG  «川正»� 

パネ�ス 

         横�%護À察所長                   三本x¢� 

         神奈川県福祉Eども�らい局福祉部地域福祉課長      田� X� 

         弁護士（神奈川県弁護士会）             W田 t� 

         横�地�検察庁総務部長                 �村°E� 

         神奈川県社会福祉士会長Û神奈川県地域生�定�支援�ンター長Û 
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 地�公共団体との情報共�とい��で®P¦し��たいと思います。 
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第二部 

 パネルディスカッション 

  「再犯防止推進計画と地域再犯防止推進モデル事業－地域の課題に共に取り組む－」 

       コーディネーター 

早稲田大学名Æ教授Û早稲田大学社会安全政策研究所ÜG  «川正»� 

パネ�ス 

         横�%護À察所長                   三本x¢� 

         神奈川県福祉Eども�らい局福祉部地域福祉課長      田� X� 

         弁護士（神奈川県弁護士会）             W田 t� 

         横�地�検察庁総務部長                 �村°E� 

         神奈川県社会福祉士会長Û神奈川県地域生�定�支援�ンター長Û 
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県の�で最も高い���になると¾Êまれております。今後，高ß化が進�でいく県とい�こと

でご�います。 

 も�一つの本県の�は，[ほどもお話ご�いましたが，県内に横�，川J，相�.，3 つの

政令t定都Pがあります。3Pを合-せた人口は£ 596�人で，これは県人口の£ 65Þ，3.の

2 ぐらいを-めているとい�ことでご�います。 

 次に，県内の刑事司法に係る国の主な機関をu�させていただきました。ごら�いただけれ�

と思います。 

 なお，この�で小田.K年院と神奈川医療K年院は，平成 30 年度をもって閉庁されています。 

 本県の刑法犯º��zと検u状況の推移でご�いますが，ま�，º��zは，2002 年の£ 19

��が�ー�でしたが，その後，�K'Fにご�います。2007 年以Óの推移を¾ても，�き²き

�K'Fにあります。2017 年には£ 5� 4,000�でした。 

 次に検u人員は，こちらも�K'Fにあって，2017 年には£ 2� 2,000�となっております。 

 検u�については，ほ�横�い状aとい�ことで，2017 年は 41.7Þ。これは直Ëの 10 年Óで

は２�目に高い�となっております。 

 一�で，刑法犯の検u¼に-める再犯¼の�は，こちらについては，-�か�つではあります

けれども�p'Fにあるとい�ことでご�います。これは検u人員の�K�と��て再犯¼zの

�K�がKないことが.?であると考えられます。なお，本県における 2017 年の再犯¼�は

48.5Þとい�ことで，[ほどもお話がご�いましたが，全国では£48.7Þとい�ことでしたので，

全国の平;とほ�同様のz字となっております。 

 次に，神奈川県再犯防止推進計画策定の経緯について¢5にご説明したいと思います。 

 ま�，平成 28 年 12 月に再犯の防止°の推進に関する法dが公M・施行されまして，平成 29

年 12 月に国の再犯防止推進計画がÕÈ�定されております。これを9けまして平成 30 年 4 月に

Ú取県が，都道_県としては初めての再犯防止推進計画を策定しております。 

 このよ�な�，神奈川県でも平成 30 年度�に計画策定したいとい�ことで，5 月に神奈川県再

犯防止推進会ÈをÄªしてご�います。その後，推進会Èの�でさま�まな検Ãを重
て， ¤案

を策定いたしました。こちらについてはパ��ッ�コ�ンとい�ことで県民の��のごn¾も

�った�で，平成 31 年Ü月に神奈川県再犯防止推進計画を策定することができました。これは

[ほどお話があったよ�に，同時�に�の県でも，13 _県ですか，同時に策定しておりまして，

そ�い�n味では，神奈川県はÚ取県に次ぐ第 2	ルー�をÂっている県だとい�状況にあるか

と思います。 
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�いったn味で，県とPの連携がど�なっていくかを¾るには神奈川県の事業は最Ðであろ�。

また，Ø都9に入っていて，Ø都9，w�には日本の人口の£ 13がある-けですから，ここが

9いていかないと全国に9きがQまっていかないとい�こともあって，神奈川県に-ていただい

て，その実例を紹介していただこ�と。 

 その実例を¾ながら，�たしてそれ�れの地�公共団体でどのよ�なことが可能なのか，こ�

いった取っかかりをÈÇできれ�いいなとい�ことで，このパネルディスカッションを#画いた

しました。 

 第 1 幕，第 2 幕と大きく 2 つに.かれていますけれども，第 1 幕では，神奈川県で再犯防止推

進計画を策定した-けですが，その策定Ð�でのG題，それから策定の§�，その計画の内容は

ど�い�ものであるかを話していただきます。 

 これを9けて第 2 幕では，そこで立てられた計画をい�実施する�に，ど�なことが[要にな

ってくるか。�の機関あるいは民Óの団体，こ�いったところに連携を求めるために，,体的に

ど�い�bでw��くりをしていったらいいか。恐らくそこにはいろいろなG題が-てくる�だ

ろ�と思いますが，¢5にÂえ�'uす�き課題にはど�なことがあるのかといったところをそ

れ�れのパネ�スにお話しいただいて，それを9けて全体ÃÈをしたいと思っております。 

 Àmで入っていない事yについてはパ�ーポインのq%が画Ûにqされますから，それをご

ら�いただく。これから大.長い時Óかかりますけれども，ご協力をお願いいたします。 

司会：«川[生，ありがと�ご�いました。 

 

第一幕 神奈川県再犯防止推進計画の策定に当たって～その経緯と計画の内容 

 

司会：それでは，パネルディスカッションに入ります。 

 神奈川県の田�課長様，ど��よろしくお願いいたします。 

田� X（神奈川県福祉Eども�らい局福祉部地域福祉課長）：改めまして，神奈川県福祉Eども

�らい局地域福祉課長の田�と¦します。ど��よろしくお願いいたします。 

 私からは，神奈川県再犯防止推進計画の~要についてお話しさせていただきます。 

 ま�，神奈川県の~要についてKしお話しさせていただきます。 

 人口は£ 916� 3,000 人とい�ことで，全国から�から 2�目のtさとなります。 

 高ß化�は£ 24.9Þ。これは現時�では全国で�から 4 �目ぐらいだと思いますが，平成 30 

年�の高ß社会�書によりますと，2045 年にFけた高ß化�の��が 10.4Þで，これは 1 都 3 
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 次に，計画における施策の展開についてKしご説明したいと思います。 

 基本的に国の計画と同様のÕ目立てになっておりますけれども，犯罪をした¼の�]に応�た

8�的な「支援」となっております。国は8�的な「tF」になっていますが，県の役3として

は支援とい�ことでご�いますので，ここは「8�的な支援」とさせていただいています。 

 次に，CÕ目ごとの主な施策をご紹介していきたいと思います。 

 ま� 1�，就1，�Hの確%です。�事と�Hはどちらも生�の基�となるとても大事な要¤

でありますので，罪を犯した人が地域にbったÖには，この２つの確%がとても重要になってく

ると思います。 

 そ�いった�で，ま�（1）就1の確%ですが，刑務所-所¼就1支援事業がご�います。本県

では神奈川県就1支援事業¼機構にD·しまして，刑務所の-所¼°が経済的に¹立し$全な社

会復帰ができるよ�，関係機関と協力して，国の支援を9けて就1した刑務所-所¼，それから

Ô�主といった��に，職場¸G°を行って7Âを実施しております。そ�いった�で職場定�

を!進していくとい�ことをやってご�います。 

 （2）�Hの確%につきましては，県内の更生%護施ÄをÏ4する更生%護法人にWして³ 

7を行いまして，¹²%護事業を支援しております。 

 次に，2，%$医療・福祉	ースの,�の!進についてです。 

 ま�（1）高ß¼または×Gのある¼°への支援につきましては，神奈川県地域生�定�支援�

ンターによる地域生�定�支援事業もご�います。これに加えまして，国の地域再犯防止推進モ

デル事業を��しまして更生支援福祉ネッ�ー�構築事業を実施しております。これは本日-

NされていますM�様が会長を務める神奈川県社会福祉士会にD·しまして，社会福祉施Ä°の

職員をW象に研#°を実施することによりまして，更生支援に係る福祉関係機関のネッ�ー�

の構築を目tしております。 

 次に，（2）²� Sを�する¼°への支援でご�いますが，今年 4 月にかなが- S�ポータ

ル	イを開Äしまして，情報発"を行っているところです。 

 次ですけれども，3，非行の防止についてです。Eども・®¼総合相¼�ンターにおける非行相

¼，あるいは県立高{の生Tが小・�学{で実施する非行防止教室，こ�いったものを行ってお

ります。 

 また，4 の犯罪をした¼°の�]に応�た8�的な支援につきましては，スーカー加G¼に

WするtFでご�いますとか，DV加GにZ�でいる�への相¼などにも取り組�でおります。 

 次に，5，民Ó協力¼の�9の!進，それから広報・3発�9の推進についてです。 
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 次に，法令�の}eです。再犯防止推進法の第 4w第 2Õですけれども，地�公共団体には再

犯の防止°に関し，国とのÐ/な役3.lをÅまえて，その地域の状況に応�た施策を策定，実

施するÊ務が定められております。また，同法の第 8wでご�いますけれども，都道_県1�P

�村は，地�再犯防止推進計画を定める0力µ務があるとい�ことが定められております。 

 [ほど-てきました神奈川県再犯防止推進会Èについて，Kしお話ししたいと思います。この

会Èは横�%護À察所を初めとした国の関係機関，C関係団体，それから県の%護司会連合会で

すとか更生%護B]連�，BBS 連�，こ�いった民Ó団体の�たちとも連携を図るため平成 30

年度にÄªし，これまで神奈川県再犯防止推進計画の検Ãを行ってきております。構成員につい

ては，本日，シンポジスとして-Nされている横�地�検察庁の�村様，神奈川県地域生�定

�支援�ンターのM�様にもD員としてご参画いただいております。また，神奈川県弁護士会の

W田様にも第２回の会Èにご-Nいただいているところです。 

 次に，計画の~要です。 

 ま�，計画の ª�けについてはですが，計画�Óにつきましては，2019 年度から 2023 年度

までのß年Óとなっております。W象:域については，政令t定都Pも2む県内全てのP�村域

となってご�います。 

 次に，計画の基本目�と基本�Ðです。 

 この基本目�については，「ともに生きる社会  かなが-_�」の理念をÅまえたものとなって

ご�います。平成 28 年 7 月 26 日に，×G¼支援施Äである神奈川県立津��やまゆり:におき 

まして大O�ましい事�が発生しております。本県では，このよ�な事�が二度と§りÌされ な

いよ�に，この[し�を力にs8とした�nをもってともに生きる社会の実現を目tそ�と， 県

È会と協力して，この「ともに生きる社会かなが-_�」を策定いたしました。 

 この_�は，4Õからなりますが，2�目に「私たちは，»もがその人らしく暮らすことのでき

る地域社会を実現します」とあります。 

 [ほどの基本目�にbりますけれども，神奈川県では罪を犯した人が立ち直り，地域社会の一

員としてともに生き，支え合�ことができる社会�くり，これを!進することを目�としてまい

ります。 

 次に，基本�Ðですが，国の再犯防止推進計画をÅまえまして，5 つの�Ðを定めています。

この�には，�「»一人取り残さない社会の実現にFけて取り組むこと」，それから�「/れ目の

ないtF1�支援を実施していくこと」，それから�「犯罪²G¼°がS在することを<.にº¿

しながら取り組むこと」こ�いった重要なキー�ー�がSつか2まれております。 
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 次に，計画における施策の展開についてKしご説明したいと思います。 
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の再犯防止への取り組�についてお話しさせていただきます。 

 À察所の業務，大きく¦し��ましてこの 6 つがあろ�かと思います。�に，%護À察の実施

や生��@調lの実施などが一�大きなウ�ーを-めるのかなと思います。 

 横�%護À察所では，最Ë，Q時 2,000 人をÌえるW象¼が係Iしています。管轄:域°，も

ちろ�神奈川県一帯でご�いますが，本庁1�小田.に駐在官事務所がご�います。À察所の定

員が 75 人で，�ち%護À察官として�9している¼は 50名おります。 

 更生%護の目的と機能。ここに書かれた 3 つの目的と機能をÅまえ，%護À察所，更生%護の

官©と，そして地域の民Óの更生%護にご協力いただける従事¼の�の協力体制のもと，更生%

護の�9を実施しております。 

 よく，更生%護のlいdとい�ことで，ほかの関係機関・団体に説明いたしますけれども，À

察所とともに，ここでは%護司さ�や更生%護B]会，そして BBS 会といった民Óの協力¼の

��を紹介しています。また，神奈川県では，更生%護協会や更生%護施Ä，協力Ô�主，また

º定 NPO 法人である神奈川県就1支援事業¼機構など，さま�まな民Óの団体の��と協力し

ながら更生%護を進めております。 

 日本の更生%護制度の大きな�Vとして，この更生%護官©の職員とともに地域社会の民Ó協

力¼の皆さ�にも共同してlっていただいているとい�ことがÂえるかと思います。 

 それでは，%護À察所におけるこれまでの再犯防止への取り組�など，事例をもとに説明して

�たいと思います。 

 協(，協力とい�ことで，県を初め県内のさま�まな民Ó団体の�にもご協力をいただいてお

ります。最初に説明するのは，就1支援に関することでご�います。 

 神奈川県には NPO 法人であります就1支援事業¼機構が平成 21 年にÄ立されておりますけ 

れども，平成 26 年から法務省の更生%護就1支援事業を9·するとともに，平成 28 年からは神

奈川県の職場定�支援事業を9·しております。就1は，¦すまでもなく安定した生�を送る �

での重要な基�でご�いますが，就職することと，そして就職した後，職場に定�すること，こ

�した２つの側ÛのtFなり支援があって初めて再犯の�ス�を�らしていける，改>・更生の

道を|�でいけると考えております。 

 事例ですけれども，これはK年院入院�の 10 代の男]でご�います。在院�から協力Ô�主

である会社と調lしていましたけれども，本人と%護¼がその会社を�らないことから，就1支

援員さ�において事2に会社の�解を得た�で，事業説明を行いました。そして-院後に%護¼

同伴で職場¾学を調lして実施し，本人から入社の希望があって，就1を開Qしたものです。 
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[ほどご説明しました神奈川県再犯防止推進会Èの開催ですとか，&¯%護司さ�にWする�事

表S，こ�いったものが ª�けられております。民Ó協力¼との連携は大O重要だと考えてお

りますので，今後も�き²き進めていきたいと考えています。 

 また，社会を明るくするÏ9への支援など，広報と3発�9，こ�いったことについても�き

²き®�的に取り組�でまいります。 

 なお，神奈川県の計画には，今回ご紹介した事業以外にもさま�まな施策を ª�けておりま

す。これは主なものとい�ことでSつか紹介させていただいたところです。 

 最後になりますが，私どもの神奈川県再犯防止推進計画には副題をつけております。基本目�

にも実は同�記Çがありますけれども，¾困や��，×G，/しい�@などによりさま�まな生

き�らさをjえる罪を犯した人たちが地域社会でF立しないためにYの長い支援が[要とされる

�，神奈川県では，こ�いった支援が再犯防止につながるものとして，福祉の¿�を�心に取り

組�nµを県民の��に-かりやすく示そ�と副題としてつけたものです。「罪を犯した人が立

ち直り，地域社会の一員として，ともに生き，支え合�社会�くり」とい�ことで， 本県としま

しては，この目�にFけまして国の関係機関，C関係団体の皆様と同�思いをsって連携，協力

し，県民のご理解も得ながら再犯防止の取り組�を進めてまいりたいと考えております。 

 私からの説明は以�でご�います。ど�もありがと�ご�いました。 

司会：田�課長様，ありがと�ご�いました。 

 それでは，�き²きまして横�%護À察所三本x所長様，よろしくお願いいたします。 

三本x ¢（横�%護À察所長）：横�%護À察所から参りました三本xと¦します。本日はよろ

しくお願いいたします。 

 私からは，国や県で策定しました再犯防止推進計画における施策と関連したÀ察所としてのい

ろいろな取り組�を，�機関との連携とか協(といったÀ�から事例を交えて紹介したいと思い

ます。 

再犯防止推進計画における施策につきましては，�にその実8]を高めていくために，地域の

関係機関・団体との連携により施策を展開していくことがµ定されております。更生%護制度は

a後発足して，本年で 70 年の 目の年をÈえますけれども，更生%護改革の�で制定された更

生%護法も施行されて 11 年を経Ðいたします。このÓ，更生%護の.Òでは�機関・団体との連

携や協(，そして+Ï施策の可¿化といったことで進められてきたと考えております。 

 その説明の2に，こ�い�あらましで本日の説明を考えております。 

 最初に，%護À察所の業務��とい�ことでありますけれども，¢5に説明した�で，À察所
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強い人でしたけれども，現在，¾jを張ら����をしない，要はpÄ-�¹�体に，フラッ

にoすることを心がけた生�a度となっております。 

 À察所もダル�とÐ6連絡をとり合いまして，本人の生��りやダル�でのミー�ィン	の様

Eを�取しております。 

 本人は+/に支えられて生�できている¹.をº¿しまして，今のH場所，人Ó関係を¨sし

よ�としております。²�への要求は正直，今現在もÅこることはありますが，�Óに支えられ

て��ーンな¹.を¨sしていることをよく考えて，再使�にºることは今のところありませ�。

今後のÇのmり�を本人なりに��に考えています。 

 次に，×GをsったW象¼の社会復帰支援です。これは矯正施Äに入所した 10代のK年です。 

 Æ度�的×Gがありまして，両¶ともÖ�に�関心で監護力は�い状aです。£Zの疑いで(

相に一時%護されたこともあり，療�dEはoに交�済�です。 

 日Q生�でのス�ス°が高まりまして，§�的に強制-いせつによりK年院送¬になりまし

た。これは関係¼の0力でもとの生�9とは異なるところにある	ルー��ームを調lし，帰�

することができました。	ルー��ームに帰った後は生�%護を9�し，就1移行支援を9けな

がら一般就1にFけた©�を実施しております。 

 このEの場合，�¹院の2から¹�体や福祉関係¼を2めた¼がÔまって+Ï支援会Èを定�

的に実施しております。生�a度に大きなG題はºめられませ�が，W人関係でやはりコミ�ニ

�ーションにち�っとG題のあるK年ですので，いろいろZ�ながら生�しております。定�的

に実Dに帰省するÖの生�の�れ，v±'Fがありますのでそ�いったことが心Óされていまし

た。ス�ーフォンの使�時Óを¹B管理したり，o月の(入と支-をÐ正に管理したりとい�

ことが課題で，そちらを�心にtFしております。 

 考察としては，これは本人のG題行9に関-ったいろいろな機関がこのK年に都度W応してい

ます。ス�スの解��法であったりÏÉ管理の��をÇにつけることであったり，また， 両¶

とÐ/な関係を構築していくよ�(きかけをしています。就1支援での©�により，J�にです

が，社会生�へのスキルがF�していることが�かがえます。t�Ûから本人へのア�ロー�を

確%して，連携，協調しながら+Ïを進められたことが,�としてu�られます。 

 最後に，再犯防止の取り組�の�F]です。地域の関係機関あるいは団体との連携の充実とい

�ことで，ここからのÀmは，本日，9�でお�ししたÀmの�に 1h�の�ーパーとして入っ

ているかと思います。今後もやはり改>・更生の支援を考える，関係機関・団体との連携を重¿

した取り組�の充実を図っていくことが[要であると考えています。 
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 就職後は職場定�支援に移行しまして，o月本人とÔ�¼側に就1支援員さ�がo´を%ちま

して，Sれない�事にÐ応しよ�としている本人を ますとともに，Ô�主に社会経Ùの�しい

本人へのW応・tF�法などの7Âを行って，両¼の関係がKしでも円滑に進むよ�に(きかけ

を行いました。 

 次に，�H確%の調lの充実とい�ことで，これは事例ではなく，当庁の現状とい�か，施策

となります。 

 �ちの管内には 4 つの更生%護施Äがご�いますけれども，-所¼°がそれ�れのG題]に応

�た支援を9けられるよ�，2 施Äが高ß・×G¼°を®�的に9け入れるt定更生%護施Ä，1

施Äが²� Sからの回復を支援する²�+Ï重�実施更生%護施Äに，それ�れt定されてお

ります。 

 また，[ほど基調講演でもありましたが，緊\的な�H確%，¹立支援のW策として，更生%

護施Ä以外のあらか�めÀ察所に登録された民Ó法人・団体に%護À察W象¼にWする9s場所，

Ó事のp�，生�tFをD·するとい�¹立z��ームの制度がご�います。当庁管内ではÚ事

業¼ 21 施Äが登録を9けております。平成 30 年度には 30名をÌえる¼の�H確%，¹立z�

支援をD·しております。 

 次に，²�事犯¼の回復・社会復帰支援について，平成 28 年 6 月から刑の一部の>行�予制 

度が施行されたのに伴い，これまで実施されてきた¨Ç�事犯¼の+Ï�ロ	ラムにつきW象と

なる�/を拡大して，�*Â守事Õで²�再��防止�ロ	ラムの9講をµ務�けて実施してき

ました。¨Ç�取�法違8で9刑した¼の２年以内の再入�は全体平;と�´しても高く，当庁

では平成29年から²�+Ï�ニッをÄªいたしましてÔ団による²�再��防止�ロ	 ラム

を実施するほか，�9人会，Dn会を開催したり，%$医療の機関，民Ó¹7	ルー�の実務¼

との連携を強化するための協È会を開催して+Ïの充実を図っております。 

 平成 28 年 6 月 1 日から本年 3 月 31 日までの当庁で9理した一部>行�予¼は 160 人となっ

ており，その 95Þ以�が²�事犯W象¼です。 

 ここで´れたい事例は，¨Ç�使�による一部�予のW象¼です。一度¨Ç�事犯で9刑し，

�Îkの後，一度ダル�にÊ所して，�Ó��後にダル�に入所して生�していましたが，¨Ç

�を再使�して一部�予の判�を9けたものです。9刑して�Îk後に再度ダル�に入所し，À

察所やダル�でそれ�れ�ロ	ラムを9け，²�の検査をÀ察所で9けている。本人の生�は非

Qに±ち�いており，²�を再使�していたころの¹.を7À的にmりÌることができています。

また，この人は，思いZ�でp.が�安定となったり，+/からよく思-れたいpsちが非Qに
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強い人でしたけれども，現在，¾jを張ら����をしない，要はpÄ-�¹�体に，フラッ

にoすることを心がけた生�a度となっております。 

 À察所もダル�とÐ6連絡をとり合いまして，本人の生��りやダル�でのミー�ィン	の様

Eを�取しております。 

 本人は+/に支えられて生�できている¹.をº¿しまして，今のH場所，人Ó関係を¨sし

よ�としております。²�への要求は正直，今現在もÅこることはありますが，�Óに支えられ

て��ーンな¹.を¨sしていることをよく考えて，再使�にºることは今のところありませ�。

今後のÇのmり�を本人なりに��に考えています。 

 次に，×GをsったW象¼の社会復帰支援です。これは矯正施Äに入所した 10代のK年です。 

 Æ度�的×Gがありまして，両¶ともÖ�に�関心で監護力は�い状aです。£Zの疑いで(

相に一時%護されたこともあり，療�dEはoに交�済�です。 

 日Q生�でのス�ス°が高まりまして，§�的に強制-いせつによりK年院送¬になりまし

た。これは関係¼の0力でもとの生�9とは異なるところにある	ルー��ームを調lし，帰�

することができました。	ルー��ームに帰った後は生�%護を9�し，就1移行支援を9けな

がら一般就1にFけた©�を実施しております。 

 このEの場合，�¹院の2から¹�体や福祉関係¼を2めた¼がÔまって+Ï支援会Èを定�

的に実施しております。生�a度に大きなG題はºめられませ�が，W人関係でやはりコミ�ニ

�ーションにち�っとG題のあるK年ですので，いろいろZ�ながら生�しております。定�的

に実Dに帰省するÖの生�の�れ，v±'Fがありますのでそ�いったことが心Óされていまし

た。ス�ーフォンの使�時Óを¹B管理したり，o月の(入と支-をÐ正に管理したりとい�

ことが課題で，そちらを�心にtFしております。 

 考察としては，これは本人のG題行9に関-ったいろいろな機関がこのK年に都度W応してい

ます。ス�スの解��法であったりÏÉ管理の��をÇにつけることであったり，また， 両¶

とÐ/な関係を構築していくよ�(きかけをしています。就1支援での©�により，J�にです

が，社会生�へのスキルがF�していることが�かがえます。t�Ûから本人へのア�ロー�を

確%して，連携，協調しながら+Ïを進められたことが,�としてu�られます。 

 最後に，再犯防止の取り組�の�F]です。地域の関係機関あるいは団体との連携の充実とい

�ことで，ここからのÀmは，本日，9�でお�ししたÀmの�に 1h�の�ーパーとして入っ

ているかと思います。今後もやはり改>・更生の支援を考える，関係機関・団体との連携を重¿

した取り組�の充実を図っていくことが[要であると考えています。 
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 就職後は職場定�支援に移行しまして，o月本人とÔ�¼側に就1支援員さ�がo´を%ちま

して，Sれない�事にÐ応しよ�としている本人を ますとともに，Ô�主に社会経Ùの�しい

本人へのW応・tF�法などの7Âを行って，両¼の関係がKしでも円滑に進むよ�に(きかけ

を行いました。 

 次に，�H確%の調lの充実とい�ことで，これは事例ではなく，当庁の現状とい�か，施策

となります。 

 �ちの管内には 4 つの更生%護施Äがご�いますけれども，-所¼°がそれ�れのG題]に応

�た支援を9けられるよ�，2 施Äが高ß・×G¼°を®�的に9け入れるt定更生%護施Ä，1

施Äが²� Sからの回復を支援する²�+Ï重�実施更生%護施Äに，それ�れt定されてお

ります。 

 また，[ほど基調講演でもありましたが，緊\的な�H確%，¹立支援のW策として，更生%

護施Ä以外のあらか�めÀ察所に登録された民Ó法人・団体に%護À察W象¼にWする9s場所，

Ó事のp�，生�tFをD·するとい�¹立z��ームの制度がご�います。当庁管内ではÚ事

業¼ 21 施Äが登録を9けております。平成 30 年度には 30名をÌえる¼の�H確%，¹立z�

支援をD·しております。 

 次に，²�事犯¼の回復・社会復帰支援について，平成 28 年 6 月から刑の一部の>行�予制 

度が施行されたのに伴い，これまで実施されてきた¨Ç�事犯¼の+Ï�ロ	ラムにつきW象と

なる�/を拡大して，�*Â守事Õで²�再��防止�ロ	ラムの9講をµ務�けて実施してき

ました。¨Ç�取�法違8で9刑した¼の２年以内の再入�は全体平;と�´しても高く，当庁

では平成29年から²�+Ï�ニッをÄªいたしましてÔ団による²�再��防止�ロ	 ラム

を実施するほか，�9人会，Dn会を開催したり，%$医療の機関，民Ó¹7	ルー�の実務¼

との連携を強化するための協È会を開催して+Ïの充実を図っております。 

 平成 28 年 6 月 1 日から本年 3 月 31 日までの当庁で9理した一部>行�予¼は 160 人となっ

ており，その 95Þ以�が²�事犯W象¼です。 

 ここで´れたい事例は，¨Ç�使�による一部�予のW象¼です。一度¨Ç�事犯で9刑し，

�Îkの後，一度ダル�にÊ所して，�Ó��後にダル�に入所して生�していましたが，¨Ç

�を再使�して一部�予の判�を9けたものです。9刑して�Îk後に再度ダル�に入所し，À

察所やダル�でそれ�れ�ロ	ラムを9け，²�の検査をÀ察所で9けている。本人の生�は非

Qに±ち�いており，²�を再使�していたころの¹.を7À的にmりÌることができています。

また，この人は，思いZ�でp.が�安定となったり，+/からよく思-れたいpsちが非Qに
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す。さらに社会福祉ア��イ
ーとして非Q2で月e・qe・Ïeと来ていただいている神奈川

県社会福祉士会会長のM�[生と，矯正施Äでも福祉職として(きながら登録社会福祉士として

スポッのÛ¼をしてくださっている[生と 2名の[生に協力をいただいています。 

 次に，横�地検の再犯防止については，横�地検の再犯防止をしたときに，つな�[の関係機

関に横�地検での取り組�をご説明すると，「な�そ�なことをやっているのですか」とか「½Z

とか$�とかÂ-れても，どのぐらいの�Ó内に!をするか-からないです」とい�話を·くの

で，¢5にまとめた�ーフ�ッを"りました。「Gい合-せ[ 横�地検刑事政策総合支援室」

と書いてあるところに犯罪�書から��して「福祉の支援が[要な�ですよ」とい�ことを書い

ておりまして，またÄのスパイラルがあるので-口だけではなく入口の支援が[要な�ですとい

�ことを書いています。 

 8WのÛには，刑事d²の時Ó的な�れがどのよ�になっているのかと，入口支援について，

また実Öにど�な�れで取り組�でいるのかを書いております。 

 ま�[査・公判部Ôの検察官が入口支援の 頼をします。検察官は²疑¼，²告人から支援に

ついて同n書をV取することになりますが，ま�は検察官がこの人は福祉的支援が[要なのでは

ないかとい�ことを発¾する，そこが全ての-発�です。発¾して，Û¼することと情報の7�

Fの交換をすることについて同n書をとります。それで社会福祉士の[生につな�ます。 

 社会福祉士さ�は，林検事長の説明にもありましたが，福祉士としては司法の�¾けをしてい

るのではなく，独立した立場のIÔ職として�ーシャル�ー�の$'と理念に基�いて，その人

の¹B�定を=重してÛ¼されています。そのÛ¼をした§�について検察官が7Âをいただく

といったbです。それから地域社会へのつな�とい�ことになります。 

 このよ�な業務をご紹介しました。 

 私は，計画策定のD員会でおよそ 3 つのことをお話ししました。やはり私も検事なので，たく

さ�の事�において犯罪²G¼の�の¡しい思いを9けとめながら�事をやってきました。なの

で，罪を犯した人は地域にbっていきますが，その地域には²G¼がおられます。ですから県が

計画を進める�では，やはり犯罪²G¼°への支援なくして地域�民の理解は得られない。そ�

い�n味では，神奈川県がど�な取り組�をしているかも再犯防止の計画の2pとしてきち�と

県民に説明しなけれ�いけないのではないかとい�ことはお話ししました。 

 [ほどÂ-れたかなが-_�や，2009 年 4 月から神奈川県ではoに犯罪²G¼°支援w例に

より，	ポース�ーションにおいて，県と県¯と²G¼支援�ンターの 3 ¼が一体となり， い

-ゆる神奈川モデルとÂ-れている²G¼支援を行っています。また，「かなが-]犯罪・]d力
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 連携に関する�n���につきましては，また後4のパネルディスカッションで話をして�た

いと思います。 

 私からの説明は以�となります。ど�もありがと�ご�います。 

司会：ありがと�ご�いました。 

 ²きまして，横�地検の�村総務部長様，ど��よろしくお願いいたします。 

�村°E（横�地�検察庁総務部長）：横�地�検察庁で総務部長をしております検事の�村と¦

します。 

 平成ß年に検事になってから[査，公判�心に�事をしてきましたけれども，今は総務部長と

して刑事政策に関-る業務もl当しております。 

 ま�，神奈川県再犯防止推進計画策定における横�地検の役3についてお話しいたします。最

初に，この計画策定において，[ほどご紹介がありましたが，計画策定のD員として入らせてい

ただきまして，平成 30 年度の１年Ó，!回かÔまっていろいろなn¾交換をいたしました。その

2pとして横�地検が神奈川県に協力したこととして，ま� 1�目に，県内における再犯防止を

取りLく状況に関する情報p�。 

 2�目と3�目は，県のl当¼の�に地検での再犯防止に関する�れあい広報をいたしました。

検察庁では裁判員裁判広報をQめたときから，tくの人たちにいろいろな¾学や，ご要望のある

ところについてご説明するとい��れあい広報をやっております。その�れあい広報として県の

l当¼の�に来ていただいて，¾学�ラス再犯防止をl当する刑事政策総合支援室について，私

や，ア��イ
ーでありますM�[生が説明させていただくよ�なこともいたしました。 

 Ü�目としては，私¹Çが推進会ÈのD員で�Ìされておりますので，検察官から¾た再犯防

止のために[要なことについて，いろいろn¾を¸�させていただきました。 

 ま�，�れあい広報でご説明したことをKしご紹介させていただきますと，横�地検の総務部

の�に刑事政策総合支援室があります。ここでは 4 つの業務をしておりまして，ま� 1 つ目は，

²G¼支援に関する業務です。2 つ目は，(�£Zに関するt機関連携。(�が£Zされた�ー

スや第三¼加GにÁった�ースなどの司法Ûo，(�相¼所°との事2・事後の協È°の関係の

業務です。3�目に，この再犯防止の業務もしております。4�目に，�神Ñ定に関する業務もし

ております。 

 この�ン�ーですが，ま�，室長検事が 1 人Óªされていまして，その室長検事が同時に(�

£Zの�口の検事にもなっております。室長³�として副検事 1名とØN[査官がおりますほか，

²G¼をl当する�括[査官，主任[査官，再犯防止をl当する�括[査官，主任[査官がいま
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す。さらに社会福祉ア��イ
ーとして非Q2で月e・qe・Ïeと来ていただいている神奈川

県社会福祉士会会長のM�[生と，矯正施Äでも福祉職として(きながら登録社会福祉士として

スポッのÛ¼をしてくださっている[生と 2名の[生に協力をいただいています。 

 次に，横�地検の再犯防止については，横�地検の再犯防止をしたときに，つな�[の関係機

関に横�地検での取り組�をご説明すると，「な�そ�なことをやっているのですか」とか「½Z

とか$�とかÂ-れても，どのぐらいの�Ó内に!をするか-からないです」とい�話を·くの

で，¢5にまとめた�ーフ�ッを"りました。「Gい合-せ[ 横�地検刑事政策総合支援室」

と書いてあるところに犯罪�書から��して「福祉の支援が[要な�ですよ」とい�ことを書い

ておりまして，またÄのスパイラルがあるので-口だけではなく入口の支援が[要な�ですとい

�ことを書いています。 

 8WのÛには，刑事d²の時Ó的な�れがどのよ�になっているのかと，入口支援について，

また実Öにど�な�れで取り組�でいるのかを書いております。 

 ま�[査・公判部Ôの検察官が入口支援の 頼をします。検察官は²疑¼，²告人から支援に

ついて同n書をV取することになりますが，ま�は検察官がこの人は福祉的支援が[要なのでは

ないかとい�ことを発¾する，そこが全ての-発�です。発¾して，Û¼することと情報の7�

Fの交換をすることについて同n書をとります。それで社会福祉士の[生につな�ます。 

 社会福祉士さ�は，林検事長の説明にもありましたが，福祉士としては司法の�¾けをしてい

るのではなく，独立した立場のIÔ職として�ーシャル�ー�の$'と理念に基�いて，その人

の¹B�定を=重してÛ¼されています。そのÛ¼をした§�について検察官が7Âをいただく

といったbです。それから地域社会へのつな�とい�ことになります。 
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 110 

 連携に関する�n���につきましては，また後4のパネルディスカッションで話をして�た
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業務です。3�目に，この再犯防止の業務もしております。4�目に，�神Ñ定に関する業務もし

ております。 
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れは検察官としては，あくまでp�いて，発¾してつなぐところまでがお�事で，支援するのは

福祉の独¹のお�事だと考えています。 

 では，次ですけれども，検察で(く福祉職の強化が[要だと思っています。 

 例え�，%護À察所では医療À察とい�制度がQまって，É�から PSW とÂ-れる�神%$

福祉士をn�して地域のネッ�ー�とのつな�をスムー
に行っておられます。また，矯正機

関でも職員として 200 人をÌえる福祉職が(いておられます。そのよ�な福祉職の力を�りると

い�n味では，[ほどÂった50.の49の人たちが[査・公判�階で地域社会に帰っていくので，

検察で(く福祉職をz，質ともに強化していく[要があると思っています。 

 それから，9け�となる地域の福祉・医療機関の開Yや地域のネッ�ー��くり。ここは今，

神奈川県がモデル事業としてネッ�ー��くりに関する事業をやっていて，も� 1 年Óたって

います。ここは次のM�[生がºしく話してくださるとい�ことなので，私の説明はこれで¦-

りにいたします。 

司会：�村部長様，ありがと�ご�いました。 

 ²きまして神奈川県社会福祉士会，M�会長様，ど��よろしくお願いいたします。 

M� R（神奈川県社会福祉士会長Û神奈川県地域生�定�支援�ンター長Û横�地�検察庁社

会福祉ア��イ
ー）：皆さ�，こ�にちは。神奈川県社会福祉士会の会長を務めておりますM�

と¦します。よろしくお願いいたします。いろいろ名2がÒ�交っていましたけれども，M�と

は私のことです。 

 神奈川県はこ�いったbで，非Qに�がいいとい�か，いろいろ連携はとれています。日�， 

県，À察所，弁護士の[生など，いろいろな支援機関と連絡，連携をとりながら，し�っち��

Í話なり会ったり，会Èなどもやりながらいい関係ができているのかなと思っています。 

 ただ，これだけやっているなと思っていても，話をしますけれども，アン�ーをとって�る

と，まだまだ連携が�<.だとい�ことが今回のモデル事業の�からも明らかになってきていま

す。そ�なことをお�えできれ�いいなと思っています。 

 刑事政策の一つの.Òである更生%護，これが私たち社会福祉士の国D¸Ùに入ってきたのが

平成 22 年の¸Ùからです。私もそ�ですけれども，平成 22 年以2に¸Ùに合kした人は更生%

護の!強すらしていないのが現状です。そこに�ロ	ラムが入ってきたとい�のは，林検事長が

おっし�ったよ�に，社会福祉士と司法との連携はまさにその時�からQまったとい�ところで，

まだまだ日がuいのが実aです。 

 私も更生%護の!強はしていませ�でしたけれども，現場で�事をする�でさま�まな�¿を
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²G¼�ンスッ�支援�ンターかならい�」では，24 時Ó 365 日，Í話，Ûo，医療のp�，

カウン��ン	，法d相¼などの]犯罪²G¼の支援をしています。また，(�£Zの再²G防

止のためのt機関連携も進�でおりまして，県立こども医療�ンターの小(�医が代表理事とな

った「つなっぐ」が今年度，9き-していて，医療と司法と心理と�ーシャル�ーカーが連携し

て(�支援をしています。 

 そのよ�なことも2めて県民の理解を得ていくのがいいのではないかとい�ことをお話ししま

した。 

 次に，2 �目として私がお話ししたかったのは，矯正・%護にたどり�く2の[査・公判の�

階での早�の発¾，早�のW応が大事だと思�とい�ことです。 

 平成 30 年の犯罪�書によりますと，平成 29 年１年Óに検察に送¬された人は£ 105� 5,000

人います。では，平成 29 年に実刑になった人，平成 29 年に%護À察が開Qされた人は，い�れ

も２�人に�たない人zです。ですから送検後，50.の 49 の人は矯正や%護にたどり�く2に

地域にbっていきます。[ほど%護À察所長さ�がお話しされたよ�に，%護À察所につながれ

�d6い支援がZっていますが，矯正・%護にたどり�く2に地域社会にbっていかれるので， 

検察官の再犯防止におけるÊ務はとても大きなものがあると思っておりますし，地域の��，地

�公共団体の��も，[査・公判�階からbっていく人たちを��9けとめていただきたいと思

っています。9けとめるためのいろいろな�組��くり，ネッ�ー��くり，[要なのではな

いかとp案しました。 

 では，ど�なことをしなけれ�いけない�だろ�とい�ことな�ですが，[ほど林検事長もÂ

-れたよ�に，地域福祉計画はもともとある�です
。なので再犯防止のために|しい制度を!

かつくるとい�よりは，今ある県内の福祉・医療	ース，地域包括�アシス�ムと刑事司法d

²のÐ�で地域社会にbっていく人たちがつながること，つながるための�組�，ネッ�ー�

をつくっていかなけれ�いけないのではないかと思っています。 

 再犯防止推進計画の実施に当たってについて，¢5に2-ししましたが，ま�は検察による 支

援が[要な人の発¾機能の強化が[要だと私は思っています。私は，�都地検でw�地検の 紹介

によって社会福祉士の[生に登録ア��イ
ーとして来ていただくよ�になってから，福 祉の

!強をもっとするよ�にとその[生にÂ-れて，社会福祉士のÊ"課�にÊって社会福祉 士の

Àkを取りました。その�で�らなかったこと，福祉的な$'や理念，福祉の考え�をtく学�

で，「もしかしたらこの人は支援が[要なのではないかな」とp�くことが1えたよ� なpがい

たします。なので，検察官もp�くための0力はしないといけないなと思っています。でも，そ



� �8¡Ö��� ��� ～�)��Ù��てÙ�)�'～	�  
 

 

113 

れは検察官としては，あくまでp�いて，発¾してつなぐところまでがお�事で，支援するのは

福祉の独¹のお�事だと考えています。 

 では，次ですけれども，検察で(く福祉職の強化が[要だと思っています。 

 例え�，%護À察所では医療À察とい�制度がQまって，É�から PSW とÂ-れる�神%$

福祉士をn�して地域のネッ�ー�とのつな�をスムー
に行っておられます。また，矯正機

関でも職員として 200 人をÌえる福祉職が(いておられます。そのよ�な福祉職の力を�りると

い�n味では，[ほどÂった50.の49の人たちが[査・公判�階で地域社会に帰っていくので，

検察で(く福祉職をz，質ともに強化していく[要があると思っています。 

 それから，9け�となる地域の福祉・医療機関の開Yや地域のネッ�ー��くり。ここは今，

神奈川県がモデル事業としてネッ�ー��くりに関する事業をやっていて，も� 1 年Óたって

います。ここは次のM�[生がºしく話してくださるとい�ことなので，私の説明はこれで¦-

りにいたします。 

司会：�村部長様，ありがと�ご�いました。 

 ²きまして神奈川県社会福祉士会，M�会長様，ど��よろしくお願いいたします。 

M� R（神奈川県社会福祉士会長Û神奈川県地域生�定�支援�ンター長Û横�地�検察庁社

会福祉ア��イ
ー）：皆さ�，こ�にちは。神奈川県社会福祉士会の会長を務めておりますM�

と¦します。よろしくお願いいたします。いろいろ名2がÒ�交っていましたけれども，M�と

は私のことです。 

 神奈川県はこ�いったbで，非Qに�がいいとい�か，いろいろ連携はとれています。日�， 

県，À察所，弁護士の[生など，いろいろな支援機関と連絡，連携をとりながら，し�っち��

Í話なり会ったり，会Èなどもやりながらいい関係ができているのかなと思っています。 

 ただ，これだけやっているなと思っていても，話をしますけれども，アン�ーをとって�る

と，まだまだ連携が�<.だとい�ことが今回のモデル事業の�からも明らかになってきていま
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も®P-てきていますけれども，介護%Ëがない�でも¦やかなbでW応していただける�m�

ームとの連携。ここも年Óかなりのzの�を定�支援�ンターからもとっていただいています。

あと生�困�¼の支援施Äです
。これは横�ですけれども，そこでアン�ー調査を行いまし

た。 

 それによって!が明らかになったかとい�と，連携ができていたなと思っていても，このア ン

�ーをとって�ると全くそ�ではなかったと。t機関との連携の��であるとか支援のI Ô

]の確%，ここはかなりの事業所の�がn¿して，困っている�としてu�られていました。 

 ,体的なところは，例え�²� S�の関係ですと¶察のX;があったり，情報p�の共�の

難しさ，IÔ]のG題として例え��民�のG題。私たち定�支援�ンターでは，�民�が職権

�Öされていた場合すぐ復�のd²をしますけれども，そのやり�が-からないであるとか，年

Ïや介護%Ëの¦¾のG題，È行のÊEをつくるのに!をど�したらいいかが-からない，そ�

いったこと。また，パー����ィ×Gの�へのIÔ的な支援が難しいであるといったこと。制

度の課題としては，情報のG題，¹BÊ任のG題とかアフター�アのG題，あとネッ�ー�の

�足はかなりtiされました。私たちは，やれているつもりでしたけれども，やはりまだまだ�

<.だとい�ことをこのアン�ー調査から½�取ることができました。 

 では，課題についての取り組�をど�するかとい�ことです。 

 これは県とも相¼をした�，やはり刑事司法や司法福祉，�神×G¼の支援のことなどIÔ ]

F�のための研#の[要]です
。そ�いったことを充実してほしいとい�ことがあります。ま

た，連携とい�ことがÂ-れていますけれども，それは連携の広がりをsたないといn味が あり

ませ�ので，さらなる連携の!進を図っていきたい。 

 IÔ的な�¿のs1とい�ことで，私たちの支援は制度の�Óにある��の支援といえます。

ですので，そ�いったイ���ラーな難しい支援の経Ùがない事業所がtかったので，そ�い �，

�Óにある�，課題についての支援についてのs1が大事です。 

 �¾，A*とい�のはまだまだS在しています。Âい�はよくないかもしれませ�が，k|の

事案や]犯罪の事案である�に関しての9け入れは非Qに/しいとい�ことがあります。しかし，

そ�いった犯罪の�aを¾ていきながら一¥に考えてもらいたいとい�ところで，地域の�でい

ろいろな機関と取り組�を進めています。ただ，�¾へのW応，A*の解�も[要かと思います。 

 そ�いったことが実a調査から-かってきました。 

 その�の事業としては研#会の実施とい�ことで，これは更生支援のnµと現状とい��ー�

で１日かけた研#を，県の主催でやらせていただきました。それに伴�ネッ�ー�の会Èを 5
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sってきて，!強しながらとい�ところでKし�つÍいついてきているよ�な現状だと思います。 

 それから，今ここにータルな支援の全体%とい�ことで書きましたが，私たち神奈川県のネ

ッ�ー��くりは，これも林検事長がおっし�いましたけれども，地域福祉であるとか地域包

括支援，そこを目tしたbでネッ�ー�の事業をやっています。これはある�度のbですけれ

ども，入口，�Ó，-口。 

ま�入口の部.では，この次にW田[生からお話があると思います。社会福祉士会と弁護士会

の連携事業，これがも�A£して 4 年たっています。そ�いった事業や，地�検察庁の�でも私

がz�の時�を2めて今年で関-りが 5 年目になります。そ�いった入口の部.の9きがありま

す。 

それから-口のところでは，定�支援�ンター。これは神奈川県から9·して今年でÚ年目 に

なります。その定�支援�ンターの9きであるとか更生%護施Äとの連携，À察所との連携， そ

�いったことで，入口，�Ó，-口のところでさま�まな取り組�がされています。 

この�&のところですけれども，１人の²疑¼の�，１人の×G¼の�，１人の高ß¼の�を

とって�ると，罪を犯して½Zされて¯察に$�されてとい�ところで入口支援の部.，それで

検察�階，裁判�階，矯正施Ä，地域とありますけれども，一人一人の支援¼にとって�れ�，

この連Êの�にいる-けです
。一�大事なのは地域での支援になってくるかと思います。こ�

い�図Hがあるのかなと思っています。 

その�で，今，お話ししましたよ�に，地域福祉と地域包括支援と刑事司法d²をつな�るよ

�なbでのネッ�ー�を構築していきたいとい�のが私たち神奈川県の思いです。 

その�で，再犯防止のモデル事業について，神奈川県からのD·事業ですけれども，再犯防止に

関-る実a調査の実施，それからその§�報告書の"成，#画D員会の開催，�ロ	ラムの策定

°�の事業~要です。これが神奈川県からのD·の�Çです。 

 ま�，実a調査を私たちは行いました。ここに書いてある 6 つの施ÄをW象に実a調査を行い

ました。このÙつの事業所とも，日�，非Qに連携はとれているところです。(�¹立支援施Ä，

それから×G¼の	ルー��ームですけれども，罪にG-れた��をかなり®�的に9けてくれ

ている	ルー��ーム，それから協力Ô�主，就1支援事業所です
，ここも全国の刑務所，K

年院を回っていろいろな講和をする�で，そこの9刑¼の��がこの社長さ�を頼って来ている

ところですけれども，そ�いった協力Ô�主，私たちも�き合いがあります。それから²� S

�，これはダル�です
。あとは高ß¼施Äに関しても，�m�ームとの連携が非Qに今，Qま

っています。介護%Ëをとりながら，もちろ�その制度を使いながら�Öにつないでいく�ース
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も®P-てきていますけれども，介護%Ëがない�でも¦やかなbでW応していただける�m�
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はりこの更生支援の場ではよりn¿されてもいいのかなとい�のが�直な感想ではあります。 

 といいますのも，例え�，弁護士が×Gのある�の刑事弁護をl当するときに大きくポイン

となるところは，�罪の防止であるとか/¨化の防止，¤犯化の防止とい�ところが一般の刑事

弁護ととり-け違�Ó^が[要なのかなと。�罪の防止とい�ことは，やはりÈ合的で¤�の¹

�をしやすいであるとか，/¨化の防止とい�ことでは，やはり�¾にさらされやすいとい�よ

�にそれ�れ課題がありますけれども，�に更生支援との関係では¤犯化の防止とい�ことで，

では，弁護士にど�いったことができるのかを考えて�ますと，ま�¤犯化の防止に当たって考

える�き¿�とい�のは，やはり�aにある要?をgるとい�ところがあるのかなと思��です


。 

 その犯罪にºった，あるいはn味を犯してしまった，あるいは½Zされてしまった，そ�いっ

た�aにある要?として!があるのか。もしかしたら¹.¹Çが£Zを9けていたのではないか，

あるいは^取を9けていたのではないか，あるいは�±¼²GにÁっていたのではないか。発À

×Gがあってコミ�ニ�ーションがなかなかとれない，職場の¼解°を9けやすい， 職場の�で

同(ができることが¹.には¡dなことがあってなかなかできない，そこで�司Mられる，パ�

�ラになる，い�らくなる，やめてしま�，それで経済的に困�して��き°を§りÌしてしま

�，そ�いった�aがあるかもしれない。 

 そ�いった�aをgって，そこにd当てをしていくことが¤犯化の防止であるとか更生支援に

おいて大事なことなのかなと考えた場合に，ではそ�した場合に弁護士としてど�いったことが

できるのかとい�と，やはり£Zから一時%護していくとい�ところに£Z防止法とい�法dが

絡�でくる。そこで横�でも¹�体と連携して，弁護士が£Z防止法の解ÎにWして法的7Âを

するよ�な場Ûがあったり，成年後¾につな�ていく，�務l理につな�ていく，そして�±¼

法のG題があるかもしれない，職場でのA*であれ�A*解�法とかÔ�!進のG題があるかも

しれない，法dのG題があるかもしれない。 

 あるいは生�%護，日弁連でも同行支援に弁護士が関-るといった局Ûもありますし，×G年

Ïの裁定¾求，裁定¾求は社会%Ë1務士さ�がやることがtいとは思いますが，例え�9けら

れる�き年Ïが9けられない，そ�した場合には，これも経済的な基�とい��a要?に関-る

部.で弁護士がその:査¾求などに関-っていく。そ�いった�a要?にある�@調lで，今日

再三-ている福祉的，医療的	ースにつな�て�@調lをすることが更生支援において非Qに

重要な�ですけれども，それだけではなくて，t様な法的ニー
があるのではないかと私は思っ

ています。 
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回ほどやっています。 

 それから，矯正施Äでのインタ�ーを行いました。今日は¥かく報告できませ�けれども，

3名の9刑¼の�とお会いして，いろいろインタ�ーをさせていただきました。その 3名の��

の共Êの答えが，これはn外だったとい�か，考えさせられた�ですけれども，¹.が8いn思

をsつことだと。おÅをやめる，²�をやめる，��をやめる，そ�いった8いn思をsつこと

な�だとい�ことで，かなり¹BÊ任にÍいÊまれてしまっているよ�な，たまたまなのかもし

れませ�けれども，インタ�ーをしながらそ�いったことを感�ました。 

 もちろ�本人のn思が[要ですし，�ンパ�ー�ンしていくことはもちろ�大事な�ですけ

れども，地域での9け�であるとか¹²した関-りをsっていくことと，地域での�組�を"っ

ていくことが大事ではないかと思っています。 

 最後になりますが，今，お話ししたことをr年の�から，今年の 2 月vまでに報告書を"成い

たしました。平成 31 年度についてはモデル事業の 2 年目になりますけれども，ここに書いてあ

るとおりです。関係¼，P�村職員や社協の職員や高ß・×G¼・生�困�の業¼などをW象と

した研#会をしっかりやってもらいたいとい�ことで県からD·を9けました。それから研#の

8�の検¹とい�ことです。 

 こ�したことを[ほどD田室長から報告があったよ�なbで，神奈川県としてはこ�いったネ

ッ�ー�事業，地域福祉，地域包括支援を目tしたbでのネッ�ー�事業をさらに強めて!

らかの�組�をつくっていきたいとい�ことが今，モデル事業でやっているところです。 

 以�になります。ありがと�ご�いました。 

司会：M�会長様，ありがと�ご�いました。 

それではW田弁護士，ど��よろしくお願いいたします。 

W田 t（弁護士）：皆様，こ�にちは。神奈川県弁護士会から来ましたW田と¦します。 

 私からは，弁護士から¾た神奈川県再犯防止推進計画の策定とい�ことでKしお話しさせてい

ただきたいと思います。弁護士から¾たÀ�でÂいますと，１つは，やはり司法との連携， とり

-け弁護士との連携とい�ところをより明確に�りÊまれたほ�がよかった，�りÊむ�きなの

かなとい�ことでした。¹�体においてもそこはn¿していただく[要があるのかなと思いまし

た。 

 これは，やはり弁護士会のア�ール�足とい�ところもあるかもしれませ�。弁護士会として

更生支援にど�いった取り組�をしているのか，広がっているのかとい�ところをお�えしてい

ない，し/れていないとい�ところは我�の8省もあります。そ�いった弁護士との連携が，や
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更生支援にど�いった取り組�をしているのか，広がっているのかとい�ところをお�えしてい

ない，し/れていないとい�ところは我�の8省もあります。そ�いった弁護士との連携が，や
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和感があるといった場合に社会福祉士会に連絡して，Ð任の福祉職の�を紹介していただく，そ

してその福祉職の�と一¥に刑事弁護に当たる。,体的には一¥にo¾に行ったり，あるいは独

¹に9いていただく場合もあったりしますし，あとは�@調lとか更生支援計画を一¥に考えて，

それを�ーパーにしていただいたり，それで裁判所にp-して¹Âしていただくとい�，このモ

デル事業と同�よ�な内容の連携協定を§�でÏ�を開Qしました。 

 この�で課題として，今，日弁連°でもいろいろÈÇされていますけれども，そ�いった制度

はつくったけれども，福祉職の�にWしての±�が-ないとい�課題がありました。それについ

て，本来的には法�ラスとかそ�いった国のほ�でd当てしていただくものであるとは思��で

すけれども，神奈川県としては，とりあえ�平成 30 年 2 月から弁護士会独¹の基Ïから福祉職

の�にも，�Õ 5�円ですけれども，±�を支-するとい�制度もできまして，これが年�実³

が�がってきているよ�な状況になるかなと思います。 

 �に，今は検察庁とか%護À察所とか，福祉につないで更生緊\%護とか%護À察所による 支

援も進�できていますが，やはり私の経Ùでも，検察庁がまだ福祉につないでいない事例で 福祉

的なニー
があるとか，�に入口支援といいますか，Åµ�予とか>行�予でÎkされた といっ

た�の場合でなかなか%護À察所が関�し/れていないよ�な�ースは，やはり弁護士 がやる

�きことがある。更生支援計画とい�のは本人の情状のためのÀmではない�です
。 更生支援

計画は本人が<来Rせになるために立てる-けですから，その更生支援計画をただ裁 判所にp

-して¦-りでは，あまりn味がない。ですから，その更生支援計画をきっちりとÎ kされた本

人に実Äしていくためには，その�階で弁護士と更生支援計画にかか-った福祉職， それだけで

はなく行政，援護の¹�省，そこがきちっとか�で¹²的にカンファ�ンス°をs っていくとい

�ことが大事なのかなと思います。 

 そ�いった取り組�を��とも皆様に�っていただいて，こ�いった再犯防止の推進計画に�

りÊ�でいただくことができれ�非Qによいのかなと思っています。とりあえ�，私の報告は¦

-らせていただきます。 

 ありがと�ご�います。 

司会：W田[生，ありがと�ご�いました。 

 

第二幕 再犯防止推進計画の実施に当たって～その課題と展望 

 

司会：それでは，第二幕第一場では，Cパネ�スからいろいろとごn¾をいただく場とさせて
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 そ�いった公的ニー
も2めた�@調l，そこに弁護士とも連携していく，そ�いった更生支

援の§�，§�的に再犯防止につながっていくとい�À�が[要なのかな，再犯防止計画の�に

も�りÊまれる[要があるのかなと思ったりしました。 

 そ�な�で，では弁護士会としてど�なことをやっているのかKしご紹介いたしますと，日弁

連としては，刑事弁護�ンターと高ß¼・×G¼の権,に関するD員会が合同で，罪にG-れた

×G¼刑事事�Ýß連絡会とい�ものをつくっていて，いろいろなpÂとか，C会員会， C都道

_県に弁護士会がありますけれども，そこに罪にG-れた×G¼にWしての司法と福祉に関する

要¾を-したりしています。 

 その�で，神奈川県ではど�いったことをしているか，してきたかといいますと，神奈川県で

も平成 23 年から，高ß¼・×G¼の権,に関するD員会と刑事弁護�ンター合同でÝßをÄª

しました。それ以Ó，×G¼刑事弁護であるとか司法と福祉の連携に関して，それこそ社会福祉

士の��，お医¼さ�も2めて，あるいはこ�いった実Äをしている�をお招きしてた�た�研

#会を開催しています。そ�な�で，[ほどM�[生からもお話が-ましたけれども， 平成 25

年からは神奈川県社会福祉士会と定�協Èをsたせていただくよ�になりました。 

 あとは弁護士会独¹の制度として，[ほどち�っと取り��た×Gのある�の刑事弁護につい

ては，やはり一般の刑事弁護と違ったÓ^も[要だよとい�À�から，そ�いった×Gのある²

疑¼，²告人の刑事弁護については�*な研#を9けた弁護士がl当するよ�にしよ�ではない

かとい�ことで，平成 25 年から，×G¼刑事弁護人推¢制度とい�ことで�*の名�をつくっ

たりしております。 

 そ�な�で，神奈川県は61省の日本社会福祉士会の，弁護士と社会福祉士の連携モデル推進

事業のW象地域でありましたので，これに絡�で社会福祉士会と弁護士会とで連携して，刑事弁

護について一¥にo¾に行ったり，あるいは更生支援計画，�@調lについて協Èをsって社会

福祉士の�に更生支援計画を立てていただいたり，あるいは，それを裁判に¹eとしてp-する

-けですけれども，それをÅまえてさらに情状¹人として社会福祉士のl当の�に立っていただ

いて¹Âしていただいたり，Îk後の�@調lのあり�とかそ�いったところのジョンを¹Â

していただくなどといったことを平成 25 年度，26 年度でやっていました。 

 これが弁護士からも非Qに2·でして，それなりの成�も�がったものですから，これをち�

�とした制度にしよ�とい�ことになりまして，平成 27 年には，神奈川県社会福祉士会と神奈

川県弁護士会とで正Hに文書で協定書を交-して，刑事弁護，国Ò弁護°をl当した弁護士から，

¹.のl当している²疑¼，²告人に×Gがある，あるいは×Gの疑いがある，!かち�っと違



� �8¡Ö��� ��� ～�)��Ù��てÙ�)�'～	�  
 

 

119 
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いくことが[要であると改めて感�ているところでご�います。 

 それから，今日はt.，行政の�も来られていると思�ので，その�についてKしお話しさせ

ていただきますと，県の内部における連携がとても重要だと思っております。計画の実Öの施策

をやるに当たっては，福祉��ションの施策だけで進めることは難しくて，�4の関係ですとか

就1の関係ですとか，あと%$・医療あるいは教�，それから¯察，こ�いったところも2めて

さま�まな��ションの協力が[要になってまいります。そ�い�n味では，県の内部でしっか

りと連携体制をとっていくことがとても重要だと思います。 

 それから今後の話として，県内のP�村のことですけれども，今，お話ししたよ�に県でもこ

れまでなかなか取っかかりがなかったところで連携を進めさせていただいたとい�ことで， C

P�村も，¹.たちで計画をつくるに当たってはt.，国の関係機関とのÐ合-せや連携があま

りできていないところもtいと思�のです
。そ�い�n味では，そ�いったところのつな�と

い�か，そ�い�支援を私たちがやっていかなけれ�いけないなと思っております。 

 それからも�一つ，再犯防止に関連する�計です
。これはやはり¹.たちで(Ôするのは と

ても難しいので，�計情報をsっている国の関係機関の�には���計を-していただいて， 現

状をchした�でしっかりと計画をつくっていくとい�ところでご協力をいただけれ�と思 っ

ております。 

 あとP�村同士の情報共�ですとか[行事例を紹介するとか，そ�いった場をつくることも県

としては大事だと思っているので，こ�いったことも今後，やっていきたいと思っております。 

三本x：%護À察所長の三本xです。 

 私どもは，�F]としては，今あるこ�い�t機関・団体との連携をいかに進めて再犯防止の

実8]を��ていくかが一�大事なことと考えております。 

 今日，皆様�にはÀmの�に 1h�の�ーパーがあるかと思いますが，な�連携するのかとい

�と，やはり私ども，再犯防止の�なら�改>更生の支援をより推し進めるためでご�います。

社会復帰後にFけた計画的，総合的な支援，これは刑務所やK年院に入所�の¼もW象にしたも

のになります。就1支援や�*調l，また�*調lに	らないW象¼であっても，[ほど紹介し

た事例は一般調lの事例でもありましたが，いろいろな機関が関-ることで，よりよいところで

本人の+ÏをQめていきたいとい�，そして+ÏがQまった後も関係するところで+Ï会È°を

定�的に開きながら，それ�れがsてる権ÕとÊ任のもとに本人に関-っていきたいとい�思い

があります。 

 そして地域社会での¹立を目tした支援，地域との連携，À察所的な課題でÂえ�，+Ïや そ
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いただきます。 

 «川[生，お願いいたします。 

«川：5 つの機関・団体の�からご報告ありました。この異質な団体・機関，それから国と地�，

司法と福祉，検察と弁護士，W立構¼のものがど�やって連携をとっていくかが課題になってく

ると思��です。私の役目はここのコーディネーですが，実Öにはこれを社会の�で定�させ

るコーディネーが[要になってくる。これは，国や地�公共団体からおÏをもらっている�た

ちにÎ張っていただくとして，私は，せめてこの場をコーディネーして，その�で!が一�重

要な課題になっている�だろ�か，それを'uするにはど�なことをしていけ�いいのかといっ

たことをそれ�れの�に発Âしていただきます。その�で，フロアとのやりとりをしながら，課

題などが明確になれ�いいかなと思っています。 

 第二幕の第 1場では，それ�れのところでど�い�ことをなさってきたのかを主に話していた

だきました。これからは，地�公共団体も国と協(して行�再犯防止の計画の�でど�いったこ

とを課題として考えておられるのか，また，その課題を'uするにはど�いったw�をつくり-

していったらいいのか，あるいはQしきw�を�していったらいいのか，それ�れのお立場から

お話しいただきます。 

 それを9けて，今，壇�にいる人たちでÈÇを�め，その後，フロアの�との全体ÃÈとした

いと思っています。 

 Ö�に，神奈川県からお願いします。 

田�：神奈川県の田�です。 

 今の[生からのお題に当てはまるところと，tK�れるところもあるかもしれませ�が，Kし

お話しさせていただきたいと思います。 

 ま�，今後にFけての課題とい�ことですが，1 つは関係機関との連携とい�ことで，私ども

は地域福祉の��ションとい�ことで，国との連携とい�n味では%護À察所さ�は従来からお

�き合いがあった�ですけれども，検察庁さ�ですとか矯正施Äさ�，そ�いったところについ

ては正直�り関-りがなかったので，そもそも�¿�足がご�いました。�の関係団体さ�，今，

弁護士会のW田[生からもお話があったよ�に，いろいろな団体の皆さ�との関係とい��では，

この 1 年Ó，再犯防止推進会ÈをÊ�て関係をsたせていただいて，いろいろ!強させていただ

いたとい�ところがご�います。 

 できるだけよい関係でとい�ことで，これまでやってきた�ですけれども，今後にFけては私

どももさらにそれ�れのお立場の理解を�めさせていただいて，今まで以�によい関係で進めて
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三本x：%護À察所長の三本xです。 

 私どもは，�F]としては，今あるこ�い�t機関・団体との連携をいかに進めて再犯防止の
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いただきます。 
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司法と福祉，検察と弁護士，W立構¼のものがど�やって連携をとっていくかが課題になってく
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田�：神奈川県の田�です。 
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お話しさせていただきたいと思います。 

 ま�，今後にFけての課題とい�ことですが，1 つは関係機関との連携とい�ことで，私ども

は地域福祉の��ションとい�ことで，国との連携とい�n味では%護À察所さ�は従来からお

�き合いがあった�ですけれども，検察庁さ�ですとか矯正施Äさ�，そ�いったところについ

ては正直�り関-りがなかったので，そもそも�¿�足がご�いました。�の関係団体さ�，今，

弁護士会のW田[生からもお話があったよ�に，いろいろな団体の皆さ�との関係とい��では，

この 1 年Ó，再犯防止推進会ÈをÊ�て関係をsたせていただいて，いろいろ!強させていただ

いたとい�ところがご�います。 

 できるだけよい関係でとい�ことで，これまでやってきた�ですけれども，今後にFけては私

どももさらにそれ�れのお立場の理解を�めさせていただいて，今まで以�によい関係で進めて
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ただくよ�な取り組�を，私どもも一¥に関-ってやっていきたいと考えておりますので，ど�

かよろしくお願い¦し��ます。 

�村：横�地検の�村です。私からは，課題と思っていることに関して，検察庁に送検されてく

る人の�ち%護や矯正のほ�に行く2に地域社会に帰っていく 50.の 49 の人たちにWして，9

け�となってくれる人たちをgさなけれ�いけないので，罪を犯した人の刑事司法d²から9け

取る�組�をつくってほしいと思っています。県が福祉の実施機関になっていることはKなくて，

P�村とか:役所が�口になっていることもtいですし，高ß¼にWしては地域包括支援�ンタ

ーとか，×G¼の関係では基Gの×G¼支援�ンターとか地域�9支援�ンターなど， それ�れ

のe�となる相¼支援�ンターをC地域がsっているので，そ�い�人たちとÐが¾える関係で

連携していきたい。 

 [日，横�Pの発À支援�ンターの�が，発ÀのG題をjえる人について��連携したいから

とい�ことで横�地検の�れあい広報の¦しÊ�をしてくださって，�れあい広報にいらっし�

いました。地域の人たち，支援¼たちは，罪を犯した人についても包括的に支援したいと思って

いらっし�る�が今，すごく1えている�ですけれども，検察から¾ると，支援が[要な人たち

をどこにつないだらいいのか-からないとい�ことがありますので，私たちも入口支援広報でい

ろいろなところを回っておりますし，また，�れあい広報で検察庁に話を·きに来たいとい�こ

とであれ�，横�Pの�もいろいろなbで来てくださったよ�なので，�の�も��来ていただ

きたいと思っています。 

 ２つ目に私がÂいたいのは，やはり²G¼とい�¿�で，(�とか×G¼とか高ß¼は，²G

¼にも加G¼にもなりやすいとい��I]をsっておられる�です
。だから今，(�£Zに関

する(�相¼所・¯察・検察の 3機関連携をやっています。やはり£ZのG題を解�できないま

まE�たちが非行K年とい�bで刑事d²に	ってくることがあります。²Gに¡し�でいるÓ

にな�支援できなかったのかといつもÇにつまされますし，加G¶の��の話を·いても，やっ

た行�はとてもÆい�ですけれども，加G¼がG題をjえていることが(�£Zのときにはすご

くある�です
。 

 [日，�的にも�神的にも×Gをおsちのおnさ�にかなりO我をさせられてしまったお3さ

�とい�(�£Zの事案があったときには，おnさ�のほ�には社会福祉士のM�[生にÛ¼し

ていただいて，福祉のつな�[を検Ãし，おEさ�のほ�は 3機関連携で事2協Èをして，司法

Ûoで²G事実確ºをして，協Èをする。そして+.2カンファ�ンスのときにM�[生にも入

っていただいて，そのDn全体を<.に支援できるよ�なbで医療にも福祉にもつながるよ�な
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�した+Ï�ロ	ラムの充実といったものがより求められるかと思っています。これまでÝつの

+Ï�ロ	ラムが開発されていますし，それとあ-せて今，い-ゆる%護À察の事�W象 ¼の¾

立てなり，%護À察の計画などを今まで以�に，よりIÔ]をsたせるよ�な¸�も，Qまって

おります。そ�した�の機関にWしてきち�と説明ができる，またいろいろなn味で 情報共�や

理解の共Ê的なi組�をsてるよ�なbで，今後，発展させていけたらと思います。 

 県には本当にいい再犯防止推進計画をつくっていただきました。私ども検Ã会に参加させてい

ただいて，いろいろな�計情報なり，あるいは管内の民Ó情報であったり，あるいは計画に�り

Ê�でほしいn¾であったりをp-しましたが，国の施策と連9]をsたせながら，い-ゆる%

護À察�Ó�だけではなく�Óが¦�した後のことも¿Òに入れた計画にしていただいたと，非

Qに感®しております。 

 こ�した県の9きは県内の�の¹�体にも非Qによく�-っておりまして，3 政令Pが再犯防

止推進計画策定のz�をQめています。地域福祉計画の�に�りÊむbで検Ãしているところも

ご�いますし，政令P以外のPでも実Öに今，検Ãに入り，%護À察所にも検ÃD員として入っ

てほしいとp示のあるところもあります。また，今，更生%護	ポー�ンターのÄªが全国で

進�でおりますけれども，残念ながら神奈川県は状況的にはまだKし¿れています。ただ，これ

は§部の足y�Ãの%護司会ですけれども，そちらで県の-[機関において，c定的ではご�い

ますけれども，	ポー�ンターを来月Äªしていただけるとい�ことになり， これもやはり県

がこ�した再犯防止推進計画の�での民Ó従事¼にWする支援といったこともeち-されており

ますので，そこをÅまえた�で県から大きな協力をいただいていると感®しております。 

 「連携」とい�ことはどこの機関もÂいますが，やはり最¦的には，いろいろなG題解�の た

めの更生支援のネッ�ー�のよ�な関係]がつくっていけれ�いいなと考えております。 そ

のために，これまでCパネ�スがご発Âされたよ�に，相互の理解の!進や"頼関係の構 築と

いったことが大事ですし，そもそもそれ�れの機関・団体の皆様，それ�れの権ÕなりÊ 任に基

�いて業務をされていることと思います。そ�したこともÅまえて，その�ースの+Ï，目的に

応�た連携といったものをn¿ながら�の機関・団体と関-っていきたいと私どもも考えており

ます。 

 まだQまった�かりではご�いますけれども，今後，県の計画なり�の地�計画についていろ

いろ協È会など開いていただいてフォローアッ�を¹²的に実施したり，あと県のモデル事業の

ほ�で更生支援福祉ネッ�ー�の構築とい�ことで実施していただいておりますので， そこ

でも��更生%護の広報とい�か，更生%護のことを県内の福祉事業¼の��にもよく�ってい



� �8¡Ö��� ��� ～�)��Ù��てÙ�)�'～	�  
 

 

123 

ただくよ�な取り組�を，私どもも一¥に関-ってやっていきたいと考えておりますので，ど�
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のe�となる相¼支援�ンターをC地域がsっているので，そ�い�人たちとÐが¾える関係で

連携していきたい。 
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とい�ことで横�地検の�れあい広報の¦しÊ�をしてくださって，�れあい広報にいらっし�

いました。地域の人たち，支援¼たちは，罪を犯した人についても包括的に支援したいと思って

いらっし�る�が今，すごく1えている�ですけれども，検察から¾ると，支援が[要な人たち

をどこにつないだらいいのか-からないとい�ことがありますので，私たちも入口支援広報でい

ろいろなところを回っておりますし，また，�れあい広報で検察庁に話を·きに来たいとい�こ

とであれ�，横�Pの�もいろいろなbで来てくださったよ�なので，�の�も��来ていただ

きたいと思っています。 

 ２つ目に私がÂいたいのは，やはり²G¼とい�¿�で，(�とか×G¼とか高ß¼は，²G

¼にも加G¼にもなりやすいとい��I]をsっておられる�です
。だから今，(�£Zに関

する(�相¼所・¯察・検察の 3機関連携をやっています。やはり£ZのG題を解�できないま

まE�たちが非行K年とい�bで刑事d²に	ってくることがあります。²Gに¡し�でいるÓ

にな�支援できなかったのかといつもÇにつまされますし，加G¶の��の話を·いても，やっ

た行�はとてもÆい�ですけれども，加G¼がG題をjえていることが(�£Zのときにはすご

くある�です
。 

 [日，�的にも�神的にも×Gをおsちのおnさ�にかなりO我をさせられてしまったお3さ

�とい�(�£Zの事案があったときには，おnさ�のほ�には社会福祉士のM�[生にÛ¼し

ていただいて，福祉のつな�[を検Ãし，おEさ�のほ�は 3機関連携で事2協Èをして，司法

Ûoで²G事実確ºをして，協Èをする。そして+.2カンファ�ンスのときにM�[生にも入

っていただいて，そのDn全体を<.に支援できるよ�なbで医療にも福祉にもつながるよ�な
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�した+Ï�ロ	ラムの充実といったものがより求められるかと思っています。これまでÝつの

+Ï�ロ	ラムが開発されていますし，それとあ-せて今，い-ゆる%護À察の事�W象 ¼の¾

立てなり，%護À察の計画などを今まで以�に，よりIÔ]をsたせるよ�な¸�も，Qまって

おります。そ�した�の機関にWしてきち�と説明ができる，またいろいろなn味で 情報共�や

理解の共Ê的なi組�をsてるよ�なbで，今後，発展させていけたらと思います。 

 県には本当にいい再犯防止推進計画をつくっていただきました。私ども検Ã会に参加させてい

ただいて，いろいろな�計情報なり，あるいは管内の民Ó情報であったり，あるいは計画に�り

Ê�でほしいn¾であったりをp-しましたが，国の施策と連9]をsたせながら，い-ゆる%

護À察�Ó�だけではなく�Óが¦�した後のことも¿Òに入れた計画にしていただいたと，非

Qに感®しております。 

 こ�した県の9きは県内の�の¹�体にも非Qによく�-っておりまして，3 政令Pが再犯防

止推進計画策定のz�をQめています。地域福祉計画の�に�りÊむbで検Ãしているところも

ご�いますし，政令P以外のPでも実Öに今，検Ãに入り，%護À察所にも検ÃD員として入っ

てほしいとp示のあるところもあります。また，今，更生%護	ポー�ンターのÄªが全国で

進�でおりますけれども，残念ながら神奈川県は状況的にはまだKし¿れています。ただ，これ

は§部の足y�Ãの%護司会ですけれども，そちらで県の-[機関において，c定的ではご�い

ますけれども，	ポー�ンターを来月Äªしていただけるとい�ことになり， これもやはり県
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ますので，そこをÅまえた�で県から大きな協力をいただいていると感®しております。 

 「連携」とい�ことはどこの機関もÂいますが，やはり最¦的には，いろいろなG題解�の た
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�いて業務をされていることと思います。そ�したこともÅまえて，その�ースの+Ï，目的に

応�た連携といったものをn¿ながら�の機関・団体と関-っていきたいと私どもも考えており

ます。 
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横�PでQまった横�Pの策定D員になっています。これにはW田[生も入っています。相�.

などのD員にはなってはいても，社会福祉士会の¹.の足元でど�なのかといったとき に，どの

よ�に会員に，または神奈川県� 1� 3,000 人の社会福祉士の�に広�ていくのか，これも大き

な課題かなと思っています。 

 そ�い�n味で，神奈川県の再犯防止推進計画では，7 つの.Òに関する8�をどのよ�にし

ていくのか，これを大きな課題として考えていかなけれ�いけないのではないかと思っています。 

W田：神奈川弁護士会W田です。再犯防止推進計画実施�の課題とい�ことで，司法との連携，

弁護士との連携をn¿して実施していただけれ�よりよいとい��です。 

 それとい�のは，例え�²G¼との関係でも，全ての�について刑事事�のÓに示¼ができて

いる-けでも²G弁�ができている-けでもなかったり，あるいは¹²的に支援していく�で，

そこでまたち�っとCrしてしま�よ�な�もいらしたときに，¹²的に弁護士との連携がとれ

ていれ�すぐに²G弁�や示¼などにつな�られるとい�ことも経Ùの�ではあります。 

 K年との関係でÂえ�，今，弁護士会では法教�などを§構実Äしています。学{に-2授業

に行って，�±¼・ÞÜÞ²G，それこそ£Zなどの�¿，¹B防¥を�学生，高{生に授業を

していくとい�ところでも，更生支援とい�か再犯防止はもちろ�，そ�いった犯罪²Gの防止

につながっていくのかなとも思�ところです。 

 再犯防止推進計画を¾て私が感�たこととしては，t様な�ニ�ーとかお-書きが書かれてい

て，それはそれですごくいいと思��ですけれども，では，ここに書かれている内容，�ニ�ー

を»がど�やって支援につな�ていくのかとい�コーディネーターのところがいまいちはっきり

しないなと思っていまして，こ�いったt様な支援�ニ�ーにどのよ�につな�ていくのかが課

題なのかなと。 

 私の経ÙでÂいますと，やはり行政です。援護の実地庁のl当の�がきちっとここに絡�でコ

ーディネーしていただくと，関係機関も来ますし，¹²的な支援ができて本人の更生につなが

っていくとい�か。私の�ースでも，やはり行政のl当の�，l当の�ーカーさ�とか職員の�

が最初から絡�で，例え�支援をl当する法人，日�l当する法人，	ルー��ームとか機関の

相¼支援�ンターとか生�支援�ンターの職員の�，生�%護課，それ�れの�を調lしてコー

ディネー，お 立てをすると皆さ�来る�です
。 

 そ�いった�ースでÂ�と，例え�[ほどから支援困難だとuがっているk|の�，]犯罪の

�，私はどちらも支援に関-っている�がおりますが，私がl当しているk|の�も，最初から

行政が��ッと入ったことによっても� 10 年ぐらい再犯していませ�。刑務所には行っていな
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カンファ�ンスを実施しました。²G¼支援の¿�からも包括的な支援，Dn全体の支援とか地

域全体の支援とい�¿�が[要なのではないかと思�ので，そのよ�なところでの取り組�もお

願いできたらいいかなと思います。 

M�：神奈川県社会福祉士会のM�です。 [ほど神奈川県からお話がありましたけれども，私た

ちは津��やまゆり:の事�が，非Qに¦_的なことでありました。これはÂ�までもありませ

�。 

 私は，神奈川県の社会福祉:È会のD員でもありますので，その�でも発Âさせてもらった�

ですけれども，では，神奈川県民が津��やまゆり事�についてど�思っているのか。それから

神奈川県がÈ会で「ともに生きるかなが-」とい�かなが-_�をnhしたのでそれも8�して

います。これは，私たちは当たり2のことだと思っています。!とかしなくてはと思っています。

ですが，神奈川県の生�アン�ーの�でこのかなが-_�を�っている人がどのぐらいいるか

とい�z'が-て，R�とした�です
。17Þ。このz字な�です
。私たちがも�当たり2と

思っていることが，い�県民とい�ところから¾るとそのz字だった�です
。 

 では，�って地域福祉計画であるとか再犯防止のこの計画がどれだけ県民なり国民にw»して

いくのか，正直なところ非Qに?mがあります。地域福祉計画であれ�3と生�とH�したとこ

ろでの計画が-てきますので，3とP民，県民の�は»味をsつのかなと思いますけれども，さ

らにそこから再犯とい�ところを全Ûに-した計画とい�のは，t.あまり目にしないと思��

です
。�ーム�スの計画策定にも関-っている�ですけれども，ますますそこも¾ないのでは

ないかと思っています。 

 ¹.の��でいる地域の福祉%$計画だとか地域福祉計画を�っくり¾たことがあるかとい�

と，正直な話，皆さ�ど�でし��か。 

 そ�い���に考えていくと，この再犯防止計画なりをつくってど�広�ていくかを��に考

えていかなけれ�とい�?機感，?mをsっています。 

 今，ち��ど¹9³�の¾求書が来ていますよ
。¹9³�の;�を�ッと開けたらこの「と

もに生きる社会」の�ラシが入っています。あ，神奈川県いろいろやっているなと。そしてÄ�

局に行ったら，Ä�局にもこれ²ってある�ですよ
。ÇËなところの0力をしないと�にかい

たÕ，ただの文�だけになってしまいます。そ�いったことを非Qに?mしており!とか考えて

いかなくてはいけない。あと，どれぐらいw»したのか検¹していくことが[要だと思います。 

 なおかつ，私たち神奈川県社会福祉士会もどれだけ取り組�ができているかとい�と，正直こ

れも<.できているとはÂえませ�。再犯防止推進計画については，神奈川県の策定D員のほか，
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横�PでQまった横�Pの策定D員になっています。これにはW田[生も入っています。相�.

などのD員にはなってはいても，社会福祉士会の¹.の足元でど�なのかといったとき に，どの

よ�に会員に，または神奈川県� 1� 3,000 人の社会福祉士の�に広�ていくのか，これも大き

な課題かなと思っています。 

 そ�い�n味で，神奈川県の再犯防止推進計画では，7 つの.Òに関する8�をどのよ�にし

ていくのか，これを大きな課題として考えていかなけれ�いけないのではないかと思っています。 

W田：神奈川弁護士会W田です。再犯防止推進計画実施�の課題とい�ことで，司法との連携，

弁護士との連携をn¿して実施していただけれ�よりよいとい��です。 

 それとい�のは，例え�²G¼との関係でも，全ての�について刑事事�のÓに示¼ができて

いる-けでも²G弁�ができている-けでもなかったり，あるいは¹²的に支援していく�で，

そこでまたち�っとCrしてしま�よ�な�もいらしたときに，¹²的に弁護士との連携がとれ

ていれ�すぐに²G弁�や示¼などにつな�られるとい�ことも経Ùの�ではあります。 

 K年との関係でÂえ�，今，弁護士会では法教�などを§構実Äしています。学{に-2授業

に行って，�±¼・ÞÜÞ²G，それこそ£Zなどの�¿，¹B防¥を�学生，高{生に授業を

していくとい�ところでも，更生支援とい�か再犯防止はもちろ�，そ�いった犯罪²Gの防止

につながっていくのかなとも思�ところです。 

 再犯防止推進計画を¾て私が感�たこととしては，t様な�ニ�ーとかお-書きが書かれてい

て，それはそれですごくいいと思��ですけれども，では，ここに書かれている内容，�ニ�ー

を»がど�やって支援につな�ていくのかとい�コーディネーターのところがいまいちはっきり

しないなと思っていまして，こ�いったt様な支援�ニ�ーにどのよ�につな�ていくのかが課

題なのかなと。 

 私の経ÙでÂいますと，やはり行政です。援護の実地庁のl当の�がきちっとここに絡�でコ

ーディネーしていただくと，関係機関も来ますし，¹²的な支援ができて本人の更生につなが

っていくとい�か。私の�ースでも，やはり行政のl当の�，l当の�ーカーさ�とか職員の�
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 そ�いった�ースでÂ�と，例え�[ほどから支援困難だとuがっているk|の�，]犯罪の

�，私はどちらも支援に関-っている�がおりますが，私がl当しているk|の�も，最初から

行政が��ッと入ったことによっても� 10 年ぐらい再犯していませ�。刑務所には行っていな
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とい�z'が-て，R�とした�です
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。私たちがも�当たり2と

思っていることが，い�県民とい�ところから¾るとそのz字だった�です
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 では，�って地域福祉計画であるとか再犯防止のこの計画がどれだけ県民なり国民にw»して

いくのか，正直なところ非Qに?mがあります。地域福祉計画であれ�3と生�とH�したとこ

ろでの計画が-てきますので，3とP民，県民の�は»味をsつのかなと思いますけれども，さ

らにそこから再犯とい�ところを全Ûに-した計画とい�のは，t.あまり目にしないと思��

です
。�ーム�スの計画策定にも関-っている�ですけれども，ますますそこも¾ないのでは

ないかと思っています。 

 ¹.の��でいる地域の福祉%$計画だとか地域福祉計画を�っくり¾たことがあるかとい�

と，正直な話，皆さ�ど�でし��か。 

 そ�い���に考えていくと，この再犯防止計画なりをつくってど�広�ていくかを��に考

えていかなけれ�とい�?機感，?mをsっています。 

 今，ち��ど¹9³�の¾求書が来ていますよ
。¹9³�の;�を�ッと開けたらこの「と

もに生きる社会」の�ラシが入っています。あ，神奈川県いろいろやっているなと。そしてÄ�

局に行ったら，Ä�局にもこれ²ってある�ですよ
。ÇËなところの0力をしないと�にかい

たÕ，ただの文�だけになってしまいます。そ�いったことを非Qに?mしており!とか考えて

いかなくてはいけない。あと，どれぐらいw»したのか検¹していくことが[要だと思います。 

 なおかつ，私たち神奈川県社会福祉士会もどれだけ取り組�ができているかとい�と，正直こ

れも<.できているとはÂえませ�。再犯防止推進計画については，神奈川県の策定D員のほか，
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そ�い�ことを考えると，やはり大事なのはそれ�れの機関のことを相互に�る�組�を"って

いかなけれ�ならない。よく人事交�とÂいますが，そ�いった人事交�をÊしてそれ�れ の機

関の�事にど�いったG題があるのかを直にchできるよ�それ�れ人事交�を進めていく。 

すぐには8�が�がらないけれども，長く²けていけ�その8�は 10 年後，20 年後につながっ

ていく。�的に考えてはいけないことで，でも，どこかで��ッ�していつまでたってもÍいか

ける�たいな。 

そのよ�な&象をsっていました。再犯防止推進計画についても，国がモデル事業をとい�こ

とで進めよ�としていますがY/れしてしま�のはNいことで，そのコーディネーをど�い�

��に"っていったらいいのかについて，それ�れのところでごn¾があったら。 

W田弁護士は，この�ン�ーの�では神奈川県が�心人�になって9かしていただけれ�とい

�n¾だった�だが，�たしてそれで足りるのか。 

 さっき神奈川県の田�課長が，行政の�でもいろいろな�所が関連していかなけれ�，とても

更生支援な�てできないと。その�事も内部でやらなけれ�いけない-けだから，内部での連携

と外部の連携をともにやっていく，ものすごく�事が�ー�になってくる。そこらÉのことも2

めてち�っとごn¾を。 

田�：とても難しいのですが，要するに，この計画に	せている施策についてはoSのものもあ

り，そ�い�ことも2めて今，実施している機関・l当に協力を求めるとか，施策をそれ�れの

ところでさらに進めていただくとい�ことでも県の内部での連携が[要ですとい�お話をさせて

いただきました。 

いろいろな¿�からの取り組�があると思�ので，�ンスッ�で，どこかで全部できれ�い

いのかもしれませ�けれども，それはなかなか難しいのかなと。 

[ほど私どももまだ�¿�足とい�話もしたよ�に，IÔの��のお�Pをいただいて進めて

いくことも[要ですから，やはり行政だけで全部5§するのはとても難しいと思います。そ�い

�n味では，せっかくこ�い�推進会Èとい�i組�をつくっていろいろな主体のIÔの�も2

めて一¥に検Ãする場が"れましたので，その�でどのよ�にやっていくのがいいか， 今日いた

だいたお題も2めて検Ãしていけれ�と思っているところです。 

«川：その会È，!といいましたか。 

田�：再犯防止推進会Èです。 

«川：それはQÄの会È体としてÄけてある�ですか。 

田�：そ�です
，平成 30 年度にÄªしましたので，来年度もやってまいります。 
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いです。]犯罪の�も，最初から行政が関-って定�的に�ースカンファを本人参加0でやって，

その�で，やはり弁護士が関-ることによって成年後¾などの法d²にもすぐにつながったりし

ました。その成年後¾¹体，P:�村長¦し立てとい�ことで，行政ががっちりか�でやってい

ただく，そ�な支援を¹²していた�ースでした。その�も成人になって 15 年Óほと�どシャ

�にいたことがないよ�な�だった�ですけれども，支援のおか�でも� 8 年Ó刑務所に行って

いないとい�ところがありました。支援をつなぐコーディネーターとい�ところをn¿する[要

が課題としてあるのかなと思いました。 

«川：今，それ�れの団体，機関から課題について話していただきました。これを全てÈÇする

時Óはありませ�が今，W田弁護士がおっし�っていたこと，こ�い�ネッ�ー�をつくると

きに»が�心をlっていくかは非Qに大事なことだと考えています。も� 10 年ぐらい2，�学

W術m»機構から7成いただき，E�を犯罪から守るためのt機関連携の研究をしました。 

 そのときに，%
?PとfFP，そして横�Pを!度も¸れ，あるいは!度か早稲田のほ�に

来てもらって，いろいろな調査から，それ�れが考えている課題がど�い�ものであり，その課

題を'uするためにど�い�ことを行っているかといったことの!強からQまって，さらに一|

進�だ研究を進めた�ですが，そのときにも，一体ど�い�部©の人が�心人�としてコーディ

ネーター役を�たしていくかが重要になっていました。 

 そ�いった!強をするまでは�らなかった「要W協」とい�Â°があります。正H名�は!と

い�のか調�て�たら，「要%護(�W策地域協È会」とい��です。£Z事案が�えていたこと

もあって，61省を�心に(�福祉法を改正して，C都道_県あるいはP�村ではその�に要W

協をÄけろといったことを�たっている-けです。それも 3>構¼のものです。3>とい�のは，

C機関のッ��ベルでのn¾交換会，これは年に一度ぐらいが�さ-しいのではないか，それ

からl当部©の課長�ベルでのn¾交換，これは 1 カ月ぐらいを目安にやっていったらど�か。

それからも�一つは実務l当�ベルでの，G題をÅこしている当¬(�のG題解��ームをÌ時

つくってそれにW応していく。 

 そ�い�ものが[要なことは当�-かりますが，それが本当に機能するかとなるとど�か。 例

え�，長J県のある地域で(�のG題がÅこったときのこと。BのEが'Àを=�-して¹ 4で

mGするとい�事案でしたが，そのときに，�神�医が(相に相¼のÍ話をかけたところ，(相

ではそれを9けて協Èの�ームをつくらなかった。相¼ではないと思って+理してしまった。そ

れが大きくG題になった。 

 法dを"っても，それを実Öに9かす人が機qに，的確に行9していかないとだめな-けで，
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そ�い�ことを考えると，やはり大事なのはそれ�れの機関のことを相互に�る�組�を"って
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ていく。�的に考えてはいけないことで，でも，どこかで��ッ�していつまでたってもÍいか
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W田弁護士は，この�ン�ーの�では神奈川県が�心人�になって9かしていただけれ�とい

�n¾だった�だが，�たしてそれで足りるのか。 

 さっき神奈川県の田�課長が，行政の�でもいろいろな�所が関連していかなけれ�，とても

更生支援な�てできないと。その�事も内部でやらなけれ�いけない-けだから，内部での連携

と外部の連携をともにやっていく，ものすごく�事が�ー�になってくる。そこらÉのことも2

めてち�っとごn¾を。 

田�：とても難しいのですが，要するに，この計画に	せている施策についてはoSのものもあ

り，そ�い�ことも2めて今，実施している機関・l当に協力を求めるとか，施策をそれ�れの

ところでさらに進めていただくとい�ことでも県の内部での連携が[要ですとい�お話をさせて

いただきました。 

いろいろな¿�からの取り組�があると思�ので，�ンスッ�で，どこかで全部できれ�い

いのかもしれませ�けれども，それはなかなか難しいのかなと。 

[ほど私どももまだ�¿�足とい�話もしたよ�に，IÔの��のお�Pをいただいて進めて

いくことも[要ですから，やはり行政だけで全部5§するのはとても難しいと思います。そ�い

�n味では，せっかくこ�い�推進会Èとい�i組�をつくっていろいろな主体のIÔの�も2

めて一¥に検Ãする場が"れましたので，その�でどのよ�にやっていくのがいいか， 今日いた

だいたお題も2めて検Ãしていけれ�と思っているところです。 

«川：その会È，!といいましたか。 

田�：再犯防止推進会Èです。 

«川：それはQÄの会È体としてÄけてある�ですか。 

田�：そ�です
，平成 30 年度にÄªしましたので，来年度もやってまいります。 
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いです。]犯罪の�も，最初から行政が関-って定�的に�ースカンファを本人参加0でやって，

その�で，やはり弁護士が関-ることによって成年後¾などの法d²にもすぐにつながったりし

ました。その成年後¾¹体，P:�村長¦し立てとい�ことで，行政ががっちりか�でやってい

ただく，そ�な支援を¹²していた�ースでした。その�も成人になって 15 年Óほと�どシャ

�にいたことがないよ�な�だった�ですけれども，支援のおか�でも� 8 年Ó刑務所に行って

いないとい�ところがありました。支援をつなぐコーディネーターとい�ところをn¿する[要

が課題としてあるのかなと思いました。 

«川：今，それ�れの団体，機関から課題について話していただきました。これを全てÈÇする

時Óはありませ�が今，W田弁護士がおっし�っていたこと，こ�い�ネッ�ー�をつくると
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題を'uするためにど�い�ことを行っているかといったことの!強からQまって，さらに一|

進�だ研究を進めた�ですが，そのときにも，一体ど�い�部©の人が�心人�としてコーディ

ネーター役を�たしていくかが重要になっていました。 
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もあって，61省を�心に(�福祉法を改正して，C都道_県あるいはP�村ではその�に要W
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Ê�た経Ùなり実³の®�重
といったものは確実に庁に±®されていくのかなと考えておりま

すので，こ�した取り組�を%護À察なり生��@調査において，O広く実施していけたらまた

KしO-ってくるのではないか。%護À察官も，¹.たちの本来的なÏ域のことをきち�と!強

した�で，法令に�って業務を行�ことは大事な�ですけれども，こ�した連携についても関-

っていただけるいろいろな関係機関・団体のことをよく�る，相互理解する，その�で，お互い

できるところで連携を図る,体的な�ースをÅまえた�での]ªなり支援なりを®�重
ていく

ことで，°}として残るのではないかと考えております。 

«川：横�地検の�村さ�は，[ほど紹介されていたけれども，検事でありつつ社会福祉士さ�

のÀkを取り，また�神福祉士さ�のÀkも取られた。�の機関に行って人事交�した-けでは

ないけれども，一Çで人事交�的な構¼をsっている人だろ�と思�。検察官にこ�い�人そ�

たくさ�いる-けではないので，�村さ�が去ったら地検が神奈川県から`¹したな�てい�可

能]などについてど�お考えになっていますか。 

�村：私は�都地検にいたときに，社会福祉士会の�川[生に，「検事は-かっているつもりにな

っているかもしれないけれども福祉のことを-かっていないよ，ち��と!強しなさい」とÊ"

課�の入学願書をいただきました。社会福祉士職は教�課�がよく検Ãされていて，その検Ãさ

れている教�課�にrって!強していけ�，2 年のÊ"で 30Êぐらいの�ポーを-し，�*Ö

護�人�ームに実«で行かせていただき，その�組�の�で，�事をしながらでも!強できる。

社会人で�事をしながら!強して社会福祉士のÀkを取る�がとてもtいと教えていただいて，

�っているつもりだったことが�らなかったなとい�ことがよく-かりました。 

 社会福祉士のすごいと思�ところは，生x研#制度とい�のがあって，なったら 1 年目研#，

基©研#がQまって，私は今年から基©研# 2 を9ける�ですけれども，そ�い�研#制度が き

ち�としているので，$'や理念を学��組��くりがち��となされていて，そ�い��でい

ろいろなことを!強できるよとい�ことを一¥に(く�Óには�えています。それで!強 をQ

めている人もいますし，M�[生がおられるので，横�地検の刑事政策総合支援室では今年，主

任[査官の®いB]の職員が社会福祉士のÀkを取りました。 

 なので，検察庁におけるニー
のある人の発¾機能を高めていけ�，それが広がりをsってく

ると思っていて，ただ，社会福祉士や�神%$福祉士のÀkを取ることについて「検事をやめて

�ーシャル�ーカーになるのか」�たいな"違いがÅこるのではないかとい�ことがあります。

でも，私は検事とい��事にすごくりをsっておりますし，検事だからこそ人ÓにWするt察

力を�いて，福祉的なニー
もその能力の 1 つとしてÇにつけなけれ�いけないと思っています。
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石川：これは後で話題になるのかもしれないけれども，今，国から補助金が出ているけれども，

それがなくなったらポシャるということはないんですか。 

田熊：一応財源としては，今，モデル事業でいただいているお金を使いながら運営しております。

そういう意味では，国にはぜひ引き続き予算をとっていただけると本当にありがたいなと思って

います。 

 それがあればもちろんそれを使っていきます。なくなったときのことはあまり考えたくないん

ですが，でも，やはりこういった取り組みはモデル事業が終わったからもうこれで終わりという

ことはないと思いますので，何とか知恵を絞って連続していきたいとは思っています。 

石川：県なり市町村の職員は大概が地元に住んでいる方だから，部署の異動はあっても住居を変

えることはそうないと思うんですね。例えば神奈川県の人が千葉くんだりまで住居を変えて，そ

こから県庁に勤めるなんてことはまず考えにくい。だけれども，地検の方と保護観察所は国の機

関ですから，せいぜいいて 2 年とか 3 年。 

 せっかくいい人が来てくれたのに，期待していたところ 3 年後にはいなくなってしまう。それ

とともに，「風と共に去りぬ」ではないけれども，中村と共に去りぬとか三本松と共に去ってしま

った，こんな現象が起こる可能性があるんですが，そこで，国の機関のお二方から，この連携を

維持する上で神奈川県だけに責任を負わせてしまうとまずいから，国のほうとしてはどういうこ

とを考えていったら連携が持続できるのか，ちょっとお話しいただくとありがたいんですが。 

三本松：保護観察所の立場でございますけれども，先ほど紹介した保護観察所の業務の中に，医

療観察というか精神保健観察という業務があります。これは平成 17 年以降，新しく保護観察所

の中に取り込んだもので，地域の中で保健医療福祉従事者の方々の協力を得ながら精神保健観察

を実施することを前提にした制度です。対象者，その家族，保護観察所，医療機関， 地元の福祉

事業者などをあわせたケア会議を定期的に開催しております。こうした事例の積み重ねが重要で，

保護観察所が入ることで国の機関が入ることとなりますので，ある意味，強制力を背景とした医

療なり福祉なりと，きちんと本人がつながっていてもらうことがある程度できるような形を整え

ることができるかと思います。 

 ただ，やはり保護観察でも医療観察でも基本的には期間が決まっていますので，そこから国の

機関が抜けるとなると，地域の関係者から不安が漏れることもあります。それまでの間，いわゆ

る支援体制といったものをつくって事例の積み重ねをしていき，ノウハウもそれぞれの機関・団

体，もちろん私どもにおいても積み重ねができてくるのかと思います。 

 人事異動がありますから，もちろん担当者が移動することもありますけれども，ケース処遇を
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Ê�た経Ùなり実³の®�重
といったものは確実に庁に±®されていくのかなと考えておりま

すので，こ�した取り組�を%護À察なり生��@調査において，O広く実施していけたらまた

KしO-ってくるのではないか。%護À察官も，¹.たちの本来的なÏ域のことをきち�と!強

した�で，法令に�って業務を行�ことは大事な�ですけれども，こ�した連携についても関-

っていただけるいろいろな関係機関・団体のことをよく�る，相互理解する，その�で，お互い

できるところで連携を図る,体的な�ースをÅまえた�での]ªなり支援なりを®�重
ていく

ことで，°}として残るのではないかと考えております。 

«川：横�地検の�村さ�は，[ほど紹介されていたけれども，検事でありつつ社会福祉士さ�

のÀkを取り，また�神福祉士さ�のÀkも取られた。�の機関に行って人事交�した-けでは

ないけれども，一Çで人事交�的な構¼をsっている人だろ�と思�。検察官にこ�い�人そ�

たくさ�いる-けではないので，�村さ�が去ったら地検が神奈川県から`¹したな�てい�可

能]などについてど�お考えになっていますか。 

�村：私は�都地検にいたときに，社会福祉士会の�川[生に，「検事は-かっているつもりにな

っているかもしれないけれども福祉のことを-かっていないよ，ち��と!強しなさい」とÊ"

課�の入学願書をいただきました。社会福祉士職は教�課�がよく検Ãされていて，その検Ãさ

れている教�課�にrって!強していけ�，2 年のÊ"で 30Êぐらいの�ポーを-し，�*Ö

護�人�ームに実«で行かせていただき，その�組�の�で，�事をしながらでも!強できる。

社会人で�事をしながら!強して社会福祉士のÀkを取る�がとてもtいと教えていただいて，

�っているつもりだったことが�らなかったなとい�ことがよく-かりました。 

 社会福祉士のすごいと思�ところは，生x研#制度とい�のがあって，なったら 1 年目研#，

基©研#がQまって，私は今年から基©研# 2 を9ける�ですけれども，そ�い�研#制度が き

ち�としているので，$'や理念を学��組��くりがち��となされていて，そ�い��でい

ろいろなことを!強できるよとい�ことを一¥に(く�Óには�えています。それで!強 をQ

めている人もいますし，M�[生がおられるので，横�地検の刑事政策総合支援室では今年，主

任[査官の®いB]の職員が社会福祉士のÀkを取りました。 

 なので，検察庁におけるニー
のある人の発¾機能を高めていけ�，それが広がりをsってく

ると思っていて，ただ，社会福祉士や�神%$福祉士のÀkを取ることについて「検事をやめて

�ーシャル�ーカーになるのか」�たいな"違いがÅこるのではないかとい�ことがあります。

でも，私は検事とい��事にすごくりをsっておりますし，検事だからこそ人ÓにWするt察

力を�いて，福祉的なニー
もその能力の 1 つとしてÇにつけなけれ�いけないと思っています。
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«川：これは後で話題になるのかもしれないけれども，今，国から³7Ïが-ているけれども，

それがなくなったらポシャるとい�ことはない�ですか。 

田�：一応°yとしては，今，モデル事業でいただいているおÏを使いながらÏ4しております。

そ�い�n味では，国には���き²き予¡をとっていただけると本当にありがたいなと思って

います。 

 それがあれ�もちろ�それを使っていきます。なくなったときのことはあまり考えたくない�

ですが，でも，やはりこ�いった取り組�はモデル事業が¦-ったからも�これで¦-りとい�

ことはないと思いますので，!とか�Pを�って連²していきたいとは思っています。 

«川：県なりP�村の職員は大~が地元に��でいる�だから，部©の異9はあっても�HをO

えることはそ�ないと思��です
。例え�神奈川県の人が千°く�だりまで�HをOえて，そ

こから県庁に2めるな�てことはま�考えにくい。だけれども，地検の�と%護À察所は国の機

関ですから，せい�いいて２年とかÜ年。 

 せっかくいい人が来てくれたのに，�ZしていたところÜ年後にはいなくなってしま�。それ

とともに，「Ñと共に去り�」ではないけれども，�村と共に去り�とか三本xと共に去ってしま

った，こ�な現象がÅこる可能]がある�ですが，そこで，国の機関のお二�から，この連携を

¨sする�で神奈川県だけにÊ任をÄ-せてしま�とま�いから，国のほ�としてはど�い�こ

とを考えていったら連携がs²できるのか，ち�っとお話しいただくとありがたい�ですが。 

三本x：%護À察所の立場でご�いますけれども，[ほど紹介した%護À察所の業務の�に，医

療À察とい�か�神%$À察とい�業務があります。これは平成 17 年以Ó，|しく%護À察所

の�に取りÊ�だもので，地域の�で%$医療福祉従事¼の��の協力を得ながら�神%$À察

を実施することを2pにした制度です。W象¼，そのDn，%護À察所，医療機関， 地元の福祉

事業¼などをあ-せた�ア会Èを定�的に開催しております。こ�した事例の®�重
が重要で，

%護À察所が入ることで国の機関が入ることとなりますので，あるn味，強制力を�aとした医

療なり福祉なりと，きち�と本人がつながっていてもら�ことがある�度できるよ�なbをlえ

ることができるかと思います。 

 ただ，やはり%護À察でも医療À察でも基本的には�Óが�まっていますので，そこから国の

機関がgけるとなると，地域の関係¼から�安が{れることもあります。それまでのÓ，い-ゆ

る支援体制といったものをつくって事例の®�重
をしていき，�ウ�ウもそれ�れの機関・団

体，もちろ�私どもにおいても®�重
ができてくるのかと思います。 

 人事異9がありますから，もちろ�l当¼が移9することもありますけれども，�ース+Ïを
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策推進室の社会福祉ア��イ
ーをされているとか，この 10 年ぐらいの司法と福祉のl�しの

�事では，神奈川県でキーパー�ンとして9かれた人だと思��です
。 

 M�さ�は千°に移り�むな�てことはなさらないと思��だけれども，でも，やがてはお年

を)してあの�のほ�に行くこともある�だろ�と思いますし，１代で¦-ってはもったいない

ですから，この�ウ�ウをど�い�bで福祉士会の�でつな�ていくか，そこらÉはど�お考え

でし��か。 

M�：«川[生とはまた*のところで，�イン�ー�ールで会っている�です
。日本社会福祉

士会の主催で連携事業の報告会をやって…… 

«川：Ô田lの。 

M�：そ�です。あのときに[生にア��イ
ーとして来ていただいて，そのときには横�地検

――��ないか。あ，そ�です
。そ�な-会いもありました。Uかしいなと思いながら·いてい

ました。 

今，いろいろありましたけれども，�村部長は地検では私の�司になります。検察庁の�で本

当にいろいろなことをやっていらして，検察庁の�での取り組�がかなり進�できていることは

事実だと思います。目を¾張るよ�な9きをされていらっし�います。 

 だけれども，�村部長は，社会福祉士会では私たち神奈川県社会福祉士会の会員さ�で，私が

会長ですので，今，しっかりと基©研#を 2 までやっていただいて，3 までよろしくお願いしま

すとい�ことな�です。神奈川県の�でいろいろな9きをつくってきたのは，やはり定�支援�

ンターな�です
。定�の9·をしてÚ年ですけれども，その2 2 年，3 年と神奈川県 の�で9

·にFけたbのいろいろな!強会をしてきたのが最初な�です
。それで横�刑務所 であると

か%護À察所°と連携しながらいろいろ!強会を重
ていて，¾学会をやったりとか， 司法福祉

のいろいろな.Òに関してz�をしていって，それで定�支援�ンターの事業を9· したとい

�経Ðな�です
。 

 そのときÝ団体の���ンがあった�ですけれども，私たち社会福祉士会が9·した�ですけ

れども，À察所のtF，県のtFの�で���ンに参加した団体とも�まくやってほしいとい�

ことがありましたので，そこの団体の�を職員にお招きしたりとか，ほかの団体とは�ロー
で

事例検Ãをしたりとか，連携をとりながら�っとやってきた経Ðがあります。 

 それで!だか�だも� 8 年，9 年，も� 10 年目になるとい�定�支援�ンターですけれども， 

当時は定�支援�ンターとÂっても「はÛどちら様ですか」�たいなVいだった�です
。や は

り最初はそ�でした
。今，この時�になって「神奈川定�です」とか「定�支援�ンター です」
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そのよ�なことで，福祉と司法のÊ«ができるよ�になったかなと思います。�ーシャル�ーカ

ーのÀkを取るとい�ことは検察における福祉的支援の[要]の発¾の強化にはなるので，��，

�組�どおりÊ"を２年9けれ�¸Ùを9けるだけでÀkをもらえるので，�ャ�ンジしてほし

いなと思っていますし，それをやりながら発"力をつけてくれる後µたちがいて，入口支援で広

報しても，名古屋地検のときも®いB]の職員がど�ど�¹.の思いを話せるよ�になっていて，

いろいろな事例を支援していく�でそれがつながっていくことの.�を感�て，®くても[µの

検察官事務取V検察事務官|任研#で「こ�い�À�で支援が[要なW象¼を発¾してください」

などと話してくれたりしていたので，やはり人を�てていくことが大事です。そのためには社会

福祉士としてのÊ"課�とか生x研#制度が!強になりましたし，�神%$福祉士は社会福祉士

のÀkをsっていれ�，1 年の��コースで 14Ê�ポーを-し，�神��院と地域�9支援�

ンターの実«に行くことで，���bでW応しました。»味をsって!強していると，�神Ñ定

°の業務でその�を¾るときに，�神%$福祉士の!強の�で-会ったたくさ�の�神×G¼の

��との会話が役に立っています。検察でも語学や�記などいろいろなbでの研#があるので，

その１つとして福祉職のÊ"的なbの!強をするとい�Òh�もあれ�福祉の�¿をsった人g

が�っていき，福祉的支援が[要な人を発¾する機能が高まっていくのかなと思います。 

«川：そ�い�¿�をªくに当たって，当時，�都地検ですか，組�として検察は協力し ないま

でも��まはしなかった�ですか。 

�村：そ�なことはないです。検事正にも相¼して，%護局長をされていた検事正でいらっし�

いまして，�都地検の取り組�を��発表しなさいとい�ごtFがあったり，!強しなさいとい

�ごtFがあったりしましたし，すごく応援していただきました。 

«川：[ほどから!回も話に-てきているM�さ�ですが，M�さ�はも� 8，9 年2にお会いし

ている�です。それは地域生�定�支援事業（当時は支援事業，今，法dでは!進事業）の調査

でかなりのところに行って，%護À察所から定�支援�ンター，実Öに�ンターが�き¹いで入

所させた施Äを¾せてもらったりして回った�ですが，横�に行ったときにあまり大きくない事

務所にHを構えていたのが，M�さ�の定�支援�ンターでした。 

 その後，入口支援の�9がいろいろなところで行-れ-したときに，横�の弁護士会が神奈川

県の社会福祉士会と組�でとい�9きがありましたので，今から 4 年か 5 年ぐらい2に早稲田に

来ていただきました。さっき所長がお話くださったダイ�ージョン研究会で。そのときの弁護士

さ�はW田さ�ではなかった�ですが，弁護士さ�とM�さ�にお話ししていただきました。 

 今，まだそれもやっておられると思��だけれども，今回は地検のほ�でさっきÂった刑事政
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策推進室の社会福祉ア��イ
ーをされているとか，この 10 年ぐらいの司法と福祉のl�しの

�事では，神奈川県でキーパー�ンとして9かれた人だと思��です
。 

 M�さ�は千°に移り�むな�てことはなさらないと思��だけれども，でも，やがてはお年

を)してあの�のほ�に行くこともある�だろ�と思いますし，１代で¦-ってはもったいない

ですから，この�ウ�ウをど�い�bで福祉士会の�でつな�ていくか，そこらÉはど�お考え

でし��か。 

M�：«川[生とはまた*のところで，�イン�ー�ールで会っている�です
。日本社会福祉

士会の主催で連携事業の報告会をやって…… 

«川：Ô田lの。 

M�：そ�です。あのときに[生にア��イ
ーとして来ていただいて，そのときには横�地検

――��ないか。あ，そ�です
。そ�な-会いもありました。Uかしいなと思いながら·いてい

ました。 
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 だけれども，�村部長は，社会福祉士会では私たち神奈川県社会福祉士会の会員さ�で，私が
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そのよ�なことで，福祉と司法のÊ«ができるよ�になったかなと思います。�ーシャル�ーカ
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�村：そ�なことはないです。検事正にも相¼して，%護局長をされていた検事正でいらっし�

いまして，�都地検の取り組�を��発表しなさいとい�ごtFがあったり，!強しなさいとい

�ごtFがあったりしましたし，すごく応援していただきました。 

«川：[ほどから!回も話に-てきているM�さ�ですが，M�さ�はも� 8，9 年2にお会いし
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 その後，入口支援の�9がいろいろなところで行-れ-したときに，横�の弁護士会が神奈川
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来ていただきました。さっき所長がお話くださったダイ�ージョン研究会で。そのときの弁護士

さ�はW田さ�ではなかった�ですが，弁護士さ�とM�さ�にお話ししていただきました。 

 今，まだそれもやっておられると思��だけれども，今回は地検のほ�でさっきÂった刑事政
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り，その¸行する地検がたしか*地検だった�ですよ
。 

そのときに，平成２ß年に，初めて*地検に行ったときに「!も報告することがない�です」

とい�ことだった�です
。それで「こ�なことをされたらいいですよ」といろいろなことを¦

し��た�ですけれども，その�の 1 つが，もし加G¼のこ�いったことをやるなら�，²G¼

の支援をLれないでもらいたいと。刑事²G¼とW象¼は³の両¶�たいなもので，��をLれ

てしまったら地域の人の協力は得られませ�よ，そのよ�なことを¦し��たところ，ª年に行

ったら今度は千田さ�が「[生，話を·いてくださいよ」とい�口調な�です
。 

 １年Iで，かなり県やPの行政とのネッ�ー�を"ったり社会福祉士会のネッ�ー�を "

ったり。それから，再犯防止と²G¼支援を実施するための室の名�が「刑事政策推進室」。w�

地検は，も�「社会復帰支援室」をÄけていた�だけれども，「大きなA��Âえないけれども，

それは²G¼支援を同時にやっているから*の地検のほ�がよほどいいですよ」な�てÂった

¨えがあります。そ�したら，平成 26 年 7 月から検事正で*地検に�任したのが林検事長だ

った�です
。だから，おもしろい��だなと。こちらが#�だ-けではない�だけれども，お

の�からしてつながっていったとい�ことがあります。 

 [ほど�民の�への PR が大事だとおっし�っていました
。�に，²G¼の支援も非Qに力

を入れてやっているとい�広報を同時にやる[要があると思�。これはどこが主体となって9け

�いい�でし��か。神奈川県は，田�さ�の部©では²G¼支援もJ�に入れて�9できる�

ですか。 

田�：神奈川県では，犯罪²G¼支援は*の��ションでやっている�です
。そ�い�n味で

は，連携をとることは当�できますので，³の両¶とい�ことはとても大事ですから， 連携しな

がら，どのよ�に3発や+�をしていくのが大事なのか検Ãしていくことは可能だと思います。 

«川：地検でもそ�い�ことをやっておられる-けですから，²G¼の支援はLれていない�だ

とい�ことを�民に¾せないと，t.協力を得るのは非Qに難しいと思��です
。加G¼の更

生支援は大事だけれども，やはり²G¼のこともLれないでやっていただきたいとい�のが私の

希望でもあります。 

 

第三幕 フロアとの質疑応答 

 

司会：フロアとの質疑応答の時Óに移らせていただきます。 

 本日は 300名をÌえる参加¼の皆様�にいらしていただき，本当にありがと�ご�います。そ
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とÂ�と「ああ」とい�感�で8応してくれる機関の�が非Qにtいです。ここ 1 年 2 年，地域

の研#会とか講演会にめち�くち�=�れている�です
。来¾も 1 本，その次の¾ も 1 本と

い�感�で，例え��神��院の�ーシャル�ーカーの連絡会に来てほしいとか，% 護司のÔま

りに来てほしいとか�ア�ネのÔまりに来てほしいとか，社明Ï9に来てほしいと かどこそこ

の%護¼会だとか，いろいろな地域の，小さいところも2めて=�れている�です。 

 加¡制度がついたこともあって，地域の福祉団体が非Qに関心をsってくれています。刑務所

の¾学会など，県の�絡で 30名#Ôさせてもら�とも� 100名，120名�ンと応#が来る�で

す
。それだけすごい人pだし関心があるとい�ところで，まさに今，この再犯防止もそ�です

けれども，司法福祉の.Ò，罪にG-れた��の支援とい�.Òが本当にKし�つ�ジャーにな

ってきているのかなと思っています。 

 そ�な�で，このネッ�ー�事業もそ�ですけれども，横の事業をど�広�ていくかとい�

ことになります。やはり全体のV��をしていくことと，刑事司法に�Êした社会福祉士を�て

ていくことが大事だなと思っています。*に刑法とか刑事µª法を!強しろとい�ことではあり

ませ�。一応そ�いった.Òに関して�¿をsっていく，刑事d²をきち�とÇにつけた�ーシ

ャル�ーカーがど�ど�1えていかなくてはいけないし，私たちもそれを1やしていかなけれ�

いけない。 

 そ�い��で，弁護士会との連携の�でよく刑事司法d²の話をしてもらったりとか，いろい

ろな研#もやっています。そ�い�.Òをlえる�ーシャル�ーカーをこれからもつくっていき

たいと思っていますし，それを一つの�組�としていけれ�と思っています。 

«川：�Ý，神奈川県は²G¼支援の�ロジ��をかなり以2から進めていたと。ち��ど私

が，WIPSS（早稲田大社会安全政策研究所）を立ち��たときに，初代の¯察庁から送られてき

た人�が�É@とい�人で，その人が¯察庁にbった後，神奈川県¯の本部長に移った�です
。

そ�なことがあって神奈川県¯に¿察に来ないかとおA\けいただき，�っ[に¾せてもらった

のが，県と県¯で�ンスッ�0の²G¼支援に関する事務所を×のËくに"った， それを案内

されたことがありました。そ�なことを神奈川県はいち早く進めていた，県¯も同時に進めてい

た。 

 それから�村さ�の報告の�で，刑事政策総合支援室とい�名2ですか，そこでは²G¼の支

援も一つの重要な�9になっていると。私，総合司会の千田さ�とお�き合いするよ�になった

のは，千田さ�が*地検の検察事務官でいらしたときに，田N[生来られていますが， 当時，

×G¼:査D員会をSつかのところで¸行しよ�とい�6生1(省社会福祉推進事業が立ち�が
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田�：神奈川県では，犯罪²G¼支援は*の��ションでやっている�です
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がら，どのよ�に3発や+�をしていくのが大事なのか検Ãしていくことは可能だと思います。 
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た:でもあります。実Öにそこで生�している%護À察のW象¼もtzおります。�には一部�

予¼で²�事犯¼であり，とい�ことはÀ察所に定�的にÊって+Ï�ロ	ラムを9ける¼であ

り，かつ福祉的な支援を9けている¼でありとい�ことで重>的な関-りをしなけれ�ならない

よ�なW象¼もtzおります。 

 そ�い�n味で，地元の福祉とは情報交換なり，状況をきち�と確ºした�でお互いがお互い

の業務の�/で関-るといったことはしておりますし，また，県内に 4 カ所ある更生%護施Äも，

それ�れの:で，同�:内，又は同�P内の福祉事務所と連携をしており，実Öに更生%護施Ä

を¹所した後に更生%護施ÄのËくに��で生�%護を9�し，�Óが経Ðした後も任nで更生

%護施ÄにÊってくる¼もおります。最Ë，国でもい-ゆるフォローアッ�事業とい�ことで，

こ�した取り組�をも�Kし進めていこ�とい�9きもあります。 

 もしそ�した入口支援°の，今，�ニッはありませ�けれども，もし�ちのほ�にできたと

するなら�，当�それは地元のそれ�れの¹�体との連携は大事になりますから，今，県のモデ

ル事業で進めていただいている更生支援の福祉ネッ�ー�も��しながら，県内のそ�した%

$・医療・福祉機関あるいは民Óの従事¼にWするア��スを容易にするといった�F]で考え

てまいりたいとは思っています。 

 [ほど医療À察の話をしましたが，社会復帰調l官とい�官職をsった��がそれにW応して

います。もともと�神%$福祉士や社会福祉士，又は%$師であった�がn�されて，今，横�

%護À察所でも管理職を2めて 12 名の社会復帰調l官がおります。そ�した人たちが�ちの�

�に入ることで，À察官も%$・医療・福祉のものの考え�とか，あるいはア��スの��とい

ったことも!強できるよ�になった，そ�したいい8�もあると思っています。 

なので，福祉の支援が[要なW象¼が-た場合に，いかに地元の福祉，福祉事務所°と協力して

いくかが大事になってくると思います。ま�は関係機関と連携した�で，Ð/なところで本人を

生�させる，定�させる，そ�した取り組�は今後，状況に応�て進めていきたいと考えており

ますが，よろしいでし��か。 

«田：ありがと�ご�いました。 

司会：それでは，全般的な入口支援などの研究¼とい�ことで，国士館大学のD開教授からご質

Gなど頂戴したいと思いますが，いかがでご�いまし��か。 

D開t一WIPSS 招聘研究員（国士舘大学法学部教授）：国士館大学のD開と¦します。本日は貴

重なお話をお·かせいただきまして，ありがと�ご�いました。 

 再犯防止と¢5にÂっても非Qに困難な"業であり，今，壇�にお並�のよ�な全く異質な機
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の�で，35名の地�公共団体の皆様にご参加いただいていますが，地�公共団体として神奈川県

の取り組�について関係¼に!か質Gがある�がいらしたら，��この機会に質疑応答などいか

がでご�いまし��か。 

 dをu�ていただけるよ�な地�公共団体の�，いらっし�いますでし��か。後ほど��地

�公共団体の�からご質GなどおEせいただきたいと思います。 

 本日は，事2にご質GをEせていただいております。早稲田大学から，更生緊\%護などの研

究をされています«田様，��ご質Gをよろしくお願いいたします。 

«田,EWIPSS 研究所員（早稲田大学法学学術院7d，同大学院法学研究�博士後�課�）：早

稲田大学大学院法学研究�の«田です。 

 %護À察所との関-りについて 1�ご質Gさせていただきます。 

 再犯防止推進法や再犯防止推進計画を9けて，r年度から，%護À察所における入口支援と し

て�*支援�ニッが一部の%護À察所で"られたかと思います。更生緊\%護とい�と今まで

は主に就1¹立が可能な¼であったり，就1¹立が¾Êまれる�ーム�スの�をW象としていた

かと思いますが，%護À察所における入口支援では，高ß¼や×G¼など福祉的な支援， 福祉的

なニー
をsっているW象¼も入口支援で®�的に取り組�でいこ�とい�bで進められていく

と9け取っております。 

 この入口支援は，%護À察所が検察庁や地�公共団体からD·を9けた社会福祉法人と連携 し

て行�ところに�Vがあると思-れますが，r年度の時�で 19 カ所の%護À察所でモデル的，

¸Ù的に実施されていると記Tしております。今後この9きが広がっていくとしたら，%護À察

所としては,体的に地�公共団体である神奈川県にど�いったW応，ど�いった連携を望�でい

くのかごn¾をお·かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

三本x：今，ありました入口調lに係る部.の�*支援の�ニッですが，横�のÀ察所には残

念ながらまだÄªされておりませ�。ただ，地�検察庁から，これもやはり地検のほ�である�

度調lを経た�で，そ�した入口支援に係るÅµ�予°のW象¼のことで，更生緊\%護の¦-

をさせた�で，こちらで%護してほしいとい�¦し入れが!例かあります。 

 ただ，やはり県内の更生%護施Äの�Vとい�か，就1した�で¹立を目tすとい�ことが基

本的にありますので，就1可能なW象¼とい�ことでこちらに 頼があります。 

 それ以外にも福祉のW応を[要とするW象¼が§構，います。À察所としては，�に，À察所

所在地，地元の:役所にある福祉事務所とは定�的に連絡協È会°を開いています。実は横�の

À察所は横�P�:にありますけれども，関w，あるいは全国でも�zの¢易9s所をtzjえ
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た:でもあります。実Öにそこで生�している%護À察のW象¼もtzおります。�には一部�

予¼で²�事犯¼であり，とい�ことはÀ察所に定�的にÊって+Ï�ロ	ラムを9ける¼であ

り，かつ福祉的な支援を9けている¼でありとい�ことで重>的な関-りをしなけれ�ならない

よ�なW象¼もtzおります。 

 そ�い�n味で，地元の福祉とは情報交換なり，状況をきち�と確ºした�でお互いがお互い

の業務の�/で関-るといったことはしておりますし，また，県内に 4 カ所ある更生%護施Äも，

それ�れの:で，同�:内，又は同�P内の福祉事務所と連携をしており，実Öに更生%護施Ä

を¹所した後に更生%護施ÄのËくに��で生�%護を9�し，�Óが経Ðした後も任nで更生

%護施ÄにÊってくる¼もおります。最Ë，国でもい-ゆるフォローアッ�事業とい�ことで，
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$・医療・福祉機関あるいは民Óの従事¼にWするア��スを容易にするといった�F]で考え

てまいりたいとは思っています。 

 [ほど医療À察の話をしましたが，社会復帰調l官とい�官職をsった��がそれにW応して

います。もともと�神%$福祉士や社会福祉士，又は%$師であった�がn�されて，今，横�

%護À察所でも管理職を2めて 12 名の社会復帰調l官がおります。そ�した人たちが�ちの�

�に入ることで，À察官も%$・医療・福祉のものの考え�とか，あるいはア��スの��とい

ったことも!強できるよ�になった，そ�したいい8�もあると思っています。 

なので，福祉の支援が[要なW象¼が-た場合に，いかに地元の福祉，福祉事務所°と協力して

いくかが大事になってくると思います。ま�は関係機関と連携した�で，Ð/なところで本人を

生�させる，定�させる，そ�した取り組�は今後，状況に応�て進めていきたいと考えており

ますが，よろしいでし��か。 

«田：ありがと�ご�いました。 

司会：それでは，全般的な入口支援などの研究¼とい�ことで，国士館大学のD開教授からご質

Gなど頂戴したいと思いますが，いかがでご�いまし��か。 

D開t一WIPSS 招聘研究員（国士舘大学法学部教授）：国士館大学のD開と¦します。本日は貴

重なお話をお·かせいただきまして，ありがと�ご�いました。 

 再犯防止と¢5にÂっても非Qに困難な"業であり，今，壇�にお並�のよ�な全く異質な機
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所としては,体的に地�公共団体である神奈川県にど�いったW応，ど�いった連携を望�でい
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三本x：今，ありました入口調lに係る部.の�*支援の�ニッですが，横�のÀ察所には残

念ながらまだÄªされておりませ�。ただ，地�検察庁から，これもやはり地検のほ�である�

度調lを経た�で，そ�した入口支援に係るÅµ�予°のW象¼のことで，更生緊\%護の¦-
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 ただ，やはり県内の更生%護施Äの�Vとい�か，就1した�で¹立を目tすとい�ことが基
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À察所は横�P�:にありますけれども，関w，あるいは全国でも�zの¢易9s所をtzjえ



� �8¡Ö��� ��� ～�)��Ù��てÙ�)�'～	�  
 

 

137 

今日はl当している職員も来ていますけれども，t.��な同�思いでやってくれているのでは

ないかと思います。 

W田：では，私から今のご質Gにお答えしたいと思います。 

 私なりの答えなので，弁護士会一般の考え�かとい�とまたち�っと違�かもしれませ�が，

ま�１つ，地�公共団体の�のモ�ベーションの要¤を考えた場合には，再犯防止とaえてしま

�となかなか難しいところがあるのかもしれませ�けれども，再犯防止ではなくて更生支援な�

だ，福祉的支援な�だ，その§�，再犯防止があるにす�ないのであって大事なのは福祉的支援

な�だ，そ�い�aえ�をすれ�，本来的な地�公共団体の業務な-けです
。ですので，やは

りそ�いったn¿で取り組�でいく�きなのではないか，そこがモ�ベーションにつながってい

くのではないかと思います。 

 私は横�Pの再犯防止の会Èに一r日ですか，参加させていただきましたけれども，横�Pは

$R福祉局がこれをやっていることが-かりまして，非Qにいいことだなと思いました。モ�ベ

ーションのためにはそ�いったところのaえ�が大事なのかなと１つ思います。 

あとは，弁護士会としても立ち ªとしては同�です。弁護士会で主にこの.Òに携-ってい

るのは刑事弁護�ンターと，それだけではなく，高ß¼・×G¼の権,に関するD員会が日弁連

とかC5 会にご�いますけれども，やはり高ß¼とか×G¼の福祉的な法dG題に日ごろ従事

していたり考えたり，いろいろ取り組�でいる弁護士が�´的�心にやっているところがありま

すので，やはり弁護士としてもそ�いった，再犯防止とい�よりは，[ほどち�っと私が¦し�

�たよ�な法的ニー
，福祉との連携の�でd当てしなけれ�いけない法的ニー
に弁護士がW

応していく，それによって本人の生き�らさが取りÖかれて，§�的に再犯にºっていないとい

�成�が目に¾えるbで¹.がl当した法的業務の�で¾えてくれ�，やはり弁護士としてのや

りがいにつながってくるだろ�。Îに，弁護士会としてはそ�いった¿�をsった，そ�いった

ところに�心に取り組む弁護士をÖ成していかなけれ�いけないなとい�ことで，神奈川県弁護

士会としても，そ�いった研#体制°にも今後より一>取り組�でいきたいと思います。 

M�：発Âの�ャンスと思って話をさせていただきますけれども，今日，国の関係機関の�も大

+いらっし�るので 1 つÂ-せていただきたい。国のいろいろな計画とかこの再犯防止推進計画

の�にも，Yの長い支援とか/れ目のない支援とい�Â°をよく使いますよ
。モデル事業は 3

年で¦-ってしま��ですけれども，私はその 3 年の後の|しい事業をまた展開していくために

も，Yの長い支援とÂ�のであれ�，Yを²けられるs²的な制度をつくっていくことが[要だ

と思っています。Yが長い支援とÂ-れても，それはY¹�しなけれ�ど�しよ�もないですし，
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関の皆さ�が連携しなけれ�いけない。連携するためには情報を共�して相互理解を�めていく

一�で，C機関の本来の機能をIくするのではなく，強くしていかなけれ�いけない�だといっ

たところが理解できたよ�に思います。 

 ただ，C機関が連携して相互理解を�めることで，C機関の機能が強くなるところもあるので

はないかとも思ったところです。 

 ところで，再犯をしないためには，犯罪をした人がも�再犯しないとい�モ�ベーションをs

つ，9機�けをすることが重要だとÂ-れるときがありますが，��，再犯を防止する側， 再犯

させない側のモ�ベーションも高くないといけないのではないかと思います。�に今回の再犯防

止推進法の関係でÂいますと，地�公共団体の皆さ�はあるn味，「法dで再犯防止がÓってきた」

とい�ところもあるのではなかろ�かと思っておりまして，再犯を防止するためモ�ベーション

を高めるには，�に地�公共団体の皆さ�からすると!が[要かといったところをお·かせ願え

れ�と思います。 

 恐らくモデル事業の¦�後も国が予¡をつけることがモ�ベーションを高めるための一つの大

事な要¤な�だろ�とは思��ですけれども，それ以外に!か思い当たることがありましたらお

教え願いたいと思います。 

 また，刑事司法機関では再犯防止のためのモ�ベーションは高いは�だと思いながらも，実a

は，やはり高い人と�い人がいるよ�な&象もsっております。そ�い��で弁護士会なり， 検

察庁もそ�ですけれども，刑事司法機関の側でも全体的に再犯防止にFけてのモ�ベーショ ン

を高めていくためにこれからど�なことをやっていって，モデル事業¦�後にも，再犯防止 の取

り組�を²けていくにはど�すれ�いいかといったところをご教示願えれ�と思います。 

よろしくお願いいたします。 

田�：ご質Gありがと�ご�いました。 

ま�，地�公共団体側のモ�ベーションとい�話ですが，そ�です
，神奈川県は[ほどお話

ししたよ�に津��やまゆり:の事�があって，»一人とり残さない，»もが地域で安心して暮

らせるとい�ことを大2pとしています。それをミッションとして職員としてはやっていくとい

�こと。 

 あとは，[ほどから話していますが，この事業¹体を9け取ったのが安全防�ではなくて福祉

の��ションとい�ことでは，福祉の��ションはもともとそ�い��事をしておりますので，

そ�い�n味では，この計画がÓってきたからそれにWしてモ�ベーションを��るとい�こと

ではなくて，これは福祉の�事としてやっていかなけれ�ならないものだと考えておりますので，
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今日はl当している職員も来ていますけれども，t.��な同�思いでやってくれているのでは

ないかと思います。 
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 私なりの答えなので，弁護士会一般の考え�かとい�とまたち�っと違�かもしれませ�が，
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な�だ，そ�い�aえ�をすれ�，本来的な地�公共団体の業務な-けです
。ですので，やは

りそ�いったn¿で取り組�でいく�きなのではないか，そこがモ�ベーションにつながってい

くのではないかと思います。 

 私は横�Pの再犯防止の会Èに一r日ですか，参加させていただきましたけれども，横�Pは
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していたり考えたり，いろいろ取り組�でいる弁護士が�´的�心にやっているところがありま

すので，やはり弁護士としてもそ�いった，再犯防止とい�よりは，[ほどち�っと私が¦し�

�たよ�な法的ニー
，福祉との連携の�でd当てしなけれ�いけない法的ニー
に弁護士がW

応していく，それによって本人の生き�らさが取りÖかれて，§�的に再犯にºっていないとい

�成�が目に¾えるbで¹.がl当した法的業務の�で¾えてくれ�，やはり弁護士としてのや

りがいにつながってくるだろ�。Îに，弁護士会としてはそ�いった¿�をsった，そ�いった

ところに�心に取り組む弁護士をÖ成していかなけれ�いけないなとい�ことで，神奈川県弁護

士会としても，そ�いった研#体制°にも今後より一>取り組�でいきたいと思います。 

M�：発Âの�ャンスと思って話をさせていただきますけれども，今日，国の関係機関の�も大

+いらっし�るので 1 つÂ-せていただきたい。国のいろいろな計画とかこの再犯防止推進計画

の�にも，Yの長い支援とか/れ目のない支援とい�Â°をよく使いますよ
。モデル事業は 3

年で¦-ってしま��ですけれども，私はその 3 年の後の|しい事業をまた展開していくために

も，Yの長い支援とÂ�のであれ�，Yを²けられるs²的な制度をつくっていくことが[要だ

と思っています。Yが長い支援とÂ-れても，それはY¹�しなけれ�ど�しよ�もないですし，
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関の皆さ�が連携しなけれ�いけない。連携するためには情報を共�して相互理解を�めていく

一�で，C機関の本来の機能をIくするのではなく，強くしていかなけれ�いけない�だといっ

たところが理解できたよ�に思います。 

 ただ，C機関が連携して相互理解を�めることで，C機関の機能が強くなるところもあるので

はないかとも思ったところです。 

 ところで，再犯をしないためには，犯罪をした人がも�再犯しないとい�モ�ベーションをs

つ，9機�けをすることが重要だとÂ-れるときがありますが，��，再犯を防止する側， 再犯

させない側のモ�ベーションも高くないといけないのではないかと思います。�に今回の再犯防

止推進法の関係でÂいますと，地�公共団体の皆さ�はあるn味，「法dで再犯防止がÓってきた」

とい�ところもあるのではなかろ�かと思っておりまして，再犯を防止するためモ�ベーション

を高めるには，�に地�公共団体の皆さ�からすると!が[要かといったところをお·かせ願え

れ�と思います。 

 恐らくモデル事業の¦�後も国が予¡をつけることがモ�ベーションを高めるための一つの大
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り組�を²けていくにはど�すれ�いいかといったところをご教示願えれ�と思います。 

よろしくお願いいたします。 

田�：ご質Gありがと�ご�いました。 

ま�，地�公共団体側のモ�ベーションとい�話ですが，そ�です
，神奈川県は[ほどお話

ししたよ�に津��やまゆり:の事�があって，»一人とり残さない，»もが地域で安心して暮

らせるとい�ことを大2pとしています。それをミッションとして職員としてはやっていくとい

�こと。 

 あとは，[ほどから話していますが，この事業¹体を9け取ったのが安全防�ではなくて福祉

の��ションとい�ことでは，福祉の��ションはもともとそ�い��事をしておりますので，

そ�い�n味では，この計画がÓってきたからそれにWしてモ�ベーションを��るとい�こと

ではなくて，これは福祉の�事としてやっていかなけれ�ならないものだと考えておりますので，
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ったことが一定�度示せるよ�になるのではないかとい�ことも�Zしておりまして，そ�い�

Ûで，°政当局にもこの取り組�の重要]をきち�と理解してもら�ことが非Qに重要であろ�

と思います。 

 その�で我�としては，もちろ�.Òによって，全て法務省が予¡をとるとい�話ではないと

思いますので，そこはど�い�bがいいか，今まさにきち�と考えていきたいと思っております。 

 地�公共団体の皆様からは，こ�い��法で°政的支援をもらってもあまり役に立たないとい

ったごn¾も実はいただいたりしておりまして，今後，そ�い�ごn¾をÔ£しながら，!が一

�地�公共団体の皆様にとってn味のある	ポーになるのかを¾�めて，それをしながら<.

に検Ãしていきたいと考えております。 

司会：大Oいいお話を·くことができました。ごn¾，ご感想などで§構でご�いますので，ま

�，弁護士の関係の�と社会福祉士のお立場の�から重
てごn¾など頂戴できれ�と思ってお

ります。 

 ま�弁護士の�で，神田[生，いかがでご�いまし��か。 

神田安®（弁護士）：弁護士をしております神田と¦します。 

 この会場から|いてすぐの場所に弁護士法人早稲田大学�ー�ル・��ニッ�とい�事務所 が

ご�いまして，�Ýご挨拶をされた棚村教授，事務所では棚村弁護士でご�いますけれども， 早

稲田大学の現役，OB の教授Îの皆様と一¥に，15 名ほどの事務所で日��事をさせていた だ

いております。そのよ�なこともあって，こ�い�発Âの機会をいただいたかと思っており ます。 

 [ほどD開[生の弁護士会にWするごtiもありましたので，質Gではご�いませ�けれども，

私&人の感想を¦し��たいと思います。 

 私，本日，再犯防止，とり-け更生支援とい�局Ûにおいて，弁護士の関�が[要なのか， ま

た，そもそも弁護士の関�が求められているのか，求められているとしてど�いった�9をし，

また，これからしていかなけれ�いけないのか，そ�いったことを確ºしたいと思いまして，参

加いたしました。 

 !より今日参加してよかったなと思�のは，第一�でこのG題に関-って�Ç的な�9をされ

ておられる皆様のÐを実Öに¾ることができた，また，お互い¾せ合�ことができたのではない

かとい�ところにあると感�ました。 

 林検事長のご講演の�で，刑事司法と福祉の相互協力，相互理解の重要]と，さらには内在す

る緊張関係にも´れられながら，「つなぐ」とい�Â°と「連携する」とい�Â°，この 2 つをz

tく�いられてお話されたと思います。パネルディスカッションでもこの２つのÂ°がよく-て
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Y¹�をしながらYが²けられるよ�なs²的な�組�をつくっていく。まさに私たち�ーシャ

ル�ーカー，�ーシャルア�ションです。アウ�ー�です。そ�い�n味で，|しい制度をつ

くっていくことは私たち�ーシャル�ーカーの役3でもあります。[ほどの話の�で，�ンス

ッ�とい�話が-てきました。今，それがない�です
。定�がある，弁護士会との連携がある，

矯正施Äでの�ロ	ラムがある，いろいろなネッ�ー�がある，だけれども，それをつなぐ�

ンスッ�の機関・組�がない�です
。まさに刑事司法相¼支援�ンター�たいなものを立ち

��ていくことが展望されなけれ�いけないのではないかと思っています。その一つの�組�と

してつくっていかなけれ�いけないと思いますし，�つ/れではいけない�です
。それをつな

いで，なおかつ経済的なÛでも，やはり(入がないといけませ�ので，きち�とした予¡をつけ

てもらって刑事司法相¼支援�ンターのよ�なものをつくって�ンスッ�での相¼体制をつく

っていく，これはいろいろなbが想定されるとは思いますけれども，そのよ�なことをモデル事

業をやりながら，モデル事業の次を展望していきたいと思っています。できるかど�か-かりま

せ�けれども，私はやるつもりでこれから9きます。 

«川：フロアのD田室長，ど�でし��か。モデル事業の国のほ�のl当¼ですから，今の要望

にWして答えられる�/で。あるいは¨Sのほどを披�していただけるとありがたい�ですが。 

D田：ありがと�ご�います。 

 [ほどごtiいただいたよ�なモデル事業¦�後も°政的な支援，	ポーをしてもらいた い

とい�ごn¾は，我�が地�公共団体の��といろいろとコミ�ニ�ーションをとる�で非 Q

にtくいただいているごn¾でご�いまして，我�としてもモデル事業が¦-ったからそれ で

¦�とい�ことではなくて，その¦�後も，地�公共団体における再犯防止にFけた取り組 �を

国として°政的なÛからも	ポーしていくことが非Qに重要であるとº¿しております。 

 もちろ�°政当局が絡�でくる話でご�いますので，この場で「[�予¡を�得できます」と

までは¦し��られない�ですけれども，Kなくともま�その理解を得ていかないといけない。

°政事情が/しい�で，この.Òに国の�Ïを\入していくことの[要]，重要]をきちっと理

解してもら�，そのためにはモデル事業で得られている成�，[ほどKし¦し��ましたけれど

も，Ü年を¦えるときにはその取り組�の成�を我�としてもchすることになります。それ�

れの¹�体でそれ�れ�のあるいろいろな取り組�をされていて，それがこ�い�側Ûで再犯

防止に当たって8�が-ているとい�ことがchできれ�，�にそれをやらなかったときに生�

るコス，刑事裁判，[査を開Qしてから矯正%護での+Ïを¦えるまでの全体にかかるコス

と�´して，こ�い�取り組�をする�がむしろ再犯¼がKなくなることでコスが�がるとい
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ったことが一定�度示せるよ�になるのではないかとい�ことも�Zしておりまして，そ�い�
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と思います。 

 その�で我�としては，もちろ�.Òによって，全て法務省が予¡をとるとい�話ではないと

思いますので，そこはど�い�bがいいか，今まさにきち�と考えていきたいと思っております。 

 地�公共団体の皆様からは，こ�い��法で°政的支援をもらってもあまり役に立たないとい

ったごn¾も実はいただいたりしておりまして，今後，そ�い�ごn¾をÔ£しながら，!が一

�地�公共団体の皆様にとってn味のある	ポーになるのかを¾�めて，それをしながら<.

に検Ãしていきたいと考えております。 

司会：大Oいいお話を·くことができました。ごn¾，ご感想などで§構でご�いますので，ま

�，弁護士の関係の�と社会福祉士のお立場の�から重
てごn¾など頂戴できれ�と思ってお

ります。 

 ま�弁護士の�で，神田[生，いかがでご�いまし��か。 

神田安®（弁護士）：弁護士をしております神田と¦します。 

 この会場から|いてすぐの場所に弁護士法人早稲田大学�ー�ル・��ニッ�とい�事務所 が

ご�いまして，�Ýご挨拶をされた棚村教授，事務所では棚村弁護士でご�いますけれども， 早

稲田大学の現役，OB の教授Îの皆様と一¥に，15 名ほどの事務所で日��事をさせていた だ

いております。そのよ�なこともあって，こ�い�発Âの機会をいただいたかと思っており ます。 

 [ほどD開[生の弁護士会にWするごtiもありましたので，質Gではご�いませ�けれども，

私&人の感想を¦し��たいと思います。 

 私，本日，再犯防止，とり-け更生支援とい�局Ûにおいて，弁護士の関�が[要なのか， ま

た，そもそも弁護士の関�が求められているのか，求められているとしてど�いった�9をし，

また，これからしていかなけれ�いけないのか，そ�いったことを確ºしたいと思いまして，参

加いたしました。 

 !より今日参加してよかったなと思�のは，第一�でこのG題に関-って�Ç的な�9をされ

ておられる皆様のÐを実Öに¾ることができた，また，お互い¾せ合�ことができたのではない

かとい�ところにあると感�ました。 

 林検事長のご講演の�で，刑事司法と福祉の相互協力，相互理解の重要]と，さらには内在す

る緊張関係にも´れられながら，「つなぐ」とい�Â°と「連携する」とい�Â°，この 2 つをz

tく�いられてお話されたと思います。パネルディスカッションでもこの２つのÂ°がよく-て
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Y¹�をしながらYが²けられるよ�なs²的な�組�をつくっていく。まさに私たち�ーシャ

ル�ーカー，�ーシャルア�ションです。アウ�ー�です。そ�い�n味で，|しい制度をつ

くっていくことは私たち�ーシャル�ーカーの役3でもあります。[ほどの話の�で，�ンス

ッ�とい�話が-てきました。今，それがない�です
。定�がある，弁護士会との連携がある，

矯正施Äでの�ロ	ラムがある，いろいろなネッ�ー�がある，だけれども，それをつなぐ�

ンスッ�の機関・組�がない�です
。まさに刑事司法相¼支援�ンター�たいなものを立ち

��ていくことが展望されなけれ�いけないのではないかと思っています。その一つの�組�と

してつくっていかなけれ�いけないと思いますし，�つ/れではいけない�です
。それをつな

いで，なおかつ経済的なÛでも，やはり(入がないといけませ�ので，きち�とした予¡をつけ

てもらって刑事司法相¼支援�ンターのよ�なものをつくって�ンスッ�での相¼体制をつく

っていく，これはいろいろなbが想定されるとは思いますけれども，そのよ�なことをモデル事

業をやりながら，モデル事業の次を展望していきたいと思っています。できるかど�か-かりま

せ�けれども，私はやるつもりでこれから9きます。 

«川：フロアのD田室長，ど�でし��か。モデル事業の国のほ�のl当¼ですから，今の要望

にWして答えられる�/で。あるいは¨Sのほどを披�していただけるとありがたい�ですが。 

D田：ありがと�ご�います。 

 [ほどごtiいただいたよ�なモデル事業¦�後も°政的な支援，	ポーをしてもらいた い

とい�ごn¾は，我�が地�公共団体の��といろいろとコミ�ニ�ーションをとる�で非 Q

にtくいただいているごn¾でご�いまして，我�としてもモデル事業が¦-ったからそれ で

¦�とい�ことではなくて，その¦�後も，地�公共団体における再犯防止にFけた取り組 �を

国として°政的なÛからも	ポーしていくことが非Qに重要であるとº¿しております。 

 もちろ�°政当局が絡�でくる話でご�いますので，この場で「[�予¡を�得できます」と

までは¦し��られない�ですけれども，Kなくともま�その理解を得ていかないといけない。

°政事情が/しい�で，この.Òに国の�Ïを\入していくことの[要]，重要]をきちっと理

解してもら�，そのためにはモデル事業で得られている成�，[ほどKし¦し��ましたけれど

も，Ü年を¦えるときにはその取り組�の成�を我�としてもchすることになります。それ�

れの¹�体でそれ�れ�のあるいろいろな取り組�をされていて，それがこ�い�側Ûで再犯

防止に当たって8�が-ているとい�ことがchできれ�，�にそれをやらなかったときに生�

るコス，刑事裁判，[査を開Qしてから矯正%護での+Ïを¦えるまでの全体にかかるコス

と�´して，こ�い�取り組�をする�がむしろ再犯¼がKなくなることでコスが�がるとい
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います。 

 私の師�が，刑事政策を!強していて�法Çが大事だと�っとÂっていました。[生は�心な

��ス�ャンでもありました。%p&とい��ロ�スタンの�師さ�がいて，その人が書か

れた「神の��の神学」とい�本がある�ですが，そこでÂ�ところの弁¹法の重要]を説いて

いました。「��とい�ものは解�しない�，解�しないから��とÂ��だと。では，解�しな

いなら��は��でkªしておけ�いいのかとい�と，そ�い�G題ではない。��があること

は人Óの社会では[�だけれども，それを解�するための0力もこれまた[�な�だと。人Öの

歴 を¾て�ろ，その解�のために±やした0力，1力，これの歴 とも¾えるだろ�。でも，

その0力のzだけ解�はしないよ」と。 

 そ�いったn味では，W立は当たり2。でも，これを!とか�合するための0力はVし�では

いけない�だとい�n味で，組�は�3りを主にしていますよ
。だけれども�3りだけではだ

めで，やはり横3りの�組�をつくっていかなけれ�ならない。今，求められているのは，�3

りを主とするけれども横3りの�組�をど�い�OBをしてつくったらいいかとい�ところにあ

る�だろ�と思っています。その展開場Ûがこの場Ûにもあるし，こ�いった場Û�かりでなく

て人Óの社会でいろいろなことが行-れているけれども，そ�いったことがG題になる。 

�に，私は団)の�代ですけれども，団)の�代とÂ-れる昭和 22 年・23 年・24 年組は 800

�人ぐらいいるそ�ですが，これが 20 年後ぐらいにはどさっと�くなります。800 �人Çって

800 �人生まれれ�人口はO-らないけれども，KE化の�れがありますから，ここで人口が 1

� 2,000�人からがたっと�ります。そのËÉにいる�人がやがては人口の 5.の 2 を-める時

代がやってくる。だけれども，その 5.の 2 を-めるその人たちが�くなるとど�なるか。これ

が 2050 年ぐらいだとÂ-れていますけれども，も� 1�人を/る時代になります。１�人を/

る 小社会・日本においてど�いった行政の�組�を考えていったらいいか，国の7をつくって

いったらいいか。 

 これはそのときになってやったってd¿れになります。だから，その課題はまだ[のことだけ

れども，それにp�いた人たちがそれ�れのところでやらなけれ�いけない�だとい�n¿をs

っていて，今日は法務省を�心にいろいろな機関の�たちが来られていますけれども，そ�い�

¹¨のもとで恐らく行9されていると思いますけれども，その一つの課題がこ�い�bで今，や

られている�だと私はchしています。 

司会：[生のÊÂとして�く9けとめさせていただきますので。ありがと�ご�います。 

 弁護士の[生から今，お話をいただきました。大O参考になるお話であり，またいいご7Âで
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きていたと思います。 

 弁護士は，こ�いった支援を[要とする²疑¼，²告人と日Q，刑事弁護の�でoする機会が

tくありますし，また，そのニー
をchすることもできますし，さらには今日ご参加いただい

ている関係機関の皆様にそれをつなぐことができる役3，立場にあると思います。さらに¦し�

�ると，関係機関の皆様と連携しながら^象的ではない，&�,体的な，そ�い�支援を[要と

されておられる�の支援，援7をできる立場にあります。 

 しかしながら，D開[生のごtiにも関連いたしますけれども，このG題n¿，またその役3

の重要]を弁護士会全体が<.に理解しているかとい�と，まだまだ�<.なところがあるかと

思います。Âい換えますと，今日ご登壇されているW田弁護士，第一�で�Àしておられますけ

れども，こ�い�[ÝÔ団と，それに�き²く弁護士の後²Ô団の¾離がKし開いてしまってい

る現状にご�います。そ�いった�，やはりこの�9を広く弁護士全体が共�できるよ�に，こ

れはW田弁護士がさっきおっし�っていましたけれども，研#°を充実させていかなけれ�いけ

ないと&人的に考えております。 

 そのために[要なのが，やはりロールモデル。今日，法務省のD田室長に大O-かりやすくご

説明いただいた地域再犯推進モデル事業，私もこの事業の�Çを今日|ためてよく理解いたしま

したけれども，その�でご紹介いただいた)Q県弁護士会の取り組�，さらには，!より神奈川

県においてW田弁護士がこのG題に関�されて，関係·機関の皆様との"頼関係を構築しながら

�9しておられるとい�ご報告をいただいて，��，今日ご参加の¹�体の皆様，また関係機関

の皆様に，弁護士もこの.Òで役立つことがある�だなとい�ことを�っていただく，いいきっ

かけにしていただきたいと思っております。 

 «川[生が，このパネルディスカッションをQめるに当たって，W立関係のある皆様がパネ�

スで登壇されているとtiしておられましたけれども，私も会場からそ�い�aを¾て感X

�いところと，また，«川[生のご発Âのご�nは，やはりW立関係にあるがゆえにtµ的なÀ

�からいろいろなÈÇができるのではないか，またt様]のあるÈÇができるのではないかとい

ったところをごtiされたのではないかと思っております。 

 今日の副題だったと思いますけれども，今日のシンポジウムがこの大O重要なG題とこれまで

と，それからこれからの，その 2 つを画する大きな.B�になったのではないかと私，確"しつ

つ，求められた感想を¸�させていただきました。 

 こ�いった発Âの機会を�えていただきまして，ありがと�ご�いました。 

«川：今のお話の�で私のÂ°が使-れましたので，それに関連してち�っとお話ししたいと思
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います。 
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れた「神の��の神学」とい�本がある�ですが，そこでÂ�ところの弁¹法の重要]を説いて
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いなら��は��でkªしておけ�いいのかとい�と，そ�い�G題ではない。��があること

は人Óの社会では[�だけれども，それを解�するための0力もこれまた[�な�だと。人Öの

歴 を¾て�ろ，その解�のために±やした0力，1力，これの歴 とも¾えるだろ�。でも，

その0力のzだけ解�はしないよ」と。 

 そ�いったn味では，W立は当たり2。でも，これを!とか�合するための0力はVし�では

いけない�だとい�n味で，組�は�3りを主にしていますよ
。だけれども�3りだけではだ

めで，やはり横3りの�組�をつくっていかなけれ�ならない。今，求められているのは，�3

りを主とするけれども横3りの�組�をど�い�OBをしてつくったらいいかとい�ところにあ

る�だろ�と思っています。その展開場Ûがこの場Ûにもあるし，こ�いった場Û�かりでなく

て人Óの社会でいろいろなことが行-れているけれども，そ�いったことがG題になる。 

�に，私は団)の�代ですけれども，団)の�代とÂ-れる昭和 22 年・23 年・24 年組は 800

�人ぐらいいるそ�ですが，これが 20 年後ぐらいにはどさっと�くなります。800 �人Çって

800 �人生まれれ�人口はO-らないけれども，KE化の�れがありますから，ここで人口が 1

� 2,000�人からがたっと�ります。そのËÉにいる�人がやがては人口の 5.の 2 を-める時

代がやってくる。だけれども，その 5.の 2 を-めるその人たちが�くなるとど�なるか。これ

が 2050 年ぐらいだとÂ-れていますけれども，も� 1�人を/る時代になります。１�人を/

る 小社会・日本においてど�いった行政の�組�を考えていったらいいか，国の7をつくって

いったらいいか。 

 これはそのときになってやったってd¿れになります。だから，その課題はまだ[のことだけ

れども，それにp�いた人たちがそれ�れのところでやらなけれ�いけない�だとい�n¿をs

っていて，今日は法務省を�心にいろいろな機関の�たちが来られていますけれども，そ�い�

¹¨のもとで恐らく行9されていると思いますけれども，その一つの課題がこ�い�bで今，や

られている�だと私はchしています。 

司会：[生のÊÂとして�く9けとめさせていただきますので。ありがと�ご�います。 

 弁護士の[生から今，お話をいただきました。大O参考になるお話であり，またいいご7Âで
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きていたと思います。 

 弁護士は，こ�いった支援を[要とする²疑¼，²告人と日Q，刑事弁護の�でoする機会が

tくありますし，また，そのニー
をchすることもできますし，さらには今日ご参加いただい

ている関係機関の皆様にそれをつなぐことができる役3，立場にあると思います。さらに¦し�

�ると，関係機関の皆様と連携しながら^象的ではない，&�,体的な，そ�い�支援を[要と

されておられる�の支援，援7をできる立場にあります。 

 しかしながら，D開[生のごtiにも関連いたしますけれども，このG題n¿，またその役3

の重要]を弁護士会全体が<.に理解しているかとい�と，まだまだ�<.なところがあるかと

思います。Âい換えますと，今日ご登壇されているW田弁護士，第一�で�Àしておられますけ

れども，こ�い�[ÝÔ団と，それに�き²く弁護士の後²Ô団の¾離がKし開いてしまってい

る現状にご�います。そ�いった�，やはりこの�9を広く弁護士全体が共�できるよ�に，こ

れはW田弁護士がさっきおっし�っていましたけれども，研#°を充実させていかなけれ�いけ

ないと&人的に考えております。 

 そのために[要なのが，やはりロールモデル。今日，法務省のD田室長に大O-かりやすくご

説明いただいた地域再犯推進モデル事業，私もこの事業の�Çを今日|ためてよく理解いたしま

したけれども，その�でご紹介いただいた)Q県弁護士会の取り組�，さらには，!より神奈川

県においてW田弁護士がこのG題に関�されて，関係·機関の皆様との"頼関係を構築しながら

�9しておられるとい�ご報告をいただいて，��，今日ご参加の¹�体の皆様，また関係機関

の皆様に，弁護士もこの.Òで役立つことがある�だなとい�ことを�っていただく，いいきっ

かけにしていただきたいと思っております。 

 «川[生が，このパネルディスカッションをQめるに当たって，W立関係のある皆様がパネ�

スで登壇されているとtiしておられましたけれども，私も会場からそ�い�aを¾て感X

�いところと，また，«川[生のご発Âのご�nは，やはりW立関係にあるがゆえにtµ的なÀ

�からいろいろなÈÇができるのではないか，またt様]のあるÈÇができるのではないかとい

ったところをごtiされたのではないかと思っております。 

 今日の副題だったと思いますけれども，今日のシンポジウムがこの大O重要なG題とこれまで

と，それからこれからの，その 2 つを画する大きな.B�になったのではないかと私，確"しつ

つ，求められた感想を¸�させていただきました。 

 こ�いった発Âの機会を�えていただきまして，ありがと�ご�いました。 

«川：今のお話の�で私のÂ°が使-れましたので，それに関連してち�っとお話ししたいと思
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�と思います。よろしくお願いします。 

地域に行くときに，その人たちをど�この組�の�に�っ張りÊむのか，�に神奈川における

計画°があれ�お·かせいただけれ�。今日は神奈川県が�らっといらして，我�w�から¾る

と，®P:5の目で¾ながら�Zしております。 

«川：¯¿庁の相¼�ンターとい�構想をお話になったでし��。その�で{れているのがそこ

だと。そこをど�組�Ê�でいくかとい�こと�たいだけれども，M�さ�の&人的なお考えで

§構ですから。 

田Nさ�は，この後の`¶会でたっ�り時Óをとってありますから，M�さ�。 

M�：構想ですよ
。 

«川：構想だから，もちろ�実現されない可能]もある。 

M�：答えになるかど�か-かりませ�けれども，例え�入口支援の�で関-って，その人が実

刑判�になった。そして刑務所に(監された。その人がどこにいるかは本人からd�をもら�と

い�やり�をしているので，-かる�ですけれども，では-かった�階で，今まで入口�階で支

援をしていたけれども，それは弁護士会との連携事業で支援していた。そしてどこの刑務所にい

るのが-かった。それでÛ会に行くけれども，Û会に行くときには�ラン�ィアで行くことにな

る-けですよ
。どこの立場でもない。 

 そしてÛ会に行って，定�支援�ンターの�*調lの制度に	せて，刑務所の�の社会福祉士

と連携しながら-口支援につな�ていく，それで地域にbってくる。そ�い��れがあると思�

�ですけれども，要するに，制度にEり}�のではなくて人にEり}�bでの�組��くりが[

要。刑事司法相¼支援�ンター�たいなものがあれ�，例え�私がそこのスタッフで，�っとそ

の本人についていられるとい�よ�な�組�です
。もちろ�，地域との連携がある �での�組

�を"っていくよ�な，そ�い�イ�ージをsっているとい�ことな�ですが……。 

x'：実はw�でも，入口支援の�階で社会福祉士が弁護士と一¥に更生支援計画°をpÅしな

がら，そして矯正局は，法務省は去年から更生支援計画を参考にする°やっていただいている�

ですが，私が·きたいのは，実Öに送り-すと，それを9けるところの，例え��的×Gの福祉

協会であるとかいろいろな団体がありますよ
。そ�い�Ê任¼の人たちをLきÊむpはないの

かとい�ことな�です。,体的なbとして。 

 そ�していかないと，�ースだけ	っと送っても皆さ��は，要するにここにいらっし�るの

も福祉関係¼はM�さ�だけで，あとは��な法務省関係ですよ
。ところが，実Öは地域で9

けるとなると6生1(省，福祉関係が実Ö主体的，Ê任的にやっていかなけれ�ÊZ。その人た
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あったと思います。 

 それでは次に，社会福祉士のお立場からごn¾，ご感想など_�したいと思っておりますが，

x'[生，よろしくお願いします。 

x'�WIPSS 招聘研究員（社会福祉士，法務省w�矯正管:第二部成人矯正調l官�矯正IÔ

職）：w�社会福祉士会で，小林¯ED員長のもとに司法福祉D員会とい�のがありまして，そこ

に所Iしておりますx'とÂいます。 

 今日は本当にいいお話を·かせていただきまして，ありがと�ご�いました。本当に感�しな

がら，�時ÓのÓにこれだけの連携ができていることに本当にÛきました。 

 といいますのは，w�地検に初めて社会福祉士がÓªされたときの第 1 号が私だった�です。

6 年2でした。現在はw�矯正管:とい�，C地の矯正施ÄにÓªされている社会福祉士のスー

パー�イ
ーとして今，管:におりまして，このÓ�っとこの�事に関-ってきた§�，z年で

ここまで来たこと，本当に感9しています。 

 実はこの9きそのものは<!年2から，林眞琴検事長がおっし�っていたよ�に福祉	イ� か

ら(きかけてきたとい�ことは，も� 15 年ほど2から9いてきて，長Jの田N¯昭とい�男 が

このG題をpÅして，私はそのもとで定��ンターを"ることについて(いてきた-けです。 

今日は9�で，田Nさ�の思いを書いた本を¹,させていただいております。Nは�的×Gの福

祉の.Òの現場の人だった�です
。私は，30 年ほど2からNのもとに�っとついてきて，この

.Òで�9できることになって;しく思っていますが。そこでM�さ�にお?
したい�ですが，

M�さ�はまさに我が同Qで社会福祉士の立場であるし，最後にこ�い��ンターをつくる�き

だと。そのとおりだと思います。私も��一¥にやらせてもらいたいと思��ですが，ただ，今

回�っと¾たとき，1 人gけている�がいるとい�か，その人をgいて連携がやれるのかと思�

のは，一r日，横�刑務所で�*支援の調l会Èを¾ていても思った�ですが，実Ö，社会の�

に，地域にbしたときに»がどのよ�に9けてその人を支援するかとい�，その人がいないと思

��です
。最初はZまったときの¯察関係¼がいないなと思��です。次に，横�刑務所の事

例°を¾ますとすごく大Oな�ですよ
。これを9けて，そして地域の�で再犯させないよ�に

ど�支援するか。これはほと�どが×G.Ò，あるいは高ß¼.Ò，あるいは�所得¼.Ò°の

実ÄDだと思��です
。その人たちを��このネッ�ー�の�に入れていかないと，送るほ

�だけが�り�がっても9けて本当にÎ張っていただく�を最初の�階から�Óとして入れてÈ

Çしていかないといけないのではないか，私の長い，いろいろな.Òの経Ùからそ�思��です

が，M�さ�の構想は，今後の�に神奈川県におけるそ�い�あたりについてごn¾いただけれ
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�と思います。よろしくお願いします。 

地域に行くときに，その人たちをど�この組�の�に�っ張りÊむのか，�に神奈川における

計画°があれ�お·かせいただけれ�。今日は神奈川県が�らっといらして，我�w�から¾る

と，®P:5の目で¾ながら�Zしております。 

«川：¯¿庁の相¼�ンターとい�構想をお話になったでし��。その�で{れているのがそこ

だと。そこをど�組�Ê�でいくかとい�こと�たいだけれども，M�さ�の&人的なお考えで

§構ですから。 

田Nさ�は，この後の`¶会でたっ�り時Óをとってありますから，M�さ�。 

M�：構想ですよ
。 

«川：構想だから，もちろ�実現されない可能]もある。 

M�：答えになるかど�か-かりませ�けれども，例え�入口支援の�で関-って，その人が実

刑判�になった。そして刑務所に(監された。その人がどこにいるかは本人からd�をもら�と

い�やり�をしているので，-かる�ですけれども，では-かった�階で，今まで入口�階で支

援をしていたけれども，それは弁護士会との連携事業で支援していた。そしてどこの刑務所にい

るのが-かった。それでÛ会に行くけれども，Û会に行くときには�ラン�ィアで行くことにな

る-けですよ
。どこの立場でもない。 

 そしてÛ会に行って，定�支援�ンターの�*調lの制度に	せて，刑務所の�の社会福祉士

と連携しながら-口支援につな�ていく，それで地域にbってくる。そ�い��れがあると思�

�ですけれども，要するに，制度にEり}�のではなくて人にEり}�bでの�組��くりが[

要。刑事司法相¼支援�ンター�たいなものがあれ�，例え�私がそこのスタッフで，�っとそ

の本人についていられるとい�よ�な�組�です
。もちろ�，地域との連携がある �での�組

�を"っていくよ�な，そ�い�イ�ージをsっているとい�ことな�ですが……。 

x'：実はw�でも，入口支援の�階で社会福祉士が弁護士と一¥に更生支援計画°をpÅしな

がら，そして矯正局は，法務省は去年から更生支援計画を参考にする°やっていただいている�

ですが，私が·きたいのは，実Öに送り-すと，それを9けるところの，例え��的×Gの福祉

協会であるとかいろいろな団体がありますよ
。そ�い�Ê任¼の人たちをLきÊむpはないの

かとい�ことな�です。,体的なbとして。 

 そ�していかないと，�ースだけ	っと送っても皆さ��は，要するにここにいらっし�るの

も福祉関係¼はM�さ�だけで，あとは��な法務省関係ですよ
。ところが，実Öは地域で9

けるとなると6生1(省，福祉関係が実Ö主体的，Ê任的にやっていかなけれ�ÊZ。その人た
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あったと思います。 

 それでは次に，社会福祉士のお立場からごn¾，ご感想など_�したいと思っておりますが，

x'[生，よろしくお願いします。 

x'�WIPSS 招聘研究員（社会福祉士，法務省w�矯正管:第二部成人矯正調l官�矯正IÔ

職）：w�社会福祉士会で，小林¯ED員長のもとに司法福祉D員会とい�のがありまして，そこ

に所Iしておりますx'とÂいます。 

 今日は本当にいいお話を·かせていただきまして，ありがと�ご�いました。本当に感�しな

がら，�時ÓのÓにこれだけの連携ができていることに本当にÛきました。 

 といいますのは，w�地検に初めて社会福祉士がÓªされたときの第 1 号が私だった�です。

6 年2でした。現在はw�矯正管:とい�，C地の矯正施ÄにÓªされている社会福祉士のスー

パー�イ
ーとして今，管:におりまして，このÓ�っとこの�事に関-ってきた§�，z年で

ここまで来たこと，本当に感9しています。 

 実はこの9きそのものは<!年2から，林眞琴検事長がおっし�っていたよ�に福祉	イ� か

ら(きかけてきたとい�ことは，も� 15 年ほど2から9いてきて，長Jの田N¯昭とい�男 が

このG題をpÅして，私はそのもとで定��ンターを"ることについて(いてきた-けです。 

今日は9�で，田Nさ�の思いを書いた本を¹,させていただいております。Nは�的×Gの福

祉の.Òの現場の人だった�です
。私は，30 年ほど2からNのもとに�っとついてきて，この

.Òで�9できることになって;しく思っていますが。そこでM�さ�にお?
したい�ですが，

M�さ�はまさに我が同Qで社会福祉士の立場であるし，最後にこ�い��ンターをつくる�き

だと。そのとおりだと思います。私も��一¥にやらせてもらいたいと思��ですが，ただ，今

回�っと¾たとき，1 人gけている�がいるとい�か，その人をgいて連携がやれるのかと思�

のは，一r日，横�刑務所で�*支援の調l会Èを¾ていても思った�ですが，実Ö，社会の�

に，地域にbしたときに»がどのよ�に9けてその人を支援するかとい�，その人がいないと思

��です
。最初はZまったときの¯察関係¼がいないなと思��です。次に，横�刑務所の事

例°を¾ますとすごく大Oな�ですよ
。これを9けて，そして地域の�で再犯させないよ�に

ど�支援するか。これはほと�どが×G.Ò，あるいは高ß¼.Ò，あるいは�所得¼.Ò°の

実ÄDだと思��です
。その人たちを��このネッ�ー�の�に入れていかないと，送るほ

�だけが�り�がっても9けて本当にÎ張っていただく�を最初の�階から�Óとして入れてÈ

Çしていかないといけないのではないか，私の長い，いろいろな.Òの経Ùからそ�思��です

が，M�さ�の構想は，今後の�に神奈川県におけるそ�い�あたりについてごn¾いただけれ
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 このほかにも高ß¼犯罪，これは�に��きに関してですが，U罪+.といいまして，い-ゆ

る¯察Õりのよ�な+.がありますが，W象になった��の�aについて，F立や困�とい�G

題があるとい�研究§�もご�いますので，包括支援�ンターへの相¼を�2したり，それだけ

ではなくフォローアッ�として一定�Ó，例え�「ち��と相¼に行ったのか」とい�ことで¯

察官が¹4を¸Gしてその�2を行�といったこともやっております。 

 今日のシンポジウムではいろいろな取り組�に関する考え�ですとか，C関係団体の取り組 �

について貴重な話を·かせていただきましたので，今後とも�き²き関係機関と連携しつつ， ¯

察でも取り組�を進めてまいりたいと考えております。 

司会：貴重なご報告をありがと�ご�いました。大O参考になりました。 

 また，本日は，たくさ�の[生の�で，¹�体の取り組�について大Oお力をいただいた[生

がいらっし�います。 

 元千°県�事でいらっし�る(本[生，明«Pの取り組�についてK�ご説明いただけますで

し��か。 

(本tE（更生%護法人両全会ÜG，BE刑務所のあり�研究D員会D員長，元千°県�事）：(

本と¦します。明«Pのことを�く……。 

 今日のシンポジウムの題は再犯防止と更生支援ですけれども，明«Pは更生支援1�再犯防止

に関する，計画ではなくてw例をこの 4 月に施行いたしました。Îな�です
。[ほどW田弁 護

士はさり�なく，更生支援をすれ�再犯防止もその�に入るだろ�とÂ-れましたけれども， こ

の�に更生支援とい�ものがど�い�n味かはっきり-かっている�が!人いらっし�るか と

思います。更生%護とい�のは法dもあり，そして事業も日本で行-れていますが，更生支 援と

い�ものを本当に理解している�はKないと思��です
。 

 私がたまたま明«Pの，ち��ど１年かけてw例をお"りになる検Ã会にア��イ
ーとして

参加してÛきましたのは，福祉関係の�，それからP民の代表，それから刑務所を-所した当事

¼も１人入っていました。それから司法関係の�たちもおられた検Ã会です。最初からとてもW

立いたしました。ど�い�ことでW立したかとい�と，再犯防止のためのw例を"るのだとい�

司法関係の�，刑務所の所長さ�とか¯察所長とか，それから検事さ�，検察の�もいらした。

だけれども福祉の人たちは，そ�ではない�だ，明«Pではも�１年以�2から更生支援を実施

してきている，だからその�に，それを主体にしなけれ�いけない。な�再犯防止かとい�と，

再犯防止はあくまでも刑務所を-所した人をW象にしている，それでは全部のP民が�得しない，

だから全てのP民をW象とした更生支援のw例をつくる，そのことによって再犯防止が§�とし
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ちをど�い���にLきÊむか，その構想はあるだろ�かとい�ことを·きたかった�です。 

M�：関係団体の団体全体としての関-り�は，まだできていませ�。そこにど�ÓいÊ むかは

確かに課題ではある�ですよ。今，例え�施Ä長�ラスあたりの��には大+ネッ�ー�に入

ってきてもらっている�ですけれども，さらにその�とかそれを取りLく組�だとか，そこまで

まだdがAいていない�です
。それは課題だと思っています。 

x'：ありがと�ご�いました。 

司会：ち��どこれから社会福祉士として，福祉の立場として課題だとお話が-たところで，ま

た，x'[生からはi組�に¯察が入っていないといったお話もありました。本日は，¯察庁の

�が¾えていますので，現在，̄ 察でやっているお取組についてご紹介いただけれ�と思います。 

v�公三（¯察庁生�安全#画課犯罪[止W策室課長³�）：発Âの機会をいただきまして，あり

がと�ご�います。¯察庁生�安全#画課のv�と¦します。 

 ¯察では入口と-口両�の支援をやっておりますので，皆さ�にそのÉについて紹介させてい

ただけれ�と思います。 

¯察では従来から，非行K年にWしまして，C��ラン�ィアと一¥に，これは大学生もいら

っし�る�ですが，非行K年と一¥に立ち直り支援やH場所�くりの�9を，就1支援などとと

もにやっていますし，K年	ポー�ンターをe�として，いろいろな相¼を9けたり，支援�

9を行っています。また，d力団につき，d力Ík�ンターと連携して，離®支援や社会復帰支

援を行っています。また，²�事犯に関しては，広報3発や²���防止教室，こ�いったもの

を開催して再犯防止W策を行っています。 

 最Ëではスーカー加G¼にWするW策ですとか，年K¼にWする]犯罪-所¼，これにWす

るW策を行っています。スーカー加G¼に関しては相d�への>�心があったり支Ón¿が強

いことがtいので，そ�いった�について�神学的な�療を9けさせるとか，カウン��ン	な

どの取り組�を行っております。この取り組�については，その	ポーを県やPの福祉l当課

の�とか%$所の�におd�いいただいている事例もご�います。 

 また，E�をW象とした]犯罪-所¼に関しては，法務省から-所に関する情報を9けまして，

-所後に¯察官が¹4に行き，所在の確ºであるとかÛ¼を行っています。そのÛ¼の�で，生

�に困ったことやいろいろな話も-てきますので，そ�い�場合には:役所や%護À察所と連携

してW応する事例もご�います。また，Dがないとかネッカフ�で>sまりするよ�な人がい

る場合には，�まいも%護À察所と連携しながら，福祉施Äを,�するよ�な取り組�をやって

おります。 
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だから全てのP民をW象とした更生支援のw例をつくる，そのことによって再犯防止が§�とし
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れる。だけれども，ど�い�政策をやっていますとい�ご説明は更生支援の内容だと私は9け取

りました。 

 私はたまたま千°県の�事をやっていましたから，ど�しても地�行政の立場から�を¾てし

ま��ですけれども，明«Pで一�=gしていることは，地�¹�体として地�¹�体の独¹]，

それをDさなかったとい�ことな�です
。そのことで，やはり明«PのP長さ�は大O=g¦

し��ております。 

 今日，地�¹�体の�が 35 人いらっし�るとい�ことですけれども，��明«Pのw例も， 

それからÈÇの経Ðも，さっき林検事長がÂ-れたよ�にコン��ーターで-せますので，½�

でいただきたい。そして，それ�れの¹�体は国の法dを�×�にするのではなくて，¹.の¹

�体で，それを�×�にして�に書いただけの計画ができても!もならない�です。これは実行

されないÕり!もならない。実行されるためには，その地�¹�体に}�いた政策に基�いて国

の�Ðを9け入れるbが大事だとい�ことを，私は明«Pで学�ました。 

 皆様にも��¦し��たいのは，�に地�¹�体の�に¦し��たいのは，�に書いたものを

�すよ�なbで法dをÝ#�にすること，そ�いったものは行政の�にいっ�いあります。でも，

それは機能しませ�。本当にこれが機能してほしい，心のVからそ�思っています。そのために

はC¹�体がご¹.の¹�体の独¹]，人口も違います。900�人の神奈川県と 30�人の�|P

である明«Pとでは全�違います。ですけれども，明«Pはそ�い�ことで，P長の"念と情�

で実行できたと思��ですけれども，神奈川県の場合は連携とい�bで実行なさっていらっし�

る。 

 そ�い�bで��，地�の�だけに¦し��ているのではなくて，私は��つけ加えたいなと

思ったのは，明«PのP長は�村部長と同�に，やはり社会福祉士のÀkをsっている。弁護士

のÀkもsっている。そ�い�P長です。そして私とn¾が合ったのは，私は�事の時代に×G

¼にWしてのA*をなくすw例を千°県で"りましたけれども，その}Gはい��くも«川[生

が%p[生の本を��しておっし�った，W立ではなくて理解で解�していこ�とい�ことでご

�いますが，明«PのP長はそのことに大O関心をおsちになっていた。最¦的に»一人残さな

いとい�ことは，やはりW立ではなくてお互いの理解を�めていくことだろ�と思います。 

ち�っと長くなりましたが，ありがと�ご�いました。 

司会：(本[生，ありがと�ご�います。 

 このよ�に，日本の国内で，C地域で¹�体，関係機関が�心となって更生支援と再犯防止と

いった取り組�ができてきています。日本の�では，このよ�に学会などの場で情報共�ができ
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て実現できるのだとい�Ç理な�です
。 

 [ほど田�課長から説明があったよ�に，たしか法の第２wだと思いますが，再犯防止につい

ての計画を"るとい�ことで，神奈川県はそれに従って"ったとい�お話がご�いました。司法

の関係の�は法dに従��きだ，こ�い�Ç理で，あくまでも再犯防止に関するw例をつくる�

だとい�ことでW立した�です
。 

 私は，それまで実は国の再犯防止の検Ã会の�ン�ーでした。ですから私のÝの�は再犯防止

でいっ�いだった�です
。ですから「え，更生支援Û!なの」とい�のがスターだった�で

す
。林検事長にもÍ話をかけて「更生支援って!」と，t. 1 年4ぐらい2に名古屋にÍ話を

かけてしまったぐらい-からなかった�です。 

 ですけれども，実Öにど�い�ことをやっているか�って�ると，ま�弁護士さ�を 2 人Ôい

Ê�で，それから社会福祉士を 1 人Ôって，それからP役所の職員が 3 人ぐらいでNらが!をし

ているかとい�と，刑務所を-所する人がいるといえ�弁護士と社会福祉士と 2 人で事2に行っ

て全部情報を得て，そして-所したときにも�oにその人に[要な，もし生�%護が[要なら生

�%護のz�，あるいは�民�がない場合もあります。それから�むところがない場合もありま

す。そ�いったz�をあらか�めやっておく-けです
。 

 それから，そ�いった-所する人だけではなくて，[ほどから入口支援とい�bでÂ-れてい

ますけれども，全体的に，�¢的に，それからもっと犯罪のない地域"りとい�よ�なこと全体

について，これも田Nさ�がおºしい�ですが，yP長の"念でºいて，それを早くからやって

おられた。これをやっている以�，これの�に後から法dが来た�だとい�のがPの人たちの，

P民とい�か，福祉関係の�たちの主張でありました。 

 両�すごくW立したのでÈÇがど�ど�いいbでp¬していって，私も非QにÛいた�ですけ

れども，その�で最¦的に司法の�たちがやはりそ�な�だとい�ことで，最後は，P長が困る

と私のところに「(本さ�，ど�思いますか」とmってくる-けです
。私は，両�のn¾をお

入れになってつくったらど�ですかと。 

 そして§局，今度は名2をつけるときに「再犯防止に関する」とつけるのか「更生支援」とつ

けるのか。両�入れよ�とい�ことになって，今度はどちらを[にするのかとい�ÈÇにまでな

りました。そして 1 年ÓのÈÇの§Çとして「更生支援と再犯防止」とい�bになった�です
。 

 今日，神奈川県のお話を�っていて，神奈川県は本当に連携の�でここまで計画をつくられた

と感�たし，gnを表したいところでご�いますけれども，課長のお話を�っていると，一�最

初の説明ですけれども，確かに神奈川県の計画は，再犯防止法を�ンと±としてきてやっておら
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 今日，神奈川県のお話を�っていて，神奈川県は本当に連携の�でここまで計画をつくられた

と感�たし，gnを表したいところでご�いますけれども，課長のお話を�っていると，一�最

初の説明ですけれども，確かに神奈川県の計画は，再犯防止法を�ンと±としてきてやっておら
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機関連携を 1 つ大きな�ー�として入れて，そこで日本が今後，imりをしていくのも１つかな

と&人的には考えているところでご�います。 

 長くなりましたが，あと 1�だけ。 

 それに関連しまして，コン	�スとÂっても国民一般の皆さ�にはなかなかØn�がないと思

いますので，法務省では 3 回に-たって�都のコン	�スの会場において，公開シンポジウムと

い�bで，コン	�スを紹介するシンポジウムを行います。今年 12 月にはその第 2 回として再

犯防止と更生支援，確定はしていませ�が，�に地�公共団体との連携などについてコン	�ス

に関するシンポジウムを行いたいと考えております。今回の主催であります刑事司法福祉フォー

ラム・オアシスと共催して，また，そのほかの関係機関ともp携してÈÇし，さらに，そのÈÇ

の内容をコン	�スの本�でも発"できれ�なお¯いのではないかと考えております。 

 すごく長くなりましたが，¢5にご紹介させていただきました。お時Óど�もありがと�ご�

いました。 

司会：ありがと�ご�いました。 

 日本国内だけのÈÇではなく，��に発"するとい�n味で�都コン	�スは，非Qに�Zが

大きいところでご�います。 

 第 14 回国連犯罪防止刑事司法会Èは 2020 年 4 月 20 日から 27 日まで 8 日開催されます。皆

さ�，ど��ご»味をおsちくださいませ。 

 ÈÇも質Gもたくさ�いただきまして，ありがと�ご�いました。長時Óお�れになったこと

とは思いますが，ÈÇしたりなかった部.など，ご質Gご感想などをアン�ーでおEせくださ

いませ。 

 

閉  会 

 

司会：ここで閉会のご挨拶をさせていただきます。 

 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシスから，小津博司代表理事，よろしくお願いい

たします。 

小津博司（弁護士，一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス共同代表理事，元検事総長）：

皆さ�，本日は長時Óに-たって大Oご¡1さまでご�いました。ありがと�ご�いました。 

 主催¼側からÂ�とd2味'になりますけれども，本日は大Oに�nµな内容であったと思い

ますし，さらにÂえ�，恐らくこの時�に語られなけれ�いけないこと，pÅされなけれ�いけ
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ますが，日本でやっていることを��に発"することも，SDGs�ン�ー16 では-À目�として

�められております。 

 そこで，法務省国Ö課から，�都でこのた�開催される予定の�都コン	�スについて，ご紹

介いただきたいと思います。 

田�$0Ì（法務省大¸官r国Ö課�）：法務省官r国Ö課�の田�$0Ìと¦します。 

 時ÓがÅっている�，貴重な時Óをいただいてありがと�ご�います。 

 今回，パネ�スの[生�，大O�Çの�い，2±のあるお話をいただき本当にありがと�ご

�いました。私，お話を�っていて本当に心が�くなりました。 

 といいますのも，私が今所Iする法務省官r国Ö課の最重要課題として，国連の犯罪防止刑事

司法コン	�ス，Ê��都コン	�スとい�のがご�います。これは，国連の会Èでご�いまし

て，���の刑事司法実務D，,体的には，検察，矯正1�%護，さらには民Óからも， 刑事司

法に関-る学¼の�はもとより刑事司法.Òで�9している�などIÔDをO広く��からÔめ，

ß年に一度行�国連の刑事司法.Òの最大の会Èです。来年 4 月に�都で行-れます。日本がこ

の会Èを�スすることになりまして，法務省一�となって取り組�でいるところでご�います。 

 コン	�スは，8 日Óに-たり 4 つの�ー�をÈÇするところ，その 4 つあるD員会の�ー�

の１つに再犯防止がv�られています。再犯防止ついて��がど�取り組�でいくかを�都の地

でÈÇする-けです。これにど�取り組むか。お題目だけは�まっている�ですが，ど�取り組

むかは全く��で，これからÈÇしていこ�とい�ところになります。国連は，SDGs，s²可能

な開発目�をv�ておりますが，実は�都コン	�スの�イン�ー�にもなっておりまして，「犯

罪防止刑事司法，法の支Óの実現，SDGs をÀ成するために我�ができること」とい�のが�都

コン	�スの全体�ー�になっております。SDGs は 17 の�ールから成り立っているところ，最

後の�ール 17 に「官民連携」と「t機関連携」がv�られております。これは私&人のn¾です

が，再犯防止で官民連携，t機関連携といえ�，まさに今日，[生�がお話しになられたことこ

そが最たる例であり，日本はこの.Òで��を�ー�できるのではないか，そ�考えられる.Ò

ではないかと考えております。 

 コン	�スの本�は刑事司法実務Dの�なら�，非Qに広く民Ó，また学¼の[生�も参加で

きることになっておりますので，例え�コン	�スの本�でこのよ�なbで，今やっているよ�

なbのものをª語に直して��にパネルディスカッションのbで発"しているのも 1 つかもしれ

ませ�し，コン	�スでは��からÔまってÈÇした§�として政�8Âがnhされます。これ

は「�都8Â」とい�名がつくと思-れますが，�都8Âの�にこのよ�な日本の官民連携，t
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 ÈÇも質Gもたくさ�いただきまして，ありがと�ご�いました。長時Óお�れになったこと

とは思いますが，ÈÇしたりなかった部.など，ご質Gご感想などをアン�ーでおEせくださ

いませ。 
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司会：ここで閉会のご挨拶をさせていただきます。 

 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシスから，小津博司代表理事，よろしくお願いい

たします。 

小津博司（弁護士，一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス共同代表理事，元検事総長）：

皆さ�，本日は長時Óに-たって大Oご¡1さまでご�いました。ありがと�ご�いました。 

 主催¼側からÂ�とd2味'になりますけれども，本日は大Oに�nµな内容であったと思い
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ますが，日本でやっていることを��に発"することも，SDGs�ン�ー16 では-À目�として

�められております。 

 そこで，法務省国Ö課から，�都でこのた�開催される予定の�都コン	�スについて，ご紹

介いただきたいと思います。 
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ＷＩＰＳＳ第７４回定例研究会ならびに警察政策学会研究部会（「子供を守

るための地域連携研究部会」）公開研究会「子どもを守るための警察を起点

とした地域連携のあり方（第２回）―学校でのいじめや校内暴力事案ならび

に児童虐待事案を中心に―」開催記録 
 
本報告は，¯察政策学会研究部会「E�を守るための地域連携研究」の一�として，2020（令

和 2）年 1 月 11 日（土）に早稲田大学早稲田キャンパス 8 号館B1 階 107 号教室にて開催された

公開研究会の記録である。 

なお，本報告における肩書は，全て当時のものである。 

 
1 開会の挨拶 

2 第一部 C県¯本部からの報告 

3 第二部 パネル・ディスカッション 

4 閉会の挨拶 

 
Ö 開会の�� 

 

=�T0WIPSS 招聘研究員（国士舘大学法学部I任講師�早稲田大学社会安全政策研究所招聘

研究員）：それではよろしいでし��か。それでは，ただ今より早稲田大学社会安全政策研究所，

WIPSS 第 74 回定例研究会なら�に¯察政策学会研究部会，「E�を守るための地域連携研究部

会」の公開研究会，「Eどもを守るための¯察をÅ�とした地域連携のあり�（第 2 回）��学

{でのい�めや{内d力事案なら�に(�£Z事案を�心に��」を開催したいと思います。 

 私は«川[生の�で，t機関連携に関する研究に£ 10 年，大学院生のÔから携-ってきまし

た関係で，本日の総合司会を務めることになりました，招聘研究員の=�と¦します。本日はよ

ろしくお願い¦し��ます。 

 初めに，本日の研究会の構成です。第一部では，私たちがこの 2 年Óで¸Gをいたしました|

�，]�，C=，?�，この 4 つの県¯からの現状報告を行っていただきます。その後，�Yを

`�まして，第二部では第一部の報告をÅまえ，機関連携を�ー�としたパネルディスカッショ

ンを行�予定でご�います。!と�，よろしくお願いいたします。 

 それでは第一部の開Qに[立ちまして，WIPSS のÜGであります«川正»早稲田大学名Æ教
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ないG題が�めて的確に，ほ�全部-された最高qzの会È，Ôまりになったのではないかと思

っております。 

 これだけの��にÔまっていただけたのも，早稲田大学と連携したからこそではないかと思っ

ております。 

 いろいろ�っておりまして改めて感�ましたことは，検察庁が本pでこのよ�なことに取り組

�で 5 年ぐらい――いやそ�なことない 10 年ぐらいとい��もいるかも�れませ�が，全体の取

り組�として�実に2に進�でいるなとい�ことと，それから，こ�やって��なで一生b$や

っていくと，これはも�後bりしないでど�ど�2に進�でいけるのではないかと改めて確"い

たしました。 

 É�で«川[生から4.�やかしで，検察庁には�村°Eしかいないのではないかとい�よ�

なごÃ旨の発Âがご�いましたけれども，私が名�を¾て�っているだけで，t.この場に林さ

�も入れると 17～18 人は現職の検事が来ていて，�にはベ�ランの人もいますけれども， まだ

まだこれから社会福祉士のÀkを取ろ�かとい�人もおられまして，つまり，検察庁にÕ定して

もそれだけこれを支える人が�ってきている-けでご�いますから，もちろ�それ�れの.Òで，

[ほど弁護士会についてÌ.¸Éしたご発Âがご�いましたけれども，弁護士さ�の��の�で

もこの.Òを支える人たちが次�に�ってきているなと思っている-けでご�います。 

 ��それ�れのお立場で今日のこの内容を役立てていただきまして，これから[のますますの

|�につな�ていただけれ�主催¼の１人としてまことにRいでご�います。 

 本日はど�もありがと�ご�いました。 

司会：小津[生，ありがと�ご�いました。 

 皆様�も，長時Ó大Oお�れさまでご�いました。�nµな会Èになりましたことを心から感

®¦し��ます。 

 本日はお�れさまでご�いました。 

 
 
 
 
 
 


